
 

○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 
● 第 二 号 の 四 様 式 

改  正  案 現     行 
  

第一号様式 
【表紙】 
【提出書類】               有価証券通知書 

（略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑶ （略） 

⑷ 新規発行（売出）有価証券 
ａ 募集又は売出しをしようとする有価証券で発行価額又は売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権
証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額）が１億円未満であるものについ
て記載すること。 

ｂ～ｍ （略） 

⑸～⑻ （略） 

第一号様式 
【表紙】 
【提出書類】               有価証券通知書 

（略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑶ （略） 

⑷ 新規発行（売出）有価証券 
ａ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額（当該有価証券が新株
予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予

約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額）が１億円未満であるものについて記載
すること。 

ｂ～ｍ （略） 

⑸～⑻ （略） 
  

- 1 -



 

○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号様式 

【表紙】 
【提出書類】               有価証券届出書  

（略） 

第一部 （略） 
第二部【企業情報】 
第１ （略） 

第二号様式 

【表紙】 
【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

第一部 （略） 
第二部【企業情報】 
第１ （略） 

第２【事業の状況】 第２【事業の状況】 
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(30) （新設） 
２【事業等のリスク】(31) （新設） 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(32) １【業績等の概要】(30) 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】(31) 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(32) 

（削る） ４【事業等のリスク】(33) 
４【経営上の重要な契約等】(33) 
５【研究開発活動】(34) 

５【経営上の重要な契約等】(34) 
６【研究開発活動】(35) 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(36) 
第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(35) 

２【主要な設備の状況】(36) 
３【設備の新設、除却等の計画】(37) 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】(38) 
（略） 

⑵【新株予約権等の状況】 

第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(37) 

２【主要な設備の状況】(38) 
３【設備の新設、除却等の計画】(39) 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】(40) 
（略） 

⑵【新株予約権等の状況】(41) 
①【ストックオプション制度の内容】(39) 
②【ライツプランの内容】(40) 

③【その他の新株予約権等の状況】(41) 
 

区分 
最近事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 
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新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

（削る） 

 

⑶【ライツプランの内容】(42) 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑶【発行済株式総数、資本金等の推移】(42) 
（略） 
⑷【所有者別状況】(43) 

（略） 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】(43) 
（略） 
⑸【所有者別状況】(44) 

（略） 
⑸【大株主の状況】(44)                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数

に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

⑹【大株主の状況】(45)                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 
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計 ―   
 

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】(45) 
（略） 

⑺【議決権の状況】(46) 
（略） 

（削る） 

 

⑻【ストックオプション制度の内容】(47) 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

 

 

⑺【役員・従業員株式所有制度の内容】(46) ⑼【従業員株式所有制度の内容】(47－２) 

２【自己株式の取得等の状況】(47) 
【株式の種類等】         (48) 
⑴【株主総会決議による取得の状況】(49) 

（略） 
⑵【取締役会決議による取得の状況】(50) 

（略） 

⑶【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】(51) 
⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(52) 

（略） 

３【配当政策】(53) 
４【株価の推移】(54) 
（略） 

５【役員の状況】(55) 
（略） 
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(56) 
⑵【監査報酬の内容等】(57) 
（略） 

第５【経理の状況】(58) 
１【連結財務諸表等】 
⑴【連結財務諸表】(59) 

２【自己株式の取得等の状況】(48) 
【株式の種類等】         (49) 
⑴【株主総会決議による取得の状況】(50) 

（略） 
⑵【取締役会決議による取得の状況】(51) 

（略） 

⑶【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】(52) 
⑷【取得自己株式の処理状況及び保有状況】(53) 

（略） 

３【配当政策】(54) 
４【株価の推移】(55) 
（略） 

５【役員の状況】(56) 
（略） 
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(57) 
⑵【監査報酬の内容等】(58) 
（略） 

第５【経理の状況】(59) 
１【連結財務諸表等】 
⑴【連結財務諸表】(60) 
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①【連結貸借対照表】(60) 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】(61) 
③【連結株主資本等変動計算書】(62) 
④【連結キャッシュ・フロー計算書】(63) 

⑤【連結附属明細表】(64) 
⑵【その他】(65) 

２【財務諸表等】 

⑴【財務諸表】(66) 
①【貸借対照表】(67) 
②【損益計算書】(68) 

③【株主資本等変動計算書】(69) 
④【キャッシュ・フロー計算書】(70) 
⑤【附属明細表】(71) 

⑵【主な資産及び負債の内容】(72) 
⑶【その他】(73) 

第６【提出会社の株式事務の概要】(74) 

（略） 
第７【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(75) 

２【その他の参考情報】(76) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(77) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(78) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(79) 
（略） 

第２【保証会社以外の会社の情報】(80) 

（略） 
第３【指数等の情報】(81) 
（略） 

第四部【特別情報】 
第１【最近の財務諸表】(82) 
（略） 

第２【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】(83) 
（略） 

①【連結貸借対照表】(61) 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】(62) 
③【連結株主資本等変動計算書】(63) 
④【連結キャッシュ・フロー計算書】(64) 

⑤【連結附属明細表】(65) 
⑵【その他】(66) 

２【財務諸表等】 

⑴【財務諸表】(67) 
①【貸借対照表】(68) 
②【損益計算書】(69) 

③【株主資本等変動計算書】(70) 
④【キャッシュ・フロー計算書】(71) 
⑤【附属明細表】(72) 

⑵【主な資産及び負債の内容】(73) 
⑶【その他】(74) 

第６【提出会社の株式事務の概要】(75) 

（略） 
第７【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(76) 

２【その他の参考情報】(77) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(78) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(79) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(80) 
（略） 

第２【保証会社以外の会社の情報】(81) 

（略） 
第３【指数等の情報】(82) 
（略） 

第四部【特別情報】 
第１【最近の財務諸表】(83) 
（略） 

第２【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】(84) 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑺ （略） 
⑻ 新規発行株式 
ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。⒟及び⒠において同じ。）との間で締結する予

（記載上の注意） 

⑴～⑺ （略） 
⑻ 新規発行株式  
ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。以下ｄにおいて同じ。）との間で締結する予定
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定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｉ （略） 

⑼～⑾ （略） 

⑿ 新規発行新株予約権証券  
ａ～ｐ （略） 
ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号

に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同じ。）
の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下⒞において同じ。）の数の算定方法及び引受けの対象
となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予

約権の数を記載すること。 
⒟～⒡ （略） 

⒀～(23－２) （略） 

(23－３) 割当予定先の状況 
次のａからｇまでに掲げる事項について、割当予定先（第三者割当により提出者が割当てを予定してい

る者をいう。以下この様式において同じ。）ごとに当該ａからｇまでに定めるところにより記載するこ

と。 
また、割当予定先が特定引受人（会社法第206条の２第１項又は第244条の２第１項に規定する特定引

受人をいう。以下この様式において同じ。）に該当する場合であって、当該特定引受人に関する事項を記

載するときには、ｈに定めるところにより記載すること。 
ａ 割当予定先の概要 次の⒜から⒟までに掲げる割当予定先の区分に応じ、当該⒜から⒟までに定める
事項を記載すること。⒟に定める事項については可能な範囲で記載すること。 

⒜～⒞ （略） 
⒟ 有価証券報告書提出会社及び有価証券報告書提出会社以外の法人以外の団体 名称、所在地、国内
の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先（割当予定先が非居住者の場合に限る。）、出資額、組成

目的、主たる出資者及びその出資比率並びにその業務執行組合員又はこれに類する者（以下この様式
において「業務執行組合員等」という。）に関する事項（⒜から⒟までに掲げる当該業務執行組合員
等の区分に応じ、当該⒜から⒟までに定める事項とする。） 

の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｉ （略） 

⑼～⑾ （略） 

⑿ 新規発行新株予約権証券  
ａ～ｐ （略） 
ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号

に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同じ。）
の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下ｑにおいて同じ。）の数の算定方法及び引受けの対象
となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予

約権の数を記載すること。 
⒟～⒡ （略） 

⒀～(23－２) （略） 

(23－３) 割当予定先の状況 
次のａからｇまでに掲げる事項について、割当予定先（第三者割当により提出者が割当てを予定してい

る者をいう。以下この様式において同じ。）ごとに当該ａからｇまでに定めるところにより記載するこ

と。 
また、割当予定先が特定引受人（会社法第206条の２第１項又は第244条の２第１項に規定する特定引

受人をいう。以下この様式において同じ。）に該当する場合であって、当該特定引受人に関する事項を記

載するときには、ｈに定めるところにより記載すること。 
ａ 割当予定先の概要 次の⒜から⒟までに掲げる割当予定先の区分に応じ、当該⒜から⒟までに定める
事項を記載すること。⒟に定める事項については可能な範囲で記載すること。 

⒜～⒞ （略） 
⒟ 有価証券報告書提出会社及び有価証券報告書提出会社以外の法人以外の団体 名称、所在地、国内
の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先（割当予定先が非居住者の場合に限る。）、出資額、組成

目的、主たる出資者及びその出資比率並びにその業務執行組合員又はこれに類する者（以下この様式
において「業務執行組合員等」という。）に関する事項（⒜から⒟までに掲げる当該業務執行組合員
等の区分に応じ、当該⒜から⒟までに定める事項とする。） 

なお、割当予定先又は業務執行組合員等が個人である場合における住所の記載に当たっては、市町
村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。(28)ｂ及び(44)ｃにおいて同じ。）までを記載しても差
し支えない。 

なお、割当予定先又は業務執行組合員等が個人である場合における住所の記載に当たっては、市町
村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。(28)ｂ及び(45)ｃにおいて同じ。）までを記載しても差
し支えない。 

ｂ～ｈ （略） 
(23－４)・(23－５) （略） 
(23－６) 大規模な第三者割当に関する事項 

この届出書に係る第三者割当により次に掲げる場合のいずれかに該当することとなる場合には、その旨
及びその理由を記載すること。なお、議決権の数の算出に当たっては、算定の基礎となる株式の数が届出
日後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定される場合には、届出日又はその前日のいず

れかの日の市場価額その他の指標に基づいて計算すること。 

ｂ～ｈ （略） 
(23－４)・(23－５) （略） 
(23－６) 大規模な第三者割当に関する事項 

この届出書に係る第三者割当により次のいずれかに掲げる場合に該当することとなる場合には、その旨
及びその理由を記載すること。なお、議決権の数の算出に当たっては、算定の基礎となる株式の数が届出
日後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定される場合には、届出日又はその前日のいず

れかの日の市場価額その他の指標に基づいて計算すること。 
ａ 第三者割当により割り当てられる株式又は新株予約権の目的である株式に係る議決権の数（当該議決
権の数に比して、当該株式又は当該新株予約権の取得と引換えに交付される株式又は新株予約権（社債

に付されているものを含む。以下(23－６)及び(23－７)において「株式等」という。）に係る議決権の数
が大きい場合には、当該議決権の数のうち最も大きい数をいい、以下(23－６)及び(23－７)において「割
当議決権数」という。）（この届出書に係る株券等の募集又は売出しと並行して行われており、又はこ

ａ 第三者割当により割り当てられる株式又は新株予約権の目的である株式に係る議決権の数（当該議決
権の数に比して、当該株式又は当該新株予約権の取得と引換えに交付される株式又は新株予約権（社債

に付されているものを含む。以下(23－６)及び(23－７)において「株式等」という。）に係る議決権の数
が大きい場合には、当該議決権の数のうち最も大きい数をいい、以下(23－６)及び(23－７)において「割
当議決権数」という。）（この届出書に係る株券等の募集又は売出しと並行して行われており、又はこ
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の届出書の提出日前６月以内に行われた第三者割当がある場合には、割当議決権数に準じて算出した当

該第三者割当により割り当てられ、又は割り当てられた株式等に係る議決権の数（当該第三者割当以後
に株式分割が行われた場合にあっては当該株式分割により増加した議決権の数を加えた数、株式併合が
行われた場合にあっては当該株式併合により減少した議決権の数を除いた数。以下ａにおいて「加算議

決権数」という。）を含む。）を提出者の総株主の議決権（「第二部 企業情報」の「第４ 提出会社の
状況」の「１ 株式等の状況」の「⑹ 議決権の状況」の「① 発行済株式」に記載すべき総株主の議
決権をいう。ｂ及び(23－７)ｃにおいて同じ。）の数から加算議決権数を控除した数で除した数が 0.25

以上となる場合 

の届出書の提出日前６月以内に行われた第三者割当がある場合には、割当議決権数に準じて算出した当

該第三者割当により割り当てられ、又は割り当てられた株式等に係る議決権の数（当該第三者割当以後
に株式分割が行われた場合にあっては当該株式分割により増加した議決権の数を加えた数、株式併合が
行われた場合にあっては当該株式併合により減少した議決権の数を除いた数。以下ａにおいて「加算議

決権数」という。）を含む。）を提出者の総株主の議決権（「第二部 企業情報」の「第４ 提出会社の
状況」の「⑺ 議決権の状況」の「① 発行済株式」に記載すべき総株主の議決権をいう。以下ｂ及び
(23－７)のｃにおいて同じ。）の数から加算議決権数を控除した数で除した数が0.25以上となる場合 

ｂ・ｃ （略） 
(23－７) 第三者割当後の大株主の状況 

ｂ・ｃ （略） 
(23－７) 第三者割当後の大株主の状況 

ａ この届出書に係る第三者割当により割当予定先に株式が割り当てられ、又は割り当てられた新株予約
権が行使された場合（当該株式又は当該新株予約権の取得と引換えに株式等が交付された場合を含む。
以下(23－７)において同じ。）における大株主の状況について、(44)のｂ及びｃに準じて記載すること。 

ａ この届出書に係る第三者割当により割当予定先に株式が割り当てられ、又は割り当てられた新株予約
権が行使された場合（当該株式又は当該新株予約権の取得と引換えに株式等が交付された場合を含む。
以下(23－７)において同じ。）における大株主の状況について、(45)のｂ及びｃに準じて記載すること。 

ｂ・ｃ （略） 
(23－８)・(23－９) （略） 

ｂ・ｃ （略） 
(23－８)・(23－９) （略） 

(23－10) その他参考になる事項 

自己株式（会社法第113条第４項に規定する自己株式をいう。以下同じ。）又は自己新株予約権（会社
法第255条第１項に規定する自己新株予約権をいう。以下同じ。）の売出しにより第三者割当を行う場合
には、当該売出しによる手取金の使途について、⒇に準じて記載すること 

(23－10) その他参考になる事項 

自己株式又は自己新株予約権の売出しにより第三者割当を行う場合には、当該売出しによる手取金の使
途について、⒇に準じて記載すること。 

(24) （略） (24) （略） 
(25) 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による

指標等」という。）の推移について記載すること。 
なお、指定国際会計基準（連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この

様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（同条の規定により指定国際会計基準による

連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準（連結財務諸表
規則第 94 条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作
成した場合（同条の規定により修正国際基準による連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式

において同じ。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意⒅のｈに
より指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合又は⒅のｉにより修正国
際基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）に

ついては、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合に
おいて、当該連結会計年度について(32)のｅ又はｆにより要約連結財務諸表を作成したときには、当該
要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等又はこれらに相当する指標等の推移について併せて記載す

ること。 
⒜～⒬ （略） 

(25) 主要な経営指標等の推移 
ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による

指標等」という。）の推移について記載すること。 
なお、指定国際会計基準（連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この

様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（同条の規定により指定国際会計基準による

連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準（連結財務諸表
規則第 94 条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作
成した場合（同条の規定により修正国際基準による連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式

において同じ。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意⒅のｈに
より指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合又は⒅のｉにより修正国
際基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）に

ついては、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合に
おいて、当該連結会計年度について(30)のｄ又はｆにより要約連結財務諸表を作成したときには、当該
要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等又はこれらに相当する指標等の推移について併せて記載す

ること。 
⒜～⒬ （略） 

ｂ～ｄ （略） 

(26)～(29) （略） 

ｂ～ｄ （略） 

(26)～(29) （略） 
(30) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 最近日現在において連結会社（連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。以下(30)において

同じ。）が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載する
こと。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容につ
いて記載すること。 

ｂ 最近日現在における連結会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内
容、対処方針等を具体的に記載すること。 
なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号）第 118

（新設） 
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条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨
を記載すること。 

(31) 事業等のリスク 

ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシ
ュ・フローの状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・
経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記載するこ
と。 

ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（(32)ａ⒡において「重要事象等」という。）が存
在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨

を記載すること。 

（新設） 

(32) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (30) 業績等の概要 
ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、

提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下(32)において「経営成績等」という。）
の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、
具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。なお、経営成績等の状況の概要には次の⒜から⒟までに

掲げる事項を、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容には次の⒠及び⒡に掲げ
る事項を含めて記載すること。 
⒜ 最近連結会計年度及び(60)ただし書により四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準又は修正国際

基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結貸借対照表に相当するものを
いう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては当該四半期連結貸借対照表に係る四半
期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定する四半期連結累計期間をいう。以下こ

の様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連
結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結貸借対照表に相当するものをいう。以下この様式に
おいて同じ。）を掲げた場合にあっては当該中間連結貸借対照表に係る中間連結会計期間（以下この

様式において「最近連結会計年度等」という。）における事業全体及びセグメント情報に記載された
区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況（四半期連結累計期間におけるキャッシ
ュ・フローの状況については、(63)ただし書により四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際

会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結キャッ
シュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合に限る。）
について、前年同期（前年同四半期連結累計期間又は前中間連結会計期間を除く。）と比較して、そ

の概要を記載すること。 
⒝ 最近連結会計年度及び(60)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場合にあっては、当該中間
連結貸借対照表に係る中間連結会計期間における生産、受注及び販売の実績について、前年同期(前

中間連結会計期間を除く。)と比較してセグメント情報に関連付けて記載し、生産、受注及び販売の
実績について著しい変動があった場合には、その内容を記載すること。また、(60)ただし書により四
半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間

において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を記載するこ
と。 

⒞ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、

その他生産、受注、販売等に関して特記すべき事項がある場合には、セグメント情報に関連付けてそ
の内容について記載すること。 

⒟ 主要な販売先がある場合には、最近２連結会計年度等における相手先別の販売実績及び当該販売実

ａ 最近連結会計年度及び(61)ただし書により四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準により四半期連

結財務諸表を作成した場合（四半期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準による四
半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準により四半
期連結財務諸表を作成した場合（四半期連結財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準による四

半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあっては、四半期連結貸借
対照表に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては当該四半期連結
貸借対照表に係る四半期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定する四半期連結累計

期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表（指定国際会計基準により中間連
結財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定国際会計基準による中間
連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準により中間連結

財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により修正国際基準による中間連結財
務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあっては、中間連結貸借対照表に相当
するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては当該中間連結貸借対照表に係

る中間連結会計期間（以下この様式において「最近連結会計年度等」という。）における業績及びキャ
ッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相
当するもの。以下この様式において同じ。）の状況（キャッシュ・フローの状況については、(64)ただ

し書により四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該四半期連結キャッシュ・フロー計
算書に係る四半期連結累計期間又は中間連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該連結会計年
度の中間連結会計期間に係るものに限る。）について、前年同期（前年同四半期連結累計期間又は前中

間連結会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。 
なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。 
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績の総販売実績に対する割合を記載すること。ただし、当該割合が 100 分の 10 未満の相手先につい

ては記載を省略することができる。 
⒠ 経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点
による認識及び分析・検討内容（例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析）を記

載すること。また、資本の財源及び資金の流動性に係る情報についても記載すること。なお、経営方
針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、当該
経営方針・経営戦略等又は当該指標等に照らして、経営者が経営成績等をどのように分析・検討して

いるかを記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
⒡ 「２ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、経
営者の視点から、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善

するための対応策を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
ｂ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨
を記載すること。 

（新設） 

ｃ 連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度及び(67)ただし書により四半期貸借対照表を
掲げた場合にあっては当該四半期貸借対照表に係る四半期累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第６
号に規定する四半期累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間貸借対照表を掲げた場合

にあっては当該中間貸借対照表に係る中間会計期間（以下この様式において「最近事業年度等」とい
う。）における経営成績等の状況の概要及び経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討
内容について、ａ及びｂに準じて記載すること。 

 

ｂ 連結財務諸表を作成していない場合で、最近事業年度及び(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲
げた場合にあっては当該四半期貸借対照表に係る四半期累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第６号
に規定する四半期累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間貸借対照表を掲げた場合に

あっては当該中間貸借対照表に係る中間会計期間（以下この様式において「最近事業年度等」とい
う。）における業績及びキャッシュ・フローの状況（キャッシュ・フローの状況については、(71)ただ
し書により四半期キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該四半期キャッシュ・フロー計算書に係

る四半期累計期間又は中間キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該事業年度の中間会計期間に係
るものに限る。）について、前年同期（前年同四半期累計期間又は前中間会計期間を除く。）と比較し
て分析的に記載すること。 

なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。 
ｄ 指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、経営者の視点による経
営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、【経営成績等の状況の概要に係る主要な項目に

おける差異に関する情報】の欄を設けて、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成した最近連結
会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目（収益に関する項目等。ｅ及びｆにおいて同じ。）と
連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度に係る連結財

務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項（当該差異の概算額等。ｅ及びｆにおいて
同じ。）を記載すること。ただし、指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表の作成を開
始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるときは、その直近のものをいう。）の直前連結会計

年度において連結財務諸表規則第 95 条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一
部を改正する内閣府令（平成 14年内閣府令第 11号）附則第３項の規定に基づき、米国預託証券の発行
等に関して要請されている用語、様式及び作成方法（ｆにおいて「米国基準」という。）により連結財

務諸表を作成した提出会社（ｅにおいて「米国基準適用会社」という。）が、指定国際会計基準又は修
正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｃ 指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した最近連
結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目（収益に関する項目等。ｄ、ｅ及びｆにおいて同

じ。）と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度に係
る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項（当該差異の概算額等。ｄ、ｅ及
びｆにおいて同じ。）を記載すること。ただし、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始し

た連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるときは、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度
において連結財務諸表規則第 95 条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を
改正する内閣府令（平成 14年内閣府令第 11号）附則第３項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に

関して要請されている用語、様式及び作成方法（ｅ及びｆにおいて「米国基準」という。）により連結
財務諸表を作成した提出会社（ｄにおいて「米国基準適用会社」という。）が、指定国際会計基準によ
り連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｅ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について指定国際会計基準により作成を開始した場

合には、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、【並行開示情
報】の欄を設けて、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（最近連結会
計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により連結財務諸

表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財務諸表
について、また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正国際基準により作成すべき連
結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。）を(59)のａに準じて記

載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
の変更に関する事項を記載すること。 
また、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と

ｄ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について指定国際会計基準により作成を開始した場

合には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（最近連結会計年度の直
前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により連結財務諸表を作成し
た場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財務諸表について、

また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正国際基準により作成すべき連結財務諸表
について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。以下ｄにおいて同じ。）を(60)のａ
に準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に関する事項を記載すること。 
また、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と

連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前
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連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前

連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載するこ
と。 
ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務

諸表を記載する場合又は米国基準適用会社である場合は、記載を要しない。 

連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載するこ

と。 
ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務

諸表を記載する場合又は米国基準適用会社である場合は、記載を要しない。 

（削る） ｅ 修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準により作成した最近連結会計年
度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作

成した場合の最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事
項を記載すること。ただし、修正国際基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連
結会計年度が複数あるときは、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度において米国基準により

連結財務諸表を作成した提出会社が、修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、記載を要し
ない。 

ｆ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について修正国際基準により作成を開始した場合に

は、【並行開示情報】の欄を設けて、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務
諸表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）
により連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成す

べき連結財務諸表について、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国際会計基
準により作成すべき連結財務諸表について、また米国基準により連結財務諸表を作成した場合には米国
基準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をい

う。）を(59)のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載すること。 
また、最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除

く。）又は指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準により作成した最
近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除
く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前の連結会計年度に係る連結財務諸表におけ

るこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること。 
ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表

を記載する場合は、記載を要しない。 

ｆ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について修正国際基準により作成を開始した場合に

は、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（最近連結会計年度の直前連
結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により連結財務諸表を作成した場
合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財務諸表について、指定

国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国際会計基準により作成すべき連結財務諸表
について、また米国基準により連結財務諸表を作成した場合には米国基準により作成すべき連結財務諸
表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。以下ｆにおいて同じ。）を(60)の

ａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項の変更に関する事項を記載すること。 
また、最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除

く。）又は指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準により作成した最
近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除
く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前の連結会計年度に係る連結財務諸表におけ

るこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること。 
ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表

を記載する場合は、記載を要しない。 

（削る） (31) 生産、受注及び販売の状況 
ａ 最近連結会計年度及び(61)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場合にあっては当該中間連結
貸借対照表に係る中間連結会計期間における生産、受注及び販売の実績について、前年同期（前中間連

結会計期間を除く。）と比較してセグメント情報に関連付けて記載すること。ただし、業種・業態によ
りこれによりがたい場合には、「業績等の概要」の記載に含めて生産、受注及び販売の状況について記
載することができる。 

また、(61)ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては、当該四半期連結貸借対照
表に係る四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合に
は、その内容を記載すること。 

ｂ 連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度及び(68)ただし書により中間貸借対照表を掲
げた場合には、当該中間貸借対照表に係る中間会計期間における生産、受注及び販売の実績について前
年同期（前中間会計期間を除く。）と比較してセグメント情報に関連付けて記載すること。ただし、業

種・業態によりこれによりがたい場合には、「業績等の概要」の記載に含めて生産、受注及び販売の状
況について記載することができる。 
また、(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る四半期

累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を記載
すること。 

ｃ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、そ
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の他生産、受注及び販売等に関して特記すべき事項があるときは、セグメント情報に関連付けてその内

容について記載すること。 
ｄ 主要な販売先がある場合には、最近２連結会計年度等（連結財務諸表を作成していない場合には最近
２事業年度等）における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載するこ

と。 
ただし、当該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。 

（削る） (32) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 最近日現在において連結会社（連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。以下(32)において
同じ。）が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載する
こと。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容につ

いて記載すること。 
ｂ 最近日現在における連結会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内
容、対処方針等を具体的に記載すること。 

なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号）第 118
条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨

を記載すること。 
（削る） (33) 事業等のリスク 

ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・
経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に
重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記載するこ

と。 
 ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（(36)において「重要事象等」という。）が存在す

る場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 
ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨
を記載すること。 

(33) 経営上の重要な契約等 (34) 経営上の重要な契約等 
ａ 連結会社（連結財務諸表を作成していない場合には提出会社）において事業の全部若しくは主要な部
分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上

の重要な契約を締結している場合には、その概要を記載すること。最近連結会計年度（連結財務諸表を
作成していない場合には最近事業年度。以下(33)において同じ。）の開始日から届出書提出日までの間
において、これらの契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を記載すること。 

（新設） 

ｂ 最近連結会計年度の開始日から届出書提出日までの間において、吸収合併又は新設合併が行われるこ
とが、業務執行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は
新設合併の目的、条件、引継資産・負債の状況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社と

なる会社の株式１株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社とな
る会社の株式の数その他の財産（吸収合併存続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場
合を含む。）及びその算定根拠並びに当該吸収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社

（吸収合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会
社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併
設立会社となる会社の資本金・事業の内容等について記載すること。 

ａ 最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度。以下(34)において同
じ。）の開始日から届出書提出日までの間において、吸収合併又は新設合併が行われることが、業務執
行を決定する機関により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は新設合併の目

的、条件、引継資産・負債の状況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社となる会社の株
式１株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社となる会社の株式
の数その他の財産（吸収合併存続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）

及びその算定根拠並びに当該吸収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社（吸収合併消滅
会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会社が発行する有
価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併設立会社となる

会社の資本金・事業の内容等について記載すること。 
ｃ （略） ｂ （略） 
（削る） ｃ 連結会社（連結財務諸表を作成していない場合には提出会社）において事業の全部若しくは主要な部
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分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上

の重要な契約を締結している場合には、その概要を記載すること。最近連結会計年度の開始日から届出
書提出日までの間において、これらの契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を
記載すること。 

ｄ・ｅ （略） 
(34) 研究開発活動 

（略） 

ｄ・ｅ （略） 
(35) 研究開発活動 

（略） 

（削る） (36) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、
提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

（例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に係る情
報）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｂ 「４ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該

重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体
的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨

を記載すること。 
(35) 設備投資等の概要 

（略） 

(36) 主要な設備の状況 

(37) 設備投資等の概要 
（略） 

(38) 主要な設備の状況 
ａ 最近連結会計年度末（(60)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場合には、当該中間連結貸借
対照表に係る中間連結決算日現在）における主要な設備（連結会社以外の者から賃借しているものを含

む。以下ａにおいて同じ。）について、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名（提出会社
の場合を除く。）、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額（土地については、その
面積も示す。）及び従業員数を、セグメント情報に関連付けて記載すること。 

なお、類似の事業を営む事業所が多数設立されている場合には、代表的な事業所名を示した上で、事
業の種類別又は地域別に一括して記載することができる。 
また、(60)ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表に係

る四半期連結累計期間において、主要な設備に関し、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に
定める内容を記載すること。 

ａ 最近連結会計年度末（(61)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場合には、当該中間連結貸借
対照表に係る中間連結決算日現在）における主要な設備（連結会社以外の者から賃借しているものを含

む。以下ａにおいて同じ。）について、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名（提出会社
の場合を除く。）、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額（土地については、その
面積も示す。）及び従業員数を、セグメント情報に関連付けて記載すること。 

なお、類似の事業を営む事業所が多数設立されている場合には、代表的な事業所名を示したうえで、
事業の種類別又は地域別に一括して記載することができる。 
また、(61)ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表に係

る四半期連結累計期間において、主要な設備に関し、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に
定める内容を記載すること。 

⒜・⒝ （略） 

ｂ 連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度末（(67)ただし書により中間貸借対照表を掲
げた場合には、当該中間貸借対照表に係る中間決算日現在）における主要な設備（賃借しているものを
含む。）について、ａに準じて記載すること。 

また、(67)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る四半期
累計期間において、主要な設備に関し、ａに準じて記載すること。 

⒜・⒝ （略） 

ｂ 連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度末（(68)ただし書により中間貸借対照表を掲
げた場合には、当該中間貸借対照表に係る中間決算日現在）における主要な設備（賃借しているものを
含む。）について、ａに準じて記載すること。 

また、(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る四半期
累計期間において、主要な設備に関し、ａに準じて記載すること。 

ｃ （略） 

(37) 設備の新設、除却等の計画 
（略） 

(38) 株式の総数等 

ａ～ｈ （略） 

ｃ （略） 

(39) 設備の新設、除却等の計画 
（略） 

(40) 株式の総数等 

ａ～ｈ （略） 
ⅰ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑶ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「３ 配当政策」までにおいて同じ。）。 

ⅰ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑷ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「３ 配当政策」までにおいて同じ。）。 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑷ 所有者別状況」から「⑺ 役
員・従業員株式所有制度の内容」まで及び「４ 株価の推移」において同じ。）。 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑸ 所有者別状況」から「⑻ ス
トックオプション制度の内容」まで及び「４ 株価の推移」において同じ。）。 

(39) ストックオプション制度の内容 （新設） 
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ａ 取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合には、当該決議に係る決

議年月日並びに付与対象者の区分及び人数を決議ごとに記載し、当該決議がされていない場合には、該
当ない旨を記載すること。 

ｂ 当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、最近事業年度の末日におけ

る当該新株予約権に係る次に掲げる事項を記載すること。 
なお、当該決議により新株予約権証券を付与している場合には、届出書提出日の属する月の前月末現

在における当該事項を併せて記載すること。ただし、届出書提出日の属する月の前月末現在において、

記載すべき内容が、最近事業年度の末日における内容から変更がない場合には、その旨を記載すること
によって、届出書提出日の属する月の前月末現在に係る記載を省略することができる。 
⒜ 新株予約権の数 

⒝ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 
⒞ 新株予約権の行使時の払込金額 
⒟ 新株予約権の行使期間 

⒠ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 
⒡ 新株予約権の行使の条件 
⒢ 新株予約権の譲渡に関する事項 

⒣ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（会社法第 236条第１項第８号に規定する事
項をいう。） 

⒤ 金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内

容及び価額 
ｃ 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 13 年法律第 129 号。

(41)において「商法等改正整備法」という。）第 19 条第１項の規定により新株予約権とみなされる新株

の引受権又はあらかじめ定めた価額をもって会社からその株式を取得できる権利を付与している場合に
は、ｂに準じて記載すること。 

ｄ 会社法第 236条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる新株予約権を発行し

た場合には、同一内容の新株予約権ごとに記載すること。 
ｅ ａからｄまでにより記載すべき事項の全部又は一部を「第５ 経理の状況」のうちストック・オプシ
ョンに係る注記において記載した場合には、「① ストックオプション制度の内容」にその旨を記載す

ることによって、当該注記において記載した事項の記載を省略することができる。 
(40) ライツプランの内容 

ａ 「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」

において記載を要する基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行して
いる場合には、当該新株予約権の発行に係る決議年月日及び付与対象者のほか、最近事業年度の末日及

び届出書提出日の属する月の前月末現在における(39)のｂの⒜から⒤までに掲げる事項並びに取得条項
に関する事項及び信託の設定の状況を決議ごとに記載し、未発行の場合には、該当ない旨を記載するこ
と。 

ｂ ａに掲げるもののほか、(39)のｃ及びｄに準じて記載すること。 

（新設） 

(41) その他の新株予約権等の状況 (41) 新株予約権等の状況 
ａ 「⑵ 新株予約権等の状況」の「① ストックオプション制度の内容」及び「② ライツプランの内

容」に記載した新株予約権以外の新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当該新株
予約権又は当該新株予約権付社債の発行に係る決議年月日のほか、最近事業年度の末日及び届出書提出
日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る(39)のｂの⒜から

⒤までに掲げる事項及び新株予約権のうち自己新株予約権の数を決議ごとに記載し、未発行の場合に
は、該当ない旨を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高について
も記載すること。 

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、最近事業年度の末日並びに届出書提出日

の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の数、新
株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、行使時の払
込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲

渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項（(47)におい
て「新株予約権の内容」という。）を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合に
は、その残高についても記載すること。 
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ｂ （略） 

ｃ 商法等改正整備法第 19 条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株
引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券（(42)において
「旧転換社債等」という。）を発行している場合には、最近事業年度の末日及び届出書提出日の属する

月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高並びに新株引
受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること。 

 

ｂ （略） 

ｃ 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 13 年法律第 129 号。
(47)において「商法等改正整備法」という。）第 19 条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされ
る転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引

受権証券（(43)において「旧転換社債等」という。）を発行している場合には、最近事業年度の末日並
びに届出書提出日の属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株
引受権の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること。 

（削る） ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする
ときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を記載すること。 

（削る） ｅ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄には、会社法第 236条第１項第８号に

規定する事項を記載すること。 
ｄ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、その旨、当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等の特質及び(38)のｅの⒜から⒠までに掲げる事項を記載すること。 

ｆ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、その旨、当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等の特質及び(40)のｅの⒜から⒠までに掲げる事項を欄外に記載すること。 

（削る） ｇ 会社法第 236条第１項各号に掲げる事項につき異なる定めをした内容の異なる新株予約権を発行した
場合には、内容の異なる新株予約権ごとに記載すること。 

ｅ ａからｄまでに掲げるもののほか、(39)のｄに準じて記載すること。 （新設） 

（削る） (42) ライツプランの内容 
ａ 「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
において記載を要する基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行して
いる場合には、「ライツプランの内容」の欄に記載すること。なお、「⑵ 新株予約権等の状況」の記
載と重複している場合には、その旨のみを記載することができる。 

ｂ 「ライツプランの内容」の欄には、発行済みの新株予約権について記載することを要し、未発行の場
合には記載を要しない。 

(42) 発行済株式総数、資本金等の推移 

（略） 

(43) 発行済株式総数、資本金等の推移 

（略） 
(43) 所有者別状況 

ａ 最近日現在の「所有者別状況」について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載することが

困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業年度
とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 
また、その発行する株券等を、社債、株式等の振替に関する法律に基づき、振替機関が取り扱うこと

に同意した会社（(44)のｃにおいて「振替に係る同意会社」という。）にあっては、株式の状況全体に
ついて、直近の総株主通知（同法第 151条第１項の規定による通知をいう。）の基準とする日現在のも
のにより記載することができる。 

会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの所有者別状況が分かるように記載す
ること。 

(44) 所有者別状況 
ａ 最近日現在の「所有者別状況」について記載すること。ただし、最近日現在のものを記載することが

困難な場合には、最近事業年度の末日（１年を１事業年度とする会社にあっては、６箇月を１事業年度
とする会社とみなした場合にこの日に対応する日）現在のものによることができる。 
また、その発行する株券等を、社債、株式等の振替に関する法律に基づき、振替機関が取り扱うこと

に同意した会社（(45)のｃにおいて「振替に係る同意会社」という。）にあっては、株式の状況全体に
ついて、直近の総株主通知（同法第 151条第１項の規定による通知をいう。）の基準とする日現在のも
のにより記載することができる。 

会社が二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの所有者別状況が分かるように記載す
ること。 

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略） 

(44) 大株主の状況 
ａ・ｂ （略） 

(45) 大株主の状況 
ａ・ｂ （略） 

ｃ 大株主は所有株式数の多い順（提出会社を除く。）に 10 名程度について記載し、会社法施行規則第

67 条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載するこ
と。ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単
元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い

順に10名程度についても併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し

支えない。 

ｃ 大株主は所有株式数の多い順に 10名程度について記載し、会社法施行規則第 67条第１項の規定によ

り議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が二以上
の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき
又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度についても

併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し

支えない。 
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振替に係る同意会社が最近日以外の日現在のものにより記載した場合において、当該記載時点となる

日後最近日までの間における大株主の異動について当該同意会社が把握しているものがあるときは、当
該異動の内容を注記すること。 

振替に係る同意会社が最近日以外の日現在のものにより記載した場合において、当該記載時点となる

日後最近日までの間における大株主の異動について当該同意会社が把握しているものがあるときは、当
該異動の内容を注記すること。 

ｄ・ｅ （略） 

(45) 議決権の状況 
（略） 

ｄ・ｅ （略） 

(46) 議決権の状況 
（略） 

（削る） (47) ストックオプション制度の内容 

ａ 取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合には、当該決議に係る決
議年月日、付与対象者の区分及び対象者数を決議ごとに記載すること。 

ｂ 当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、新株予約権の目的となる株

式の種類（内容を含む。）及び株式数並びに新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件、
譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項及び組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載するこ
と。 

なお、「⑵ 新株予約権等の状況」において新株予約権の内容を記載している場合には、その旨のみ
を記載することができる。 

ｃ 商法等改正整備法第 19 条第１項の規定により新株予約権とみなされる新株の引受権又はあらかじめ

定めた価額をもって会社からその株式を取得できる権利を付与している場合には、ｂに準じて記載する
こと。 

ｄ 当該決議がされていない場合には、「ストックオプション制度の内容」について表を作成せず、該当

ない旨のみの記載をすることができる。 
(46) 役員・従業員株式所有制度の内容 

ａ 提出会社の役員、使用人その他の従業員（定義府令第 16 条第１項第７号の２イ⑴に規定する対象従

業員を含む。）又はこれらの者を対象とする持株会（以下(46)において「役員・従業員持株会」とい
う。）に提出会社の株式を一定の計画に従い、継続的に取得させ、又は売り付けることを目的として、
当該提出会社の株式の取得又は買い付けを行う信託その他の仕組みを利用した制度（以下(46)において

「役員・従業員株式所有制度」という。）を導入している場合には、次の⒜から⒞までに掲げる事項を
具体的に記載すること。 
⒜ 当該役員・従業員株式所有制度の概要（例えば、役員・従業員株式所有制度の仕組み、及び信託を

利用する場合には受益権の内容） 
⒝ 役員・従業員持株会に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数又は総額 
⒞ 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 

(47－２) 従業員株式所有制度の内容 
ａ 提出会社の役員、使用人その他の従業員（金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第

16 条第１項第７号の２イ⑴に規定する対象従業員を含む。）又はこれらの者を対象とする持株会（以
下(47－２)において「従業員等持株会」という。）に提出会社の株式を一定の計画に従い、継続的に取
得させ、又は売り付けることを目的として、当該提出会社の株式の取得又は買い付けを行う信託その他

の仕組みを利用した制度（以下(47－２)において「従業員株式所有制度」という。）を導入している場
合には、次の⒜から⒞までに掲げる事項を具体的に記載すること。 
⒜ 当該従業員株式所有制度の概要（例えば、従業員株式所有制度の仕組み、及び信託を利用する場合

には受益権の内容） 
⒝ 従業員等持株会に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数又は総額 
⒞ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 

ｂ （略） 
(47) 自己株式の取得等の状況 

（略） 

(48) 株式の種類等 
（略） 

(49) 株主総会決議による取得の状況 

（略） 
(50) 取締役会決議による取得の状況 

（略） 

ｂ （略） 
(48) 自己株式の取得等の状況 

（略） 

(49) 株式の種類等 
（略） 

(50) 株主総会決議による取得の状況 

（略） 
(51) 取締役会決議による取得の状況 

（略） 

(51) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 
自己株式の取得が、株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものについて、その内容を(49)に準じて

記載すること。 

(52) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 
自己株式の取得が、株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものについて、その内容を(50)に準じて

記載すること。 

(52) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 
（略） 

(53) 配当政策 

(53) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 
（略） 

(54) 配当政策 
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（略） 

(54) 株価の推移 
（略） 

(55) 役員の状況 

ａ～ｈ （略） 

（略） 

(55) 株価の推移 
（略） 

(56) 役員の状況 

ａ～ｈ （略） 
ｉ 役員が社外取締役（社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下
ｉ及び(56)のａの⒟において同じ。）に該当する会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役をいう。以

下この様式において同じ。）又は社外監査役（社外役員に該当する会社法第２条第 16 号に規定する社
外監査役をいう。以下この様式において同じ。）に該当する場合は、その旨を欄外に注記すること。 

ｉ 役員が社外取締役（社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下
ｉ及び(57)のａの⒟において同じ。）に該当する会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役をいう。以

下この様式において同じ。）又は社外監査役（社外役員に該当する会社法第２条第 16 号に規定する社
外監査役をいう。以下この様式において同じ。）に該当する場合は、その旨を欄外に注記すること。 

(56) コーポレート・ガバナンスの状況 

ａ 提出会社が法第 24 条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券（ただし、法第５条第１項に規定す
る特定有価証券を除く。）を発行する者である場合には、次のとおり記載すること。 
⒜ 提出会社の企業統治の体制（企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類す

るものを含む。）の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由を具体的に記載すること。また、そ
の他の提出会社の企業統治に関する事項（例えば、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制
の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況）について、具体的

に、かつ、分かりやすく記載すること。 
なお、取締役（業務執行取締役等（会社法第２条第 15 号イに規定する業務執行取締役等をい

う。）であるものを除く。ｂの⒜において同じ。）、会計参与、監査役又は会計監査人との間で会社

法第 427条第１項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結した場合は、当該契約の内容の概
要（当該契約によって当該取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれない
ようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）を記載すること。 

また、会社法第 373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、
その内容を記載すること。 

(57) コーポレート・ガバナンスの状況 

ａ 提出会社が法第 24 条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券（ただし、法第５条第１項に規定す
る特定有価証券を除く。）を発行する者である場合には、次のとおり記載すること。 
⒜ 提出会社の企業統治の体制（企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類す

るものを含む。）の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由を具体的に記載すること。また、そ
の他の提出会社の企業統治に関する事項（例えば、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制
の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況）について、具体的

に、かつ、分かりやすく記載すること。 
なお、取締役（業務執行取締役等（会社法第２条第 15 号イに規定する業務執行取締役等をい

う。）であるものを除く。以下ｂの⒜において同じ。）、会計参与、監査役又は会計監査人との間で

会社法第 427条第１項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結した場合は、当該契約の内容
の概要を記載すること。 
また、会社法第 373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

⒝ 内部監査及び監査役（監査等委員会又は監査委員会）監査の組織、人員（財務及び会計に関する相

当程度の知見を有する監査役、監査等委員又は監査委員が含まれる場合には、その内容を含む。）及
び手続について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
また、内部監査、監査役（監査等委員会又は監査委員会）監査及び会計監査の相互連携並びにこれ

らの監査と内部統制部門との関係について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

⒝ 内部監査及び監査役（監査等委員会又は監査委員会）監査の組織、人員（財務及び会計に関する相

当程度の知見を有する監査役又は監査委員が含まれる場合には、その内容を含む。）及び手続につい
て、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
また、内部監査、監査役（監査等委員会又は監査委員会）監査及び会計監査の相互連携並びにこれ

らの監査と内部統制部門との関係について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
⒞ （略） 
⒟ 提出会社の役員（取締役、監査役及び執行役をいい、最近事業年度の末日までに退任した者を含

む。以下⒟において同じ。）の報酬等（報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受
ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見
込みの額が明らかとなったもの（最近事業年度前のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書に記載

したものを除く。）をいう。以下⒟において同じ。）について、取締役（監査等委員及び社外取締役
を除く。）、監査等委員（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役及び社外
役員の区分（以下⒟において「役員区分」という。）ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別（基本

報酬、ストックオプション、賞与及び退職慰労金等の区分をいう。以下⒟において同じ。）の総額及
び対象となる役員の員数を記載すること。 
提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等（主要な連結子会社の役

員としての報酬等がある場合には、当該報酬等を含む。以下⒟において「連結報酬等」という。）の
総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載すること
（ただし、連結報酬等の総額が１億円以上である者に限ることができる。）。 

使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の員数
及びその内容を記載すること。 
提出日現在において、提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めて

⒞ （略） 
⒟ 提出会社の役員（取締役、監査役及び執行役をいい、最近事業年度の末日までに退任した者を含

む。以下⒟において同じ。）の報酬等（報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受
ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見
込みの額が明らかとなったもの（最近事業年度前のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書に記載

したものを除く。）をいう。以下⒟において同じ。）について、取締役（社外取締役を除く。）、監
査役（社外監査役を除く。）、執行役及び社外役員の区分（以下⒟において「役員区分」という。）
ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別（基本報酬、ストックオプション、賞与及び退職慰労金等の

区分をいう。以下⒟において同じ。）の総額及び対象となる役員の員数を記載すること。 
提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等（主要な連結子会社の役

員としての報酬等がある場合には、当該報酬等を含む。以下⒟において「連結報酬等」という。）の

総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載すること
（ただし、連結報酬等の総額が１億円以上である者に限ることができる。）。 
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の員数

及びその内容を記載すること。 
提出日現在において、提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めて

いる場合には、当該方針の内容及び決定方法を記載すること。また、当該方針を定めていない場合に
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いる場合には、当該方針の内容及び決定方法を記載すること。また、当該方針を定めていない場合に

は、その旨を記載すること。 
⒠ （略） 

は、その旨を記載すること。 

 
⒠ （略） 

ｂ 提出会社がａに規定する者以外の者である場合には、次のとおり記載すること。 

⒜ 提出会社の企業統治に関する事項（例えば、会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、
リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況、役
員報酬の内容（社内取締役と社外取締役に区分した内容））について、具体的に、かつ、分かりやす

く記載すること。 
なお、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人との間で会社法第 427 条第１項に規定する契約

（いわゆる責任限定契約）を締結した場合は、当該契約の内容の概要（当該契約によって当該取締

役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて
いる場合にあっては、その内容を含む。）を記載すること。 
また、会社法第 373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、

その内容を記載すること。 

ｂ 提出会社がａに規定する者以外の者である場合には、次のとおり記載すること。 

⒜ 提出会社の企業統治に関する事項（例えば、会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、
リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況、役
員報酬の内容（社内取締役と社外取締役に区分した内容））について、具体的に、かつ、分かりやす

く記載すること。 
なお、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人との間で会社法第 427 条第１項に規定する契約

（いわゆる責任限定契約）を締結した場合は、当該契約の内容の概要を記載すること。 

また、会社法第 373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、
その内容を記載すること。 

⒝・⒞ （略） ⒝・⒞ （略） 
ｃ～ｈ （略） 

(57) 監査報酬の内容等  
（略） 

(58) 経理の状況 

（略） 

ｃ～ｈ （略） 

(58) 監査報酬の内容等 
（略） 

(59) 経理の状況 

（略） 
(59) 連結財務諸表 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株

主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により
連結財務諸表を作成した場合にあっては、これらに相当するものをいう。以下この様式において同
じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記

載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第
24 条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場
合（この届出書に添付された監査報告書に監査証明府令第４条第２項の規定による記載がある場合を除

く。）には、最近２連結会計年度に係る連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情
報を除く。以下この様式において「最近２連結会計年度連結財務諸表」という。）について、最近連結
会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

なお、(60)ただし書、(61)ただし書、(62)ただし書及び(63)ただし書により、四半期連結貸借対照表、四
半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書（指定国際
会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結損益計算

書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するものをいう。以下
この様式において同じ。）、四半期連結キャッシュ・フロー計算書並びに持分変動計算書（指定国際会
計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。）又は中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（指定国際
会計基準又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結損益計算書及
び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に相当するものをいう。以下この様式

において同じ。）、中間連結株主資本等変動計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連
結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結株主資本等変動計算書に相当するものをいう。以下こ
の様式において同じ。）並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基

準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当する
ものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げる場合には、(60)、(61)、(62)及び(63)により掲げた連
結財務諸表の下にそれぞれ記載すること。 

(60) 連結財務諸表 
ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株

主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により
連結財務諸表を作成した場合にあっては、これらに相当するものをいう。以下この様式において同
じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記

載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第
24 条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場
合（この届出書に添付された監査報告書に監査証明府令第４条第２項の規定による記載がある場合を除

く。）には、最近２連結会計年度に係る連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情
報を除く。以下この様式において「最近２連結会計年度連結財務諸表」という。）について、最近連結
会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

なお、(61)ただし書、(62)ただし書、(63)ただし書及び(64)ただし書により、四半期連結貸借対照表、四
半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書（指定国際
会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結損益計算

書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するものをいう。以下
この様式において同じ。）、四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基
準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当

するものをいう。以下この様式において同じ。）並びに持分変動計算書（指定国際会計基準又は修正国
際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。）又は中間連結貸借対照表、中間連結損益計
算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（指定国際会計基準又は修正国

際基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益
計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）、
中間連結株主資本等変動計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成し

た場合にあっては、中間連結株主資本等変動計算書に相当するものをいう。以下この様式において同
じ。）並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連結
財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下
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この様式において同じ。）を掲げる場合には、(61)、(62)、(63)及び(64)により掲げた連結財務諸表の下に

それぞれ記載すること。 
ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則、
四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則、指定国際会計基準又は修正国際基準に従い、適切

な科目による適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附属明細表（指定国際会計基準又は修
正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(64)において同じ。）等を会

社の実態に即して適正に記載すること。 

ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則、
四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則、指定国際会計基準又は修正国際基準に従い、適切

な科目による適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附属明細表（指定国際会計基準又は修
正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(65)において同じ。）等を会

社の実態に即して適正に記載すること。 
ｃ （略） 

(60) 連結貸借対照表 

最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表（(59)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記
載する場合は、最近２連結会計年度末現在における連結貸借対照表）を掲げること。 
ただし、四半期報告書を提出する会社において、１年を１連結会計年度とする会社が次のａからｃまで

に掲げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれａからｃまでに定める期間に係る四半期連結貸借対
照表（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除き、特定事業会社（第17条の15第２
項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）がｂに掲げる期間に届出書を提出す

る場合には、中間連結貸借対照表（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）。以
下(60)において同じ。）を併せて掲げること。なお、ａからｃまでに掲げる期間前において、それぞれａ
からｃまでに定める期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げることができることとなった場合には、当該

四半期連結貸借対照表を併せて掲げること。 
ａ 最近連結会計年度の次の連結会計年度（以下(60)及び(65)のｂにおいて「次の連結会計年度」とい
う。）における最初の四半期連結会計期間（以下(60)において「第１四半期連結会計期間」という。）

終了後令第４条の２の 10 第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社である場合には、同条第４
項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日から次の連結会計年度
における第１四半期連結会計期間の次の四半期連結会計期間（以下(60)において「第２四半期連結会計

期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の連結会計年度における第１
四半期連結会計期間 

ｂ 次の連結会計年度における第２四半期連結会計期間終了後提出期間を経過する日から次の連結会計年

度における第２四半期連結会計期間の次の四半期連結会計期間（以下(60)において「第３四半期連結会
計期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の連結会計年度における第
２四半期連結会計期間 

ｃ （略） 
(61) 連結貸借対照表 

最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表（(60)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記
載する場合は、最近２連結会計年度末現在における連結貸借対照表）を掲げること。 
ただし、四半期報告書を提出する会社において、１年を１連結会計年度とする会社が次のａからｃまで

に掲げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれａからｃまでに定める期間に係る四半期連結貸借対
照表（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除き、特定事業会社（第17条の15第２
項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）がｂに掲げる期間に届出書を提出す

る場合には、中間連結貸借対照表（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）。以
下(61)において同じ。）を併せて掲げること。なお、ａからｃまでに掲げる期間前において、それぞれａ
からｃまでに定める期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げることができることとなった場合には、当該

四半期連結貸借対照表を併せて掲げること。 
ａ 最近連結会計年度の次の連結会計年度（以下(61)及び(66)のｂにおいて「次の連結会計年度」とい
う。）における最初の四半期連結会計期間（以下(61)において「第１四半期連結会計期間」という。）

終了後令第４条の２の 10 第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社である場合には、同条第４
項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日から次の連結会計年度
における第１四半期連結会計期間の次の四半期連結会計期間（以下(61)において「第２四半期連結会計

期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の連結会計年度における第１
四半期連結会計期間 

ｂ 次の連結会計年度における第２四半期連結会計期間終了後提出期間を経過する日から次の連結会計年

度における第２四半期連結会計期間の次の四半期連結会計期間（以下(61)において「第３四半期連結会
計期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の連結会計年度における第
２四半期連結会計期間 

ｃ 次の連結会計年度における第３四半期連結会計期間終了後提出期間を経過する日から次の連結会計年
度に係る連結貸借対照表の記載が可能となる日までの期間 当該次の連結会計年度における第３四半期
連結会計期間 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１連結会計年度とする会社が次の連結会計年度開
始の日から起算して９箇月を経過する日以後に届出書を提出する場合には、当該次の連結会計年度に係
る中間連結貸借対照表を併せて掲げること。 

 

ｃ 次の連結会計年度における第３四半期連結会計期間終了後提出期間を経過する日から次の連結会計年
度に係る連結貸借対照表の記載が可能となる日までの期間 当該次の連結会計年度における第３四半期
連結会計期間 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１連結会計年度とする会社が次の連結会計年度開
始の日から起算して９箇月を経過する日以後に届出書を提出する場合には、当該次の連結会計年度に係
る中間連結貸借対照表（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げ

ること。 
(61) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書（(59)ａ

により最近２連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結損益計算書及び連
結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括
利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損

益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載する
こと。 
ただし、(60)ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表

(62) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 
最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書（(60)ａ

により最近２連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結損益計算書及び連
結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括
利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損

益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載する
こと。 
ただし、(61)ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表
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に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及

び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下(61)において同
じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより当四半期
連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利

益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間の四半期連結損益計
算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せて掲げること。なお、
指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、当該四半期連結貸借

対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利
益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること。 
また、(60)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲

げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び中間連
結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比
較情報を除く。）を併せて掲げること。 

に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及

び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下(62)において同
じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより当四半期
連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利

益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間の四半期連結損益計
算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せて掲げること。なお、
指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、当該四半期連結貸借

対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利
益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること。 
また、(61)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲

げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び中間連
結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比
較情報を除く。）を併せて掲げること。 

(62) 連結株主資本等変動計算書 
最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（(59)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記載

する場合は、最近２連結会計年度の連結株主資本等変動計算書）を掲げること。 

ただし、(60)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を
掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結株主資本等変動計算
書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

(63) 連結株主資本等変動計算書 
最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（(60)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記載

する場合は、最近２連結会計年度の連結株主資本等変動計算書）を掲げること。 

ただし、(61)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を
掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結株主資本等変動計算
書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

(63) 連結キャッシュ・フロー計算書 
最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（(59)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を

記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、(60)ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表
に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合又は修正国際基
準により四半期連結財務諸表を作成した場合のいずれにも該当しないときは、当四半期連結会計期間が第

２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以外の四半期連結
会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し
たときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定す

る比較情報を除く。）を、また、(60)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会
社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連
結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて

掲げること。 

(64) 連結キャッシュ・フロー計算書 
最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（(60)ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を

記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、(61)ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照表
に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合又は修正国際基
準により四半期連結財務諸表を作成した場合のいずれにも該当しないときは、当四半期連結会計期間が第

２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以外の四半期連結
会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し
たときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定す

る比較情報を除く。）を、また、(61)ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会
社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連
結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて

掲げること。 
(64) 連結附属明細表 

（略） 

(65) その他 
ａ （略） 

(65) 連結附属明細表 
（略） 

(66) その他 
ａ （略） 

ｂ 次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠までに定める事項を前年同期と比較して記載す

ること。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね３箇月を経過した日から
提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(60)ただし書により四半期連結貸借対照表

を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３箇月の経営成績の概要（四半期連結財務諸
表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね６箇月を経過した日から

提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(60)ただし書により四半期連結貸借対照表
を掲げた場合（特定事業会社が中間連結貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連
結会計年度開始後６箇月の経営成績の概要（四半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連

ｂ 次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠までに定める事項を前年同期と比較して記載す

ること。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね３箇月を経過した日から
提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(61)ただし書により四半期連結貸借対照表

を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３箇月の業績の概要（四半期連結財務諸表の
形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね６箇月を経過した日から

提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(61)ただし書により四半期連結貸借対照表
を掲げた場合（特定事業会社が中間連結貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連
結会計年度開始後６箇月の業績の概要（四半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連結財

- 19 -



 

結財務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね９箇月を経過した日から
提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(60)ただし書により四半期連結貸借対照表
を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後９箇月の経営成績の概要（四半期連結財務諸

表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 
⒟ 半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね７箇月から９箇月までの期
間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（(60)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場

合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６箇月の経営成績の概要（中間連結財務諸表の形式によ
る記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒠ 次の連結会計年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の連結会計年度

の経営成績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ
と。） 

務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね９箇月を経過した日から
提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(61)ただし書により四半期連結貸借対照表
を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後９箇月の業績の概要（四半期連結財務諸表の

形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 
⒟ 半期報告書を提出する会社において、次の連結会計年度開始後おおむね７箇月から９箇月までの期
間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（(61)ただし書により中間連結貸借対照表を掲げた場

合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６箇月の業績の概要（中間連結財務諸表の形式による記
載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒠ 次の連結会計年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の連結会計年度

の業績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

ｃ～ｅ （略） 

(66) 財務諸表 
ａ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書（連結財務諸表を作
成している場合にはキャッシュ・フロー計算書を除く。以下ａにおいて同じ。）については、財務諸表

等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度
の前事業年度に係る財務諸表が法第５条第１項又は第 24 条第１項から第３項までの規定により提出さ
れた届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近２事業年度に係る財務諸表（財務諸

表等規則第６条に規定する比較情報を除く。以下この様式において「最近２事業年度財務諸表」とい
う。）について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載するこ
と。 

なお、(67)ただし書、(68)のａただし書、(69)ただし書及び(70)ただし書により、四半期貸借対照表、四
半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書又は中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主
資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表を作成している場合には中間

キャッシュ・フロー計算書を除く。）を掲げる場合には、(67)、(68)のａ、(69)及び(70)により掲げた貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の下にそれぞれ記載するこ
と。 

ｂ 指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合（(58)のｄに該当する場合に限る。）には、(66)（ｂ
を除く。）から(71)までにより記載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸表」の項を設け、
当該指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載することができる。なお、当該指定国際会計基準

により作成した財務諸表は、(66)（ａただし書及びｂを除く。）から(71)までに準じて記載すること。 
ｃ 財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則、四半期財務諸表
等規則及び中間財務諸表等規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行

うとともに、財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載す
べき注記、附属明細表（指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(71)
及び(72)において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｃ～ｅ （略） 

(67) 財務諸表 
ａ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書（連結財務諸表を作
成している場合にはキャッシュ・フロー計算書を除く。以下ａにおいて同じ。）については、財務諸表

等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度
の前事業年度に係る財務諸表が法第５条第１項又は第 24 条第１項から第３項までの規定により提出さ
れた届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近２事業年度に係る財務諸表（財務諸

表等規則第６条に規定する比較情報を除く。以下この様式において「最近２事業年度財務諸表」とい
う。）について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載するこ
と。 

なお、(68)ただし書、(69)のａただし書、(70)ただし書及び(71)ただし書により、四半期貸借対照表、四
半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書又は中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主
資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表を作成している場合には中間

キャッシュ・フロー計算書を除く。）を掲げる場合には、(68)、(69)のａ、(70)及び(71)により掲げた貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の下にそれぞれ記載するこ
と。 

ｂ 指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合（(59)のｄに該当する場合に限る。）には、(67)（ｂ
を除く。）から(72)までにより記載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸表」の項を設け、
当該指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載することができる。なお、当該指定国際会計基準

により作成した財務諸表は、(67)（ａただし書及びｂを除く。）から(72)までに準じて記載すること。 
ｃ 財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則、四半期財務諸表
等規則及び中間財務諸表等規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行

うとともに、財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載す
べき注記、附属明細表（指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(72)
及び(73)において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｄ～ｆ （略） 
(67) 貸借対照表 

最近事業年度末現在における貸借対照表（(66)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最

近２事業年度末現在における貸借対照表）を掲げること。 
ただし、四半期報告書を提出する会社（特定事業会社及び四半期連結財務諸表を作成していない会社に

限る。(73)において同じ。）において、１年を１事業年度とする会社が次のａからｃまでに掲げる期間に

届出書を提出する場合（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社がａ及びｃに掲げる期間に届出
書を提出する場合を除く。）には、それぞれａからｃまでに定める期間に係る四半期貸借対照表（四半期
財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報を除き、特定事業会社がｂに掲げる期間に届出書を提出す

ｄ～ｆ （略） 
(68) 貸借対照表 

最近事業年度末現在における貸借対照表（(67)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最

近２事業年度末現在における貸借対照表）を掲げること。 
ただし、四半期報告書を提出する会社（特定事業会社及び四半期連結財務諸表を作成していない会社に

限る。(74)において同じ。）において、１年を１事業年度とする会社が次のａからｃまでに掲げる期間に

届出書を提出する場合（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社がａ及びｃに掲げる期間に届出
書を提出する場合を除く。）には、それぞれａからｃまでに定める期間に係る四半期貸借対照表（四半期
財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報を除き、特定事業会社がｂに掲げる期間に届出書を提出す
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る場合には、中間貸借対照表（中間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）。以下(67)

において同じ。）を併せて掲げること。なお、ａからｃまでに掲げる期間前において、それぞれａからｃ
までに定める期間に係る四半期貸借対照表を掲げることができることとなった場合には、当該四半期貸借
対照表を併せて掲げること。 

ａ 最近事業年度の次の事業年度（以下(67)並びに(73)のｂ及びｃにおいて「次の事業年度」という。）に
おける最初の四半期会計期間（以下(67)において「第１四半期会計期間」という。）終了後提出期間を
経過する日から次の事業年度における第１四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(67)において

「第２四半期会計期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度
における第１四半期会計期間 

ｂ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における第

２四半期会計期間の次の四半期会計期間（ｃにおいて「第３四半期会計期間」という。）終了後提出期
間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期間 

る場合には、中間貸借対照表（中間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）。以下(68)

において同じ。）を併せて掲げること。なお、ａからｃまでに掲げる期間前において、それぞれａからｃ
までに定める期間に係る四半期貸借対照表を掲げることができることとなった場合には、当該四半期貸借
対照表を併せて掲げること。 

ａ 最近事業年度の次の事業年度（以下(68)並びに(74)のｂ及びｃにおいて「次の事業年度」という。）に
おける最初の四半期会計期間（以下(68)において「第１四半期会計期間」という。）終了後提出期間を
経過する日から次の事業年度における第１四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(68)において

「第２四半期会計期間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度
における第１四半期会計期間 

ｂ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における第

２四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(68)において「第３四半期会計期間」という。）終了後
提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期間 

ｃ （略） 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の事業年度開始の日から
起算して９箇月を経過する日以後に届出書を提出する場合には、当該次の事業年度に係る中間貸借対照表
を併せて掲げること。 

(68) 損益計算書 
ａ 最近事業年度の損益計算書（(66)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近２事業年
度の損益計算書）を掲げること。 

ただし、(67)ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る
四半期累計期間の四半期損益計算書（四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報を除く。以
下(68)において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期財務諸表等規則に定めるとこ

ろにより当四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成した場合には、当該四半期貸借対照表に係る
四半期会計期間の四半期損益計算書も併せて掲げること。 
また、(67)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げ

た場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間損益計算書（中間財務諸表等規則第
３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

ｃ （略） 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の事業年度開始の日から
起算して９箇月を経過する日以後に届出書を提出する場合には、当該次の事業年度に係る中間貸借対照表
を併せて掲げること。 

(69) 損益計算書 
ａ 最近事業年度の損益計算書（(67)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近２事業年
度の損益計算書）を掲げること。 

ただし、(68)ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る
四半期累計期間の四半期損益計算書（四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報を除く。以
下(69)において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期財務諸表等規則に定めるとこ

ろにより当四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成した場合には、当該四半期貸借対照表に係る
四半期会計期間の四半期損益計算書も併せて掲げること。 
また、(68)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げ

た場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間損益計算書（中間財務諸表等規則第
３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

ｂ （略） 

(69) 株主資本等変動計算書 
最近事業年度の株主資本等変動計算書（(66)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近

２事業年度の株主資本等変動計算書）を掲げること。 

ただし、(67)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げ
た場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間株主資本等変動計算書（中間財務諸表
等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

ｂ （略） 

(70) 株主資本等変動計算書 
最近事業年度の株主資本等変動計算書（(67)ａにより最近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近

２事業年度の株主資本等変動計算書）を掲げること。 

ただし、(68)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げ
た場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間株主資本等変動計算書（中間財務諸表
等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

(70) キャッシュ・フロー計算書 
連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書（(66)ａにより最

近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近２事業年度のキャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、(67)ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る四
半期累計期間（当四半期会計期間が第２四半期会計期間である場合又は当四半期会計期間が第２四半期会
計期間以外の四半期会計期間である場合であって、四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算

書を作成したときに限る。）の四半期キャッシュ・フロー計算書（四半期財務諸表等規則第４条の３に規
定する比較情報を除く。）を、また、(67)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会
社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間キャッシ

ュ・フロー計算書（中間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

(71) キャッシュ・フロー計算書 
連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書（(67)ａにより最

近２事業年度財務諸表を記載する場合は、最近２事業年度のキャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、(68)ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期貸借対照表に係る四
半期累計期間（当四半期会計期間が第２四半期会計期間である場合又は当四半期会計期間が第２四半期会
計期間以外の四半期会計期間である場合であって、四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算

書を作成したときに限る。）の四半期キャッシュ・フロー計算書（四半期財務諸表等規則第４条の３に規
定する比較情報を除く。）を、また、(68)ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合（特定事業会
社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間キャッシ

ュ・フロー計算書（中間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 
(71) 附属明細表 

（略） 
(72) 附属明細表 

（略） 
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(72) 主な資産及び負債の内容 

(67)により掲げた貸借対照表のうち最近事業年度のものについて、次の科目の内容又は内訳をおおむね
それぞれに掲げるところに従い記載すること。 
ただし、連結財務諸表を作成している場合又は附属明細表に掲げた科目については、記載を省略するこ

とができる。 
ａ～ｅ （略） 

(73) 主な資産及び負債の内容 

(68)により掲げた貸借対照表のうち最近事業年度のものについて、次の科目の内容又は内訳をおおむね
それぞれに掲げるところに従い記載すること。 
ただし、連結財務諸表を作成している場合又は附属明細表に掲げた科目については、記載を省略するこ

とができる。 
ａ～ｅ （略） 

(73) その他 

ａ （略） 
ｂ １年を１事業年度とする会社においては、次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠まで
に定める事項を前年同期と比較して記載すること。ただし、(65)のｂに規定する事項を記載している場

合には、記載を省略することができる。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出
期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(67)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた

場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表の形式による記
載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出

期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(67)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた
場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後
６箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表（特定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による

記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 
⒞ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出
期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(67)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた

場合を除く。） 当該次の事業年度開始後９箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表の形式による記
載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒟ 半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月から９箇月までの期間を

経過するまでの間に届出書を提出する場合（(67)ただし書により中間貸借対照表を掲げた場合を除
く。） 当該次の事業年度開始後６箇月の経営成績の概要（中間財務諸表の形式による記載が可能な
ときは、当該形式により記載すること。） 

⒠ 次の事業年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業年度の経営成
績の概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

(74) その他 

ａ （略） 
ｂ １年を１事業年度とする会社においては、次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠まで
に定める事項を前年同期と比較して記載すること。ただし、(66)のｂに規定する事項を記載している場

合には、記載を省略することができる。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出
期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた

場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３箇月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が
可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出

期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた
場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後
６箇月の業績の概要（四半期財務諸表（特定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による記載

が可能なときは、当該形式により記載すること。） 
⒞ 四半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出
期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（(68)ただし書により四半期貸借対照表を掲げた

場合を除く。） 当該次の事業年度開始後９箇月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が
可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒟ 半期報告書を提出する会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月から９箇月までの期間を

経過するまでの間に届出書を提出する場合（(68)ただし書により中間貸借対照表を掲げた場合を除
く。） 当該次の事業年度開始後６箇月の業績の概要（中間財務諸表の形式による記載が可能なとき
は、当該形式により記載すること。） 

⒠ 次の事業年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業年度の業績の
概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

ｃ ６箇月を１事業年度とする会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月経過後に届出書を提出

する場合には、当該次の事業年度の経営成績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸
表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。ただし、(65)のｂに規定する事項
を記載している場合には、記載を省略することができる。 

ｄ～ｆ （略） 

ｃ ６箇月を１事業年度とする会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月経過後に届出書を提出

する場合には、当該次の事業年度の業績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸表の
形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。ただし、(66)のｂに規定する事項を記
載している場合には、記載を省略することができる。 

ｄ～ｆ （略） 
(74) 提出会社の株式事務の概要 

（略） 

(75) 提出会社の親会社等の情報 
（略） 

(76) その他の参考情報 

（略） 
(77) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 

（略） 

(78) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 
（略） 

(79) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

(75) 提出会社の株式事務の概要 
（略） 

(76) 提出会社の親会社等の情報 
（略） 

(77) その他の参考情報 

（略） 
(78) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 

（略） 

(79) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 
（略） 

(80) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
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（略） 

(80) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(81) 指数等の情報 

（略） 
(82) 最近の財務諸表 

（略） 

(83) 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類 
（略） 

(84) 指定国際会計基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 
(85) 修正国際基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 

(86) 読替え 
（略） 

（略） 

(81) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(82) 指数等の情報 

（略） 
(83) 最近の財務諸表 

（略） 

(84) 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類 
（略） 

(84－２) 指定国際会計基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 
(84－３) 修正国際基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 

(85) 読替え 
（略） 

(87) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」
の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目の中に「医療事
業等の状況」として、次に掲げる事項について、重要性の乏しいものを除き、施設ごと（病院、診療所、

介護老人保健施設等ごと）に記載すること。ただし、施設ごとに区分できない事業については、事業区分
ごとに、本様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

(86) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」
の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目を「２ 医療事業等の状況」に代えて、次に掲げる事項につ
いて、重要性の乏しいものを除き、施設ごと（病院、診療所、介護老人保健施設等ごと）に記載するこ

と。ただし、施設ごとに区分できない事業については、事業区分ごとに、本様式記載上の注意(31)に準じ
て記載すること。 

⒜～⒢ （略） 

(88) 学校法人等の特例 
ａ 提出者が、学校法人等である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営
者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目の中に「事業の概要」とし

て、次に掲げる事項について、重要性の乏しいものを除き、学校法人等の活動ごとに記載すること。 

⒜～⒢ （略） 

(87) 学校法人等の特例 
ａ 提出者が、学校法人等である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生
産、受注及び販売の状況」の項目を「２ 事業の概要」に代えて、次に掲げる事項について、重要性の

乏しいものを除き、学校法人等の活動ごとに記載すること。 
⒜～⒟ （略） 

ｂ 提出者が、学校法人等である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営

者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目において、当該学校法人等
の基本金（学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）第 29 条に規定する基本金をいう。）につ
いて同令第 30 条第１項各号に掲げる各金額ごとに、前会計年度末残高、会計年度中の変動額（増減）

及び当会計年度末残高並びに対象資産及びその組み入れ目的などを具体的に記載すること。当該記載に
当たっては投資者に誤解を生じさせることとならないように特に注意しなければならない。 

⒜～⒟ （略） 
ｂ 提出者が、学校法人等である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「７ 財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目において、当該学校法人等の基本金（学
校法人会計基準（昭和 46年文部省令第 18号）第 29条に規定する基本金をいう。）について同令第 30
条第１項各号に掲げる各金額ごとに、前会計年度末残高、会計年度中の変動額（増減）及び当会計年度

末残高並びに対象資産及びその組み入れ目的などを具体的に記載すること。当該記載に当たっては投資
者に誤解を生じさせることとならないように特に注意しなければならない。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴ （略） 
⑵ 追完情報 

ａ・ｂ （略） 
ｃ 最近事業年度に係る有価証券報告書又は最近事業年度の翌事業年度に係る四半期報告書若しくは半期報
告書（以下ｃにおいて「有価証券報告書等」という。）の提出日以後届出書提出日までの間において、当

該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その
旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事項を

記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。 

第二号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴ （略） 
⑵ 追完情報 

ａ・ｂ （略） 
ｃ 最近事業年度に係る有価証券報告書又は最近事業年度の翌事業年度に係る四半期報告書若しくは半期
報告書（以下このｃにおいて「有価証券報告書等」という。）提出日以後届出書提出日までの間におい

て、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合に
は、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事項

を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。 
ｄ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の⒜から⒠までに掲げる場
合に応じ、当該⒜から⒠までに掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。 

⒜ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね３月を
経過した日から令第４条の２の10第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第17条の15第２項
に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合には令第４条の２の 10 第

４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日までの間に届出書を
提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表（四半
期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。

以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合又は四半期連結財務諸表規則
第 94 条の規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同
じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合には、四半期連結貸借対照表に相当するものをいう。

⒝及び⒞において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３月の経営成績の概
要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね６月を

経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度におけ
る最初の四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げた場合（特定
事業会社が中間連結貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６月

の経営成績の概要（四半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連結財務諸表）の形式による
記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね９月を

経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度におけ
る最初の四半期連結会計期間の翌々四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げた場合を除
く。） 当該次の連結会計年度開始後９月の経営成績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が

可能なときは、当該形式により記載すること。） 
⒟ 半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね７月から
９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度に係る中間連結貸

ｄ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の⒜から⒠までに掲げる
場合に応じ、当該⒜から⒠までに掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。 

⒜ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね３月
を経過した日から令第４条の２の 10 第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第 17 条の15
第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合には令第４条の

２の 10 第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日までの
間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会計期間に係る四半期連結貸
借対照表（四半期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国

際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合又は四
半期連結財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以
下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合には、四半期連結貸借対照表

に相当するものをいう。⒝及び⒞において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度
開始後３月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記
載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね６月
を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度に
おける最初の四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げた場合

（特定事業会社が中間連結貸借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連結会計年度開
始後６月の業績の概要（四半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連結財務諸表）の形式
による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね９月
を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度に
おける最初の四半期連結会計期間の翌々四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げた場

合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後９月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記
載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒟ 半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね７月か
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借対照表（中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成

した場合又は中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により修正国際基準により中間連結財務諸表を作成し
た場合には、中間連結貸借対照表に相当するものをいう。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会
計年度開始後６月の経営成績の概要（中間連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式に

より記載すること。） 
⒠ 最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね 13 月経過後に届出書を提出する場合 当該次の
連結会計年度の経営成績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載

すること。） 

ら９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度に係る中間連

結貸借対照表（中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定国際会計基準により中間連結財務諸
表を作成した場合又は中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により修正国際基準により中間連結財務
諸表を作成した場合には、中間連結貸借対照表に相当するものをいう。）を掲げた場合を除く。） 

当該次の連結会計年度開始後６月の業績の概要（中間連結財務諸表の形式による記載が可能なとき
は、当該形式により記載すること。） 

⒠ 最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね 13 月経過後に届出書を提出する場合 当該

次の連結会計年度の業績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記
載すること。） 

ｅ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特定事業会

社においては、次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠までに掲げる事項を前年同期と比較
して記載すること。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）におい

て、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経過するまでの間に
届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る四半期貸借対照表（提出会社
が連結財務諸表を作成しておらず、かつ、四半期財務諸表等規則第 83 条第２項の規定により指定国際会

計基準により四半期財務諸表を作成した場合には、四半期貸借対照表に相当するものをいう。⒝及び⒞
において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３月の経営成績の概要（四半期財
務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね６月を経過した
日から提出期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度における最初の四半期
会計期間の翌四半期会計期間に係る四半期貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を

掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後６月の経営成績の概要（四半期財務諸表
（特定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載す
ること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）におい
て、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね９月から提出期間を経過するまでの間に届出書を提出
する場合（当該次の事業年度における最初の四半期会計期間の翌々四半期会計期間に係る四半期貸借対

照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後９月の経営成績の概要（四半期財務諸表の形式
による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒟ 半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月から９月まで

の期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度に係る中間貸借対照表（提出会
社が中間連結財務諸表を作成しておらず、かつ、中間財務諸表等規則第 74 条第２項の規定により指定国
際会計基準により中間財務諸表を作成した場合には、中間貸借対照表に相当するものをいう。）を掲げ

た場合を除く。） 当該次の事業年度開始後６月の経営成績の概要（中間財務諸表の形式による記載が
可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒠ 最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね 13 月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業年度

の経営成績の概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

ｅ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特定事業

会社においては、次の⒜から⒠までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒠までに掲げる事項を前年同期と
比較して記載すること。 
⒜ 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）におい

て、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経過するまでの間
に届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る四半期貸借対照表（提出
会社が連結財務諸表を作成しておらず、かつ、四半期財務諸表等規則第 83 条第２項の規定により指

定国際会計基準により四半期財務諸表を作成した場合には、四半期貸借対照表に相当するものをい
う。⒝及び⒞において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３月の業績の概要
（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒝ 四半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね６月を経過し
た日から提出期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度における最初の四
半期会計期間の翌四半期会計期間に係る四半期貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対

照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後６月の業績の概要（四半期財務諸
表（特定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記
載すること。） 

⒞ 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）におい
て、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね９月から提出期間を経過するまでの間に届出書を提
出する場合（当該次の事業年度における最初の四半期会計期間の翌々四半期会計期間に係る四半期貸

借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後９月の業績の概要（四半期財務諸表の形
式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒟ 半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月から９月ま

での期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度に係る中間貸借対照表（提
出会社が中間連結財務諸表を作成しておらず、かつ、中間財務諸表等規則第 74 条第２項の規定によ
り指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合には、中間貸借対照表に相当するものをい

う。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後６月の業績の概要（中間財務諸表の形式に
よる記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒠ 最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね 13 月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業

年度の業績の概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 
ｆ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない６月を１事業年度とする会社において、最近
事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月経過後に届出書を提出する場合には、当該次の事業年度の経

営成績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸表の形式による記載が可能なときは、当
該形式により記載すること。 

ｆ ⑶のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない６月を１事業年度とする会社において、最
近事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月経過後に届出書を提出する場合には、当該次の事業年度

の業績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸表の形式による記載が可能なときは、
当該形式により記載すること。 

ｇ （略） 

⑶・⑷ （略） 

ｇ （略） 

⑶・⑷ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第二号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴ （略） 
⑵ 参照情報 

ａ・ｂ （略） 

第二号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴ （略） 
⑵ 参照情報 

ａ・ｂ （略） 
ｃ 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書（以下ｃ及びｄにおいて「有
価証券報告書等」という。）の提出日以後有価証券届出書提出日までの間において、当該有価証券報告

書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内
容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｄ （略） 

ｃ 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書（以下このｃ及びｄにおいて
「有価証券報告書等」という。）の提出日以後有価証券届出書提出日までの間において、当該有価証券

報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びそ
の内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｄ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部 （略） 

第二部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第二号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部 （略） 

第二部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 
２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 

（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 

４【経営上の重要な契約等】 
５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 
６【研究開発活動】 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 
⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】 

②【ライツプランの内容】 
③【その他の新株予約権等の状況】 

⑵【新株予約権等の状況】 

区分 
最近事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   
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代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

（削る） ⑶【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑶【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑷【所有者別状況】 

（略） 
⑸【議決権の状況】 
（略） 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑸【所有者別状況】 

（略） 
⑹【議決権の状況】 
（略） 

（削る） ⑺【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  
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新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
 

 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 
第三部 （略） 
第四部【株式公開情報】(23) 

第１・第２ （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 
第三部 （略） 
第四部【株式公開情報】(23) 

第１・第２ （略） 
第３【株主の状況】(26) 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

株式（自己株式を除

く。）の総数に対す
る所有株式数の割合
（％） 

    

    

    

計 ―   
 

第３【株主の状況】(26) 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所
有 株 式 数 の 割 合
（％） 

    

    

    

計 ―   
 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴新規発行株式 
ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 

⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。⒟及び⒠において同じ。）との間で締結する予

定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 

ｅ～ｇ （略） 

⑵～⑽ （略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 
⑴ 新規発行株式 
ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 

⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。以下このｄにおいて同じ。）との間で締結する

予定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 

ｅ～ｇ （略） 

⑵～⑽ （略） 
⑾ 主要な経営指標等の推移 
ａ 最近２連結会計年度（会社設立後２連結会計年度を経過していない場合には、最近連結会計年度）に

係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による指標等」という。）の推
移について記載すること。 

⑾ 主要な経営指標等の推移 
ａ 最近２連結会計年度（会社設立後２連結会計年度を経過していない場合には、最近連結会計年度）に

係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による指標等」という。）の推
移について記載すること。 

なお、連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準

をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において
「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合」という。）又は連結財務諸表規則第 94 条の
規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）により

連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において「修正国際基準により連結財務諸表を作成した場

なお、連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準

をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において
「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合」という。）又は連結財務諸表規則第 94 条の
規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）により

連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において「修正国際基準により連結財務諸表を作成した場
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合」という。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意⒅のｈによ

り指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合又は⒅のｉにより修正国際
基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）につ
いては、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合にお

いて、当該連結会計年度について第二号様式記載上の注意(32)のｅ又はｆにより要約連結財務諸表を作
成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等又はこれらに相当する指標等の推移
について併せて記載すること。 

合」という。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意⒅のｈによ

り指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合又は⒅のｉにより修正国際
基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）につ
いては、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合にお

いて、当該連結会計年度について第二号様式記載上の注意(30)のｄ又はｆにより要約連結財務諸表を作
成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等又はこれらに相当する指標等の推移
について併せて記載すること。 

⒜～⒬ （略） 
ｂ～ｄ （略） 

⑿～⒂ （略） 

⒜～⒬ （略） 
ｂ～ｄ （略） 

⑿～⒂ （略） 

⒃ その他 
ａ （略） 

⒃ その他 
ａ （略） 

ｂ 次の⒜から⒟までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒟までに定める事項を前年同期と比較して記載す

ること。 
⒜ 次の連結会計年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書
を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会

計年度開始後３箇月の経営成績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該
形式により記載すること。） 

⒝ 次の連結会計年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書

を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間連結貸
借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６箇月の経営成績の概要
（四半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連結財務諸表）の形式による記載が可能なと

きは、当該形式により記載すること。） 
⒞ 次の連結会計年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書
を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会

計年度開始後９箇月の経営成績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該
形式により記載すること。） 

⒟ 次の連結会計年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の連結会計年度

の経営成績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ
と。） 

ｂ 次の⒜から⒟までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒟までに定める事項を前年同期と比較して記載す

ること。 
⒜ 次の連結会計年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書
を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会

計年度開始後３箇月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式
により記載すること。） 

⒝ 次の連結会計年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書

を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間連結貸
借対照表を掲げた場合を含む。）を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６箇月の業績の概要（四
半期連結財務諸表（特定事業会社の場合には、中間連結財務諸表）の形式による記載が可能なとき

は、当該形式により記載すること。） 
⒞ 次の連結会計年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書
を提出する場合（⑿ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会

計年度開始後９箇月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式
により記載すること。） 

⒟ 次の連結会計年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の連結会計年度

の業績の概要（連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

ｃ～ｅ （略） 

⒄～⒇ （略） 

ｃ～ｅ （略） 

⒄～⒇ （略） 
(21) その他 

ａ （略） 
(21) その他 

ａ （略） 

ｂ １年を１事業年度とする会社においては、次の⒜から⒟までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒟まで
に定める事項を前年同期と比較して記載すること。ただし、⒃のｂに規定する事項を記載している場合
には、記載を省略することができる。 

⒜ 次の事業年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提
出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後
３箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載す

ること。） 
⒝ 次の事業年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提
出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲

げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後６箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表
（特定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載
すること。） 

ｂ １年を１事業年度とする会社においては、次の⒜から⒟までに掲げる場合に応じ、当該⒜から⒟まで
に定める事項を前年同期と比較して記載すること。ただし、⒃のｂに規定する事項を記載している場合
には、記載を省略することができる。 

⒜ 次の事業年度開始後おおむね３箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提
出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後
３箇月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ

と。） 
⒝ 次の事業年度開始後おおむね６箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提
出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲

げた場合を含む。）を除く。） 当該次の事業年度開始後６箇月の業績の概要（四半期財務諸表（特
定事業会社の場合には、中間財務諸表）の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載する
こと。） 
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⒞ 次の事業年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提

出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後
９箇月の経営成績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載す
ること。） 

⒟ 次の事業年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業年度の経営成
績の概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

⒞ 次の事業年度開始後おおむね９箇月を経過した日から提出期間を経過する日までの間に届出書を提

出する場合（⒄ただし書により四半期貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後
９箇月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ
と。） 

⒟ 次の事業年度開始後おおむね 13 箇月経過後に届出書を提出する場合 当該次の事業年度の業績の
概要（財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

ｃ ６箇月を１事業年度とする会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月経過後に届出書を提出

する場合には、当該次の事業年度の経営成績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸
表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。ただし、⒃のｂに規定する事項を
記載している場合には、記載を省略することができる。 

ｃ ６箇月を１事業年度とする会社において、次の事業年度開始後おおむね７箇月経過後に届出書を提出

する場合には、当該次の事業年度の業績の概要を前年同期と比較して記載すること。なお、財務諸表の
形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。ただし、⒃のｂに規定する事項を記載
している場合には、記載を省略することができる。 

ｄ～ｆ （略） 
(22)～(25) （略） 

ｄ～ｆ （略） 
(22)～(25) （略） 

(26) 株主の状況 

ａ （略） 
ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新株
の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含み、自己株式の数を除く。）の

多い順に 50名程度について記載し、会社法施行規則第 67条第１項の規定により議決権を有しないこと
となる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が 1,000株以下である者について
は、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支えない。 

なお、会社が会社法第 108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上
の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき
又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度についても

併せて記載すること。 

(26) 株主の状況 

ａ （略） 
ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新株
の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含む。）の多い順に 50 名程度に

ついて記載し、会社法施行規則第 67 条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主について
は、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が 1,000株以下である者については、所有株式数ごと
に人数のみを記載しても差し支えない。 

なお、会社が会社法第 108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上
の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき
又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度についても

併せて記載すること。 
ｃ・ｄ （略） 
ｅ 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合の記載に当たっては、新株予約権の行使

等により発行される可能性のある株式数を含んだ株式総数に対する所有株式数の割合を記載すること。 

ｃ・ｄ （略） 
ｅ 株式総数に対する所有株式数の割合の記載に当たっては、新株予約権の行使等により発行される可能

性のある株式数を含んだ株式総数に対する所有株式数の割合を記載すること。 
ｆ・ｇ （略） ｆ・ｇ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号の五様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１～３ （略） 

４【株式等の状況】(29) 
⑴ （略） 

第二号の五様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１～３ （略） 

４【株式等の状況】(29) 
⑴ （略） 

⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 

①【ストックオプション制度の内容】 
②【ライツプランの内容】 
③【その他の新株予約権等の状況】 

 

区分 
最近事業年度末現在 
（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 
（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

  

 

（削る） ⑶【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  
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新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑶【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（略） 
⑷【所有者別状況】 

（略） 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（略） 
⑸【所有者別状況】 

（略） 

⑸【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数

に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】 
（略） 

⑺【議決権の状況】 
（略） 

（削る） ⑻【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  
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新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
 

 

５～９ （略） 

第２【事業の状況】 

５～９ （略） 

第２【事業の状況】 
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(36) （新設） 
２【事業等のリスク】(37) （新設） 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(38) １【業績等の概要】(36) 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】(37) 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(38) 

（削る） ４【事業等のリスク】(39) 
４【経営上の重要な契約等】(39) 
５【研究開発活動】(40) 

５【経営上の重要な契約等】(40) 
６【研究開発活動】(41) 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(42) 
第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(41) 

２【主要な設備の状況】(42) 
３【設備の新設、除却等の計画】(43) 

第４【経理の状況】(44) 

１【財務諸表】(45) 
（略） 

２【主な資産及び負債の内容】(46) 

３【その他】(47) 
第５【提出会社の株式事務の概要】(48) 
（略） 

第６【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(49) 
２【その他の参考情報】(50) 

第四部【関係会社の情報】(51) 
第五部【提出会社の保証会社等の情報】(52) 
（略） 

第六部【特別情報】(53) 
（略） 
第七部【組織再編成対象会社情報】(54) 

（略） 

第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(43) 

２【主要な設備の状況】(44) 
３【設備の新設、除却等の計画】(45) 

第４【経理の状況】(46) 

１【財務諸表】(47) 
（略） 

２【主な資産及び負債の内容】(48) 

３【その他】(49) 
第５【提出会社の株式事務の概要】(50) 
（略） 

第６【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(51) 
２【その他の参考情報】(52) 

第四部【関係会社の情報】(53) 
第五部【提出会社の保証会社等の情報】(54) 
（略） 

第六部【特別情報】(55) 
（略） 
第七部【組織再編成対象会社情報】(56) 

（略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑺ （略） 

⑻ 新規発行株式 
ａ～ｃ （略） 
ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に

記載すること。 

（記載上の注意） 
⑴～⑺ （略） 

⑻ 新規発行株式 
ａ～ｃ （略） 
ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に

記載すること。 
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⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。⒟及び⒠において同じ。）との間で締結する予

定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｉ （略） 

⑼～⑾ （略） 
⑿ 新規発行新株予約権証券 
ａ～ｐ （略） 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号
に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同じ。）
の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 

⒜・⒝ （略） 
⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下⒞において同じ。）の数の算定方法及び引受けの対象

となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予
約権の数を記載すること。 

⒟～⒡ （略） 

⒀～(28) （略） 
(29) 株式等の状況 

第二号様式記載上の注意(38)から(45)までに準じて記載すること。 

(30) 配当政策 
第二号様式記載上の注意(53)に準じて記載すること。 

(31) 株価の推移 

第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 
(32) 役員の状況 

第二号様式記載上の注意(55)に準じて記載すること。 

(33) （略） 

⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。以下ｄにおいて同じ。）との間で締結する予定

の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｉ （略） 

⑼～⑾ （略） 
⑿ 新規発行新株予約権証券 
ａ～ｐ （略） 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号
に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同じ。）
の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 

⒜・⒝ （略） 
⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下ｑにおいて同じ。）の数の算定方法及び引受けの対象

となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予
約権の数を記載すること。 

⒟～⒡ （略） 

⒀～(28) （略） 
(29) 株式等の状況 

第二号様式記載上の注意(40)から(47)までに準じて記載すること。 

(30) 配当政策 
第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 

(31) 株価の推移 

第二号様式記載上の注意(55)に準じて記載すること。 
(32) 役員の状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(33) （略） 
(34) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(35) （略） 

(34) コーポレート・ガバナンスの状況 
第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(35) （略） 
(36) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 最近日現在において提出会社が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦

略等の内容を記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場
合には、その内容について記載すること。 

ｂ 最近日現在における提出会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内

容、対処方針等を具体的に記載すること。 
なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号）第 118

条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨
を記載すること。 

（新設） 

(37) 事業等のリスク 

第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

（新設） 

(38) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (36) 業績等の概要 
最近事業年度及び(45)により中間貸借対照表を掲げた場合にあっては当該中間貸借対照表に係る中間会 最近事業年度及び(47)により中間貸借対照表を掲げた場合にあっては当該中間貸借対照表に係る中間会
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計期間（以下この様式において「最近事業年度等」という。）における経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況について、前年同期（前中間会計期間を除く。）と比較して、その概要を記載するとともに、第二
号様式記載上の注意(32)のａ（⒜を除く。）及びｂに準じて記載すること。 

計期間（以下この様式において「最近事業年度等」という。）における業績及びキャッシュ・フローの状

況について、前年同期（前中間会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。 

（削る） (37) 生産、受注及び販売の状況 

ａ 最近事業年度等における生産、受注及び販売の実績について前年同期（前中間会計期間を除く。）と
比較して事業部門等に関連付けて記載すること。また、最近２事業年度等における輸出高の総額及び総
販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を

記載すること。ただし、総販売実績に対する輸出高の割合が 100 分の 10 未満である場合には記載を省
略することができる。 

ｂ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、そ

の他生産、受注及び販売等に関して特記すべき事項があるときは、事業部門等に関連づけてその内容に
ついて記載すること。 

ｃ 主要な販売先がある場合には、最近２事業年度等における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合を記載すること。 
ただし、当該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。 

（削る） (38) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 最近日現在において提出会社が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦
略等の内容を記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場
合には、その内容について記載すること。 

ｂ 最近日現在における提出会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内
容、対処方針等を具体的に記載すること。 
なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号）第 118

条第３号に掲げる事項を記載すること。 
ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨
を記載すること。 

（削る） (39) 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 

(39) 経営上の重要な契約等 (40) 経営上の重要な契約等 
ａ 事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契

約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結している場合には、その概要を記載すること。最
近事業年度の開始日から届出書提出日までの間において、これらの契約について重要な変更又は解約が
あった場合には、その内容を記載すること。 

（新設） 

ｂ （略） ａ （略） 
（削る） ｂ 事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契

約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結している場合には、その概要を記載すること。最

近事業年度の開始日から届出書提出日までの間において、これらの契約について重要な変更又は解約が
あった場合には、その内容を記載すること。 

ｃ・ｄ （略） 

(40) 研究開発活動 
（略） 

ｃ・ｄ （略） 

(41) 研究開発活動 
（略） 

（削る） (42) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 
(41) 設備投資等の概要 

（略） 
(43) 設備投資等の概要 

（略） 

(42) 主要な設備の状況 
ａ 最近事業年度末（(45)により中間貸借対照表を掲げた場合には、当該中間貸借対照表に係る中間決算

(44) 主要な設備の状況 
ａ 最近事業年度末（(47)により中間貸借対照表を掲げた場合には、当該中間貸借対照表に係る中間決算
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日現在）における主要な設備（賃借しているものを含む。）について、事業所名、所在地、設備の内

容、関連する事業部門等設備の種類別の帳簿価額（土地については、その面積も示す。）及び従業員数
を記載すること。 
なお、類似の事業を営む事業所が多数設立されている場合には、代表的な事業所名を示した上で、事

業部門別又は地域別に一括して記載することができる。 

日現在）における主要な設備（賃借しているものを含む。）について、事業所名、所在地、設備の内

容、関連する事業部門等設備の種類別の帳簿価額（土地については、その面積も示す。）及び従業員数
を記載すること。 
なお、類似の事業を営む事業所が多数設立されている場合には、代表的な事業所名を示したうえで、

事業部門別又は地域別に一括して記載することができる。 
ｂ （略） ｂ （略） 

(43) 設備の新設、除却等の計画 

（略） 
(44) 経理の状況 

（略） 

(45) 設備の新設、除却等の計画 

（略） 
(46) 経理の状況 

（略） 

(45) 財務諸表 
第二号様式記載上の注意(66)から(71)までに準じて記載すること。 

(46) 主な資産及び負債の内容 

第二号様式記載上の注意(72)に準じて記載すること。 
(47) その他 

第二号様式記載上の注意(73)に準じて記載すること。 

(48) 提出会社の株式事務の概要 
第二号様式記載上の注意(74)に準じて記載すること。 

(49) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
(50) その他の参考情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 

(47) 財務諸表 
第二号様式記載上の注意(67)から(72)までに準じて記載すること。 

(48) 主な資産及び負債の内容 

第二号様式記載上の注意(73)に準じて記載すること。 
(49) その他 

第二号様式記載上の注意(74)に準じて記載すること。 

(50) 提出会社の株式事務の概要 
第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 

(51) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 
(52) その他の参考情報 

第二号様式記載上の注意(77)に準じて記載すること。 

(51) 関係会社の情報 
（略） 

(53) 関係会社の情報 
（略） 

(52) 提出会社の保証会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(77)から(81)までに準じて記載すること。ただし、本様式「第１ 保証会社情
報」の「３ 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」の「⑵ 企業の概況」から「⑸ 経理の
状況」までの事項については、本様式「第三部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第４ 経理の

状況」までに準じて記載すること。 

(54) 提出会社の保証会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(78)から(82)までに準じて記載すること。ただし、本様式「第１ 保証会社情
報」の「３ 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」の「⑵ 企業の概況」から「⑸ 経理の
状況」までの事項については、本様式「第三部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第４ 経理の

状況」までに準じて記載すること。 
(53) 特別情報 

第二号様式記載上の注意(82)及び(83)に準じて記載すること。 
(55) 特別情報 

第二号様式記載上の注意(83)及び(84)に準じて記載すること。 

(54) 組織再編成対象会社情報 
（略） 

(55) 読替え 

（略） 

(56) 組織再編成対象会社情報 
（略） 

(57) 読替え 

（略） 
(56) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第三部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第
二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 

(58) 社会医療法人債券の特例 
提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第三部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載する
こと。 

(57) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第三部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者
による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第４ 経理の状況」並びに「第
六部 特別情報」の「第１ 最近の財務諸表」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて

記載すること。 

(59) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第三部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生産、
受注及び販売の状況」及び「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」並びに「第
４ 経理の状況」並びに「第六部 特別情報」の「第１ 最近の財務諸表」の項目については、第二号様

式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号の六様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第二号の六様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 
２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 

（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 

４【経営上の重要な契約等】 
５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 
６【研究開発活動】 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 
⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】 

②【ライツプランの内容】 
③【その他の新株予約権等の状況】 

区分 
最近事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   
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代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

（削る） ⑶【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑶【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑷【所有者別状況】 

（略） 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑸【所有者別状況】 

（略） 
⑸【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数

に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】 ⑺【議決権の状況】 

- 39 -



 

 

（略） （略） 

（削る） ⑻【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

 

 

２～６ （略） 
第５～第７ （略） 
第四部～第六部 （略） 

２～６ （略） 
第５～第７ （略） 
第四部～第六部 （略） 

（記載上の注意） 
（略） 

⑴～⑻ （略） 

（記載上の注意） 
（略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重要
な契約） 
ａ 最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度）において、組織再編成対

象会社（その関係会社を含む。以下⑼において同じ。）と組織再編成当事会社（その関係会社を含む。
組織再編成当事会社が提出会社でない場合には、提出会社及びその関係会社も含む。以下⑼において同
じ。）の間において、吸収合併、新設合併、重要な事業の全部若しくは一部の譲渡又は重要な事業の全

部若しくは一部の譲受け、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割が行われることが、組織再編成
当事会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、第二号様式記載上の注意(33)に準じて
記載すること（組織再編成当事会社（組織再編成当事会社が提出会社以外の会社である場合には、当該

会社をいう。）が組織再編成対象会社と締結する組織再編成に係る契約を除く。）。 

⑼ 発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約（発行者（その関連者）と対象者との重要
な契約） 
ａ 最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度）において、組織再編成対

象会社（その関係会社を含む。以下この⑼において同じ。）と組織再編成当事会社（その関係会社を含
む。組織再編成当事会社が提出会社でない場合には、提出会社及びその関係会社も含む。以下この⑼に
おいて同じ。）の間において、吸収合併、新設合併、重要な事業の全部若しくは一部の譲渡又は重要な

事業の全部若しくは一部の譲受け、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割が行われることが、組
織再編成当事会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、第二号様式記載上の注意(34)
に準じて記載すること（組織再編成当事会社（組織再編成当事会社が提出会社以外の会社である場合に

は、当該会社をいう。）が組織再編成対象会社と締結する組織再編成に係る契約を除く。）。 
ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

⑽ （略） ⑽ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第二号の七様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第二号の七様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【企業情報】 
第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 
２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 

（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 

４【経営上の重要な契約等】 
５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 
６【研究開発活動】 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャシュ・フローの状況の分析】 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 

第３ （略） 
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴ （略） 
⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】 

②【ライツプランの内容】 
③【その他の新株予約権等の状況】 

区分 
最近事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

  

 

（削る） ⑶【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑶【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑷【所有者別状況】 

（略） 
⑸【議決権の状況】 
（略） 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 
⑸【所有者別状況】 

（略） 
⑹【議決権の状況】 
（略） 

（削る） ⑺【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  
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● 第 二 号 の 五 様 号 の 四 様 式 ● 第 六 号 の 五 様 式 ● 第 六 号 の 六 様 式 

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
 

 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 
第四部・第五部 （略） 
第六部【株式公開情報】 

第１・第２ （略） 

２～６ （略） 

第５～第７ （略） 
第四部・第五部 （略） 
第六部【株式公開情報】 

第１・第２ （略） 
第３【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

株式（自己株式を除

く。）の総数に対す
る所有株式数の割合
（％） 

    

    

    

計 ―   
 

第３【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所
有 株 式 数 の 割 合
（％） 

    

    

    

計 ―   
 

（記載上の注意） 

（略） 

（記載上の注意） 

（略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第三号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第三号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑽ （新設） 

２【事業等のリスク】⑾ （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⑿ １【業績等の概要】⑽ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⑾ 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑿ 
（削る） ４【事業等のリスク】⒀ 
４【経営上の重要な契約等】⒀ 

５【研究開発活動】⒁ 

５【経営上の重要な契約等】⒁ 

６【研究開発活動】⒂ 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】⒃ 

第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】⒂ 
２【主要な設備の状況】⒃ 
３【設備の新設、除却等の計画】⒄ 

第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】⒄ 
２【主要な設備の状況】⒅ 
３【設備の新設、除却等の計画】⒆ 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】⒅ 

（略） 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】⒇ 

（略） 
⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】⒆ 

②【ライツプランの内容】⒇ 
③【その他の新株予約権等の状況】(21) 

⑵【新株予約権等の状況】(21) 

 
事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 
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新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】(22) 

（略） 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】(21－２) 

（略） 
（削る） ⑷【ライツプランの内容】(22) 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】(23) 

（略） 
⑸【所有者別状況】(24) 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の推移】(23) 

（略） 
⑹【所有者別状況】(24) 

（略） 

⑹【大株主の状況】(25)                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数

の割合（％） 

    

    

⑺【大株主の状況】(25)                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割
合（％） 
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計 ―   
 

    

計 ―   
 

⑺【議決権の状況】(26) 
（略） 

⑻【議決権の状況】(26) 
（略） 

（削る） ⑼【ストックオプション制度の内容】(27) 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

 

 

⑻【役員・従業員株式所有制度の内容】(27) ⑽【従業員株式所有制度の内容】(27－２) 
２～６ （略） 

第５～第７ （略） 

第二部 （略） 

２～６ （略） 
第５～第７ （略） 

第二部 （略） 
（記載上の注意） 

（略） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 主要な経営指標等の推移 
ａ （略） 

ｂ 第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する連結会計年度末から２連結会計年度
を経過していない場合には、同様式「第二部 企業情報」の「第１ 企業の概況」の「１ 主要な経営
指標等の推移」に掲げた最も古い連結会計年度から当連結会計年度までに係る主要な経営指標等の推移

について記載すること。 
ｃ 第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する事業年度末から２事業年度（６箇月
を１事業年度とする会社にあっては、４事業年度）を経過していない場合には、提出会社の当事業年度

の前４事業年度及び当事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては、当事業年度の前９事業年
度及び当事業年度。以下ｃ、(23)及び(62)において同じ。）（会社設立後５事業年度を経過していない場合
には、会社設立後最初の事業年度から当事業年度まで）に係る主要な経営指標等の推移について記載す

ること。ただし、当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移のうち、ｂ
に規定する最も古い連結会計年度と同一の事業年度前に係るものについては、会社計算規則の規定に基
づき算出した各数値を記載することができる。なお、会社計算規則の規定に基づき算出した各数値を記

載する場合には、その旨及び法第 193 条の２第１項の規定による監査証明を受けていない旨を欄外に

（記載上の注意） 
（略） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 主要な経営指標等の推移 
ａ （略） 

ｂ 第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する連結会計年度末から２連結会計年度
を経過していない場合には、同様式「第二部 企業情報」の「第１ 企業の概況」の「１ 主要な経営
指標等の推移」に掲げた最も古い連結会計年度から最近連結会計年度までに係る主要な経営指標等の推

移について記載すること。 
ｃ 第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する事業年度末から２事業年度（６箇月
を１事業年度とする会社にあっては、４事業年度）を経過していない場合には、提出会社の最近５事業

年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては、10 事業年度。以下ｃにおいて同じ。）（会社設立後
５事業年度を経過していない場合には、会社設立後最初の事業年度から最近事業年度まで）に係る主要
な経営指標等の推移について記載すること。ただし、最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移の

うち、ｂに規定する最も古い連結会計年度と同一の事業年度前に係るものについては、会社計算規則の
規定に基づき算出した各数値を記載することができる。なお、会社計算規則の規定に基づき算出した各
数値を記載する場合には、その旨及び法第 193 条の２第１項の規定による監査証明を受けていない旨

を欄外に注記すること。 
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注記すること。 

⑹ （略） 
⑺ 事業の内容 

第二号様式記載上の注意(27)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(27)ｃ

中「提出会社が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項
に規定する特定上場会社等に該当する場合」とあるのは「本報告書が公衆の縦覧に供されることにより提
出会社が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定

する特定上場会社等に該当することとなる場合」と読み替えるものとする。 
⑻・⑼ （略） 

 

⑹ （略） 
⑺ 事業の内容 

第二号様式記載上の注意(27)に準じて記載すること。この場合において、「提出会社が有価証券の取引

等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定する特定上場会社等に該
当する場合」とあるのは「本報告書が公衆の縦覧に供されることにより提出会社が有価証券の取引等の規
制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定する特定上場会社等に該当する

こととなる場合」と読み替えるものとする。 
⑻・⑼ （略） 

⑽ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 

（新設） 

⑾ 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

（新設） 

⑿ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

⑽ 業績等の概要 
第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 

（削る） 

 
（削る） 

⑾ 生産、受注及び販売の状況 

第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 
⑿ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

（削る） ⒀ 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 

⒀ 経営上の重要な契約等 

第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 
⒁ 研究開発活動 

第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 

⒁ 経営上の重要な契約等 

第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 
⒂ 研究開発活動 

第二号様式記載上の注意(35)に準じて記載すること。 

（削る） ⒃ 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

⒂ 設備投資等の概要 

第二号様式記載上の注意(35)に準じて記載すること。 
⒃ 主要な設備の状況 

第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

⒄ 設備の新設、除却等の計画 
第二号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

⒅ 株式の総数等 

ａ～ｆ （略） 

⒄ 設備投資等の概要 

第二号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 
⒅ 主要な設備の状況 

第二号様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 

⒆ 設備の新設、除却等の計画 
第二号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 

⒇ 株式の総数等 

ａ～ｆ （略） 
ｇ 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載すること。 

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第２項の規定により新株予約権付
社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみ
なされる新株引受権証券（以下ｇ及び(23)において「旧転換社債等」という。）を発行している場合を

含む。）の「提出日現在」の欄に記載すべき発行数については、当該新株予約権の行使（旧転換社債等
の権利行使を含む。）によるものに限り、報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記載する
ことができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。 

ｇ 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載すること。 
なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第２項の規定により新株予約権付
社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみ
なされる新株引受権証券（以下ｇ、(21)及び(23)において「旧転換社債等」という。）を発行している場

合を含む。）の「提出日現在」の欄に記載すべき発行数については、当該新株予約権の行使（旧転換社
債等の権利行使を含む。）によるものに限り、報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記載
することができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。 

ｈ （略） ｈ （略） 
ｉ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑷ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「３ 配当政策」までにおいて同じ。）。 

ｉ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑸ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「３ 配当政策」までにおいて同じ。）。 
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ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑸ 所有者別状況」から「⑻ 役

員・従業員株式所有制度の内容」まで及び「４ 株価の推移」において同じ。）。 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑹ 所有者別状況」から「⑽ 従

業員株式所有制度の内容」まで及び「４ 株価の推移」において同じ。）。 
⒆ ストックオプション制度の内容 

第二号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(39)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとす
る。 

（新設） 

⒇ ライツプランの内容 

第二号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(40)中
「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとす
る。 

（新設） 

(21) その他の新株予約権等の状況 (21) 新株予約権等の状況 
第二号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(41)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとす

る。 
 
 

 
 
 

 
 

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出日の
属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約権の数、新株

予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、行使時の払込
金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲渡
に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を記載するこ

と。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 
ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予約権又は新株
予約権付社債に準じて記載すること。 

ｃ 旧転換社債等を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出日の属する月の前月末現
在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使により
発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること。 

ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする
ときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を記載すること。 

ｅ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄には、会社法第 236条第１項第８号に

規定する事項を記載すること。 
ｆ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、その旨、当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等の特質及び⒇のｅの⒜から⒠までに掲げる事項を欄外に記載すること。 

ｇ 会社法第 236条第１項各号に掲げる事項につき異なる定めをした内容の異なる新株予約権を発行した
場合には、内容の異なる新株予約権ごとに記載すること。 

(22) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 

（略） 

(21－２) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 

（略） 
（削る） (22) ライツプランの内容 

ａ 「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」

において記載を要する財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不
適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（い
わゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行している場合には、「ライツプランの内容」の欄

に記載すること。なお、「⑵ 新株予約権等の状況」の記載と重複している場合には、その旨のみを記
載することができる。 

ｂ 「ライツプランの内容」の欄には、発行済みの新株予約権について記載することを要し、未発行の場

合には記載を要しない。 
(23) 発行済株式総数、資本金等の推移 

ａ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度（この間に発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減

がない場合には、最後に増減があった日）における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減につ
いて記載すること。 

また、当事業年度の末日後報告書の提出日までに発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減があ

(23) 発行済株式総数、資本金等の推移 

ａ 最近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては 10 事業年度）における（この間に発行

済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がない場合には、その直近の）発行済株式総数、資本金及び
資本準備金の増減について記載すること。 

また、当事業年度の末日後報告書の提出日までに発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減があ
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る場合には、その旨、増減があった日及び増減の内訳を注記すること。 

なお、新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含む。）による発行済株式総数、資本金及び資
本準備金の増加については、当事業年度の末日後報告書の提出日の属する月の前月末までのものについ
て注記すること。 

ｂ～ｄ （略） 

(24) （略） 

る場合には、その旨、増減があった日及び増減の内訳を注記すること。 

なお、新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含む。）による発行済株式総数、資本金及び資
本準備金の増加については、当事業年度の末日後報告書の提出日の属する月の前月末までのものについ
て注記すること。 

ｂ～ｄ （略） 

(24) （略） 
(25) 大株主の状況 

ａ 提出会社の株主総会又は種類株主総会における議決権行使の基準日（会社法第 124条第 1項に規定す
る基準日をいう。）現在の「大株主の状況」について記載すること。ただし、これにより難い場合にあ
っては、当事業年度末現在の「大株主の状況」について記載すること。 

(25) 大株主の状況 

ａ 当事業年度末現在の「大株主の状況」について記載すること。 

ｂ （略） ｂ （略） 
ｃ 大株主は所有株式数の多い順（提出会社を除く。）に 10 名程度について記載し、会社法施行規則
（平成 18年法務省令第 12号）第 67条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主について

は、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、
株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有
株式に係る議決権の個数の多い順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規
定する市町村をいう。）までを記載しても差し支えない。 

ｄ・ｅ （略） 

ｃ 大株主は所有株式数の多い順に 10 名程度について記載し、会社法施行規則（平成 18 年法務省令第
12 号）第 67 条の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載するこ

と。ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単
元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い
順に10名程度についても併せて記載すること。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規
定する市町村をいう。）までを記載しても差し支えない。 

ｄ・ｅ （略） 

(26) （略） (26) （略） 
（削る） (27) ストックオプション制度の内容 

第二号様式記載上の注意(47)に準じて記載すること。 

(27) 役員・従業員株式所有制度の内容 
第二号様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 

(27－２) 従業員株式所有制度の内容 
第二号様式記載上の注意(47－２)に準じて記載すること。 

(28) （略） (28) （略） 

(29) 株式の種類等 
第二号様式記載上の注意(48)に準じて記載すること。 

(30) 株主総会決議による取得の状況 

第二号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(49)中
「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるものと
する。 

(31) 取締役会決議による取得の状況 
第二号様式記載上の注意(50)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(50)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるものと

する。 
(32) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 

第二号様式記載上の注意(51)に準じて記載すること。 

(33) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 
第二号様式記載上の注意(52)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(52)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとす

る。 

(29) 株式の種類等 
第二号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。 

(30) 株主総会決議による取得の状況 

第二号様式記載上の注意(50)に準じて記載すること。この場合において、「最近事業年度」とあるのは
「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるものとする。 

(31) 取締役会決議による取得の状況 

第二号様式記載上の注意(51)に準じて記載すること。この場合において、「最近事業年度」とあるのは
「当事業年度」と、「最近期間」とあるのは「当期間」と読み替えるものとする。 

(32) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 

第二号様式記載上の注意(52)に準じて記載すること。 
(33) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 

第二号様式記載上の注意(53)に準じて記載すること。この場合において、「最近事業年度」とあるのは

「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものとする。 

(34) （略） 
(35) 株価の推移 

第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 

(34) （略） 
(35) 株価の推移 

第二号様式記載上の注意(55)に準じて記載すること。 
(36) （略） (36) （略） 
(37) コーポレート・ガバナンスの状況 (37) コーポレート・ガバナンスの状況 
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第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(38) 監査報酬の内容等 
第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(39) 経理の状況 

第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(38) 監査報酬の内容等 
第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。 

(39) 経理の状況 

第二号様式記載上の注意(59)に準じて記載すること。 
(40) （略） (40) （略） 
(41) 連結貸借対照表 

第二号様式記載上の注意(60)の本文に準じて記載すること。 
(42) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 

第二号様式記載上の注意(61)の本文に準じて記載すること。 

(43) 連結株主資本等変動計算書 
第二号様式記載上の注意(62)の本文に準じて記載すること。 

(44) 連結キャッシュ・フロー計算書 

第二号様式記載上の注意(63)の本文に準じて記載すること。 
(45) 連結附属明細表 

第二号様式記載上の注意(64)に準じて記載すること。 

(41) 連結貸借対照表 

第二号様式記載上の注意(61)の本文に準じて記載すること。 
(42) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 

第二号様式記載上の注意(62)の本文に準じて記載すること。 

(43) 連結株主資本等変動計算書 
第二号様式記載上の注意(63)の本文に準じて記載すること。 

(44) 連結キャッシュ・フロー計算書 

第二号様式記載上の注意(64)の本文に準じて記載すること。 
(45) 連結附属明細表 

第二号様式記載上の注意(65)に準じて記載すること。 

(46) その他 
ａ （略） 
ｂ 第二号様式記載上の注意(65)のｃ及びｄに準じて記載すること。 

ｃ （略） 

(46) その他 
ａ （略） 
ｂ 第二号様式記載上の注意(66)のｃ及びｄに準じて記載すること。 

ｃ （略） 
(47) （略） (47) （略） 
(48) 貸借対照表 

第二号様式記載上の注意(67)の本文に準じて記載すること。 
(49) 損益計算書 

第二号様式記載上の注意(68)のａ本文及びｂに準じて記載すること。 

(50) 株主資本等変動計算書 
第二号様式記載上の注意(69)の本文に準じて記載すること。 

(51) キャッシュ・フロー計算書 

第二号様式記載上の注意(70)の本文に準じて記載すること。 
(52) 附属明細表 

第二号様式記載上の注意(71)に準じて記載すること。 

(53) 主な資産及び負債の内容 
第二号様式記載上の注意(72)に準じて記載すること。 

(48) 貸借対照表 

第二号様式記載上の注意(68)の本文に準じて記載すること。 
(49) 損益計算書 

第二号様式記載上の注意(69)のａ本文及びｂに準じて記載すること。 

(50) 株主資本等変動計算書 
第二号様式記載上の注意(70)の本文に準じて記載すること。 

(51) キャッシュ・フロー計算書 

第二号様式記載上の注意(71)の本文に準じて記載すること。 
(52) 附属明細表 

第二号様式記載上の注意(72)に準じて記載すること。 

(53) 主な資産及び負債の内容 
第二号様式記載上の注意(73)に準じて記載すること。 

(54) その他 

ａ （略） 
ｂ 第二号様式記載上の注意(73)のｄ及びｅに準じて記載すること。 
ｃ （略） 

(54) その他 

ａ （略） 
ｂ 第二号様式記載上の注意(74)のｄ及びｅに準じて記載すること。 
ｃ （略） 

(55) 提出会社の株式事務の概要 
第二号様式記載上の注意(74)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(74)中

「届出書提出日」とあるのは「当事業年度末」と読み替えるものとする。 

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までに記載された内容に変更があった場合には、その旨及び
当該変更の内容を注記すること。 

(55) 提出会社の株式事務の概要 
第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。この場合において、「届出書提出日」とあるのは

「当事業年度末」と読み替えるものとする。 

なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までに記載された内容に変更があった場合には、その旨及び
当該変更の内容を注記すること。 

(56)～(59) （略） (56)～(59) （略） 

(60) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 

(60) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本報告書の提出日における ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本報告書の提出日における
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保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の経営成績の概要について、本様式「第一部 企業情

報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。ただし、当該保証
会社の事業年度が１年である場合であって、本報告書の提出日の属する保証会社の事業年度が開始した
日からおおむね９箇月経過後に本報告書が提出された場合には、当該事業年度が開始した日以後６箇月

の当該保証会社の経営成績の概要について、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」
から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書、キャッシュ・フロー計算書、中間連結キャッシュ・フロー計

算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略することができる。 

保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の業績の概要について、本様式「第一部 企業情報」

の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。ただし、当該保証会社
の事業年度が１年である場合であって、本報告書の提出日の属する保証会社の事業年度が開始した日か
らおおむね９箇月経過後に本報告書が提出された場合には、当該事業年度が開始した日以後６箇月の当

該保証会社の業績の概要について、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第
５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書、キャッシュ・フロー計算書、中間連結キャッシュ・フロー計

算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略することができる。 
(61) （略） 
(62) 指数等の情報 

ａ （略） 
ｂ 「２ 当該指数等の推移」については、当該指数等の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度の年
度別最高・最低値及び当事業年度中最近６箇月間の月別最高・最低値を記載すること。 

 
(63)～(64) （略） 

(61) （略） 
(62) 指数等の情報 

ａ （略） 
ｂ 「２ 当該指数等の推移」については、当該指数等の最近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会
社にあっては 10 事業年度）の年度別最高・最低値及び当事業年度中最近６箇月間の月別最高・最低値

を記載すること。 
(63)～(64) （略） 

(65) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」
の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第
二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 

(65) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」
の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載する
こと。 

(66) 学校法人等の特例 
提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者

による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第５ 経理の状況」の項目につ

いては、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。 

(66) 学校法人等の特例 
提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生産、

受注及び販売の状況」及び「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析」並びに「第

５ 経理の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第三号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１～３ （略） 
４【株式等の状況】⑻ 

⑴ （略） 

第三号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１～３ （略） 
４【株式等の状況】⑻ 

⑴ （略） 
⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】⑼ 

②【ライツプランの内容】(９－２) 
③【その他の新株予約権等の状況】(９－３) 
 

 
事業年度末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

  

 

⑶ （略） ⑶ （略） 
（削る） ⑷【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  
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新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（略） 
⑸【所有者別状況】 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（略） 
⑹【所有者別状況】 

（略） 

⑹【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数

に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

⑺【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

⑺【議決権の状況】 
（略） 

⑻【議決権の状況】 
（略） 

（削る） ⑼【ストックオプション制度の内容】⑼ 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  
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新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
 

 

５～９ （略） 

第２【事業の状況】 

５～９ （略） 

第２【事業の状況】 
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒃ （新設） 
２【事業等のリスク】⒄ （新設） 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⒅ １【業績等の概要】⒃ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⒄ 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒅ 

（削る） ４【事業等のリスク】⒆ 
４【経営上の重要な契約等】⒆ 
５【研究開発活動】⒇ 

５【経営上の重要な契約等】⒇ 
６【研究開発活動】(21) 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(22) 
第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(21) 

２【主要な設備の状況】(22) 
３【設備の新設、除却等の計画】(23) 

第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】(23) 

２【主要な設備の状況】(24) 
３【設備の新設、除却等の計画】(25) 

第４【経理の状況】(24) 

１【財務諸表】(25) 
⑴【貸借対照表】(26) 
⑵【損益計算書】(27) 

⑶【株主資本等変動計算書】(28) 
⑷【キャッシュ・フロー計算書】(29) 
⑸【附属明細表】(30) 

２【主な資産及び負債の内容】(31) 
３【その他】(32) 

第４【経理の状況】(26) 

１【財務諸表】(27) 
⑴【貸借対照表】(28) 
⑵【損益計算書】(29) 

⑶【株主資本等変動計算書】(30) 
⑷【キャッシュ・フロー計算書】(31) 
⑸【附属明細表】(32) 

２【主な資産及び負債の内容】(33) 
３【その他】(34) 

第５【提出会社の株式事務の概要】(33) 

（略） 

第５【提出会社の株式事務の概要】(35) 

（略） 
第６【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(34) 

２【その他の参考情報】(35) 

第６【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(36) 

２【その他の参考情報】(37) 
第二部【関係会社の情報】(36) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(37) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(38) 

（略） 

第二部【関係会社の情報】(38) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(39) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(40) 

（略） 
３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(39) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(40) 

（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(41) 
第２【保証会社以外の会社の情報】(42) 

（略） 
第３【指数等の情報】(41) 
（略） 

第３【指数等の情報】(43) 
（略） 
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（記載上の注意） 

（略） 
⑴～⑺ （略） 

（記載上の注意） 

（略） 
⑴～⑺ （略） 

⑻ 株式等の状況 

「⑵ 新株予約権等の状況」を除き、第三号様式記載上の注意⒅及び(22)から(26)までに準じて記載する
こと。 

⑼ ストックオプション制度の内容 

第二号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(39)ｂ
中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものと
する。 

(９－２) ライツプランの内容 
第二号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(40)ａ

中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替えるものと

する。 
(９－３) その他の新株予約権等の状況 

第二号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(41)ａ

及びｃ中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」と読み替える
ものとする。 

⑻ 株式等の状況 

「⑺ ストックオプション制度の内容」を除き、第三号様式記載上の注意⒇から(26)までに準じて記載
すること。 

⑼ ストックオプション制度の内容 

第二号様式記載上の注意(47)に準じて記載すること。 
 
 

（新設） 
 
 

 
（新設） 

⑽ （略） 

⑾ 株価の推移 
第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 

⑿・⒀ （略） 

⑽ （略） 

⑾ 株価の推移 
第二号様式記載上の注意(55)に準じて記載すること。 

⑿・⒀ （略） 

⒁ コーポレート・ガバナンスの状況 
第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

⒂ （略） 

⒁ コーポレート・ガバナンスの状況 
第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

⒂ （略） 

⒃ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 
第二号の五様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

（新設） 

⒄ 事業等のリスク 

第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

（新設） 

⒅ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
第二号の五様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 

⒃ 業績等の概要 
第二号の五様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

（削る） 
 
（削る） 

⒄ 生産、受注及び販売の状況 
第二号の五様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

⒅ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号の五様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 
（削る） ⒆ 事業等のリスク 

第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 

⒆ 経営上の重要な契約等 
第二号の五様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 

⒇ 研究開発活動 

第二号の五様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。 

⒇ 経営上の重要な契約等 
第二号の五様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。 

(21) 研究開発活動 

第二号の五様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 
（削る） (22) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

(21) 設備投資等の概要 
第二号の五様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 

(22) 主要な設備の状況 

(23) 設備投資等の概要 
第二号の五様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 

(24) 主要な設備の状況 
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第二号の五様式記載上の注意(42)に準じて記載すること。 

(23) 設備の新設、除却等の計画 
第二号の五様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 

(24) 経理の状況 

第二号の五様式記載上の注意(44)に準じて記載すること。 

第二号の五様式記載上の注意(44)に準じて記載すること。 

(25) 設備の新設、除却等の計画 
第二号の五様式記載上の注意(45)に準じて記載すること。 

(26) 経理の状況 

第二号の五様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 
(25) 財務諸表 

（略） 

(26) 貸借対照表 
第二号様式記載上の注意(67)の本文に準じて記載すること。 

(27) 損益計算書 

第二号様式記載上の注意(68)のａ本文及びｂに準じて記載すること。 
(28) 株主資本等変動計算書 

第二号様式記載上の注意(69)の本文に準じて記載すること。 

(29) キャッシュ・フロー計算書 
第二号様式記載上の注意(70)の本文に準じて記載すること。 

(30) 附属明細表 

第二号様式記載上の注意(71)に準じて記載すること。 
(31) 主な資産及び負債の内容 

第二号様式記載上の注意(72)に準じて記載すること。 

(32) その他 
（略） 

(33) 提出会社の株式事務の概要 

第二号様式記載上の注意(74)に準じて記載すること。 
なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までに記載された内容に変更があった場合には、その旨及び

当該変更の内容を注記すること。 

(34) 提出会社の親会社等の情報 
（略） 

(35) その他の参考情報 

（略） 
(36) 関係会社の情報 

第二号の五様式記載上の注意(51)に準じて記載すること。 

(37) 保証の対象となっている社債 
（略） 

(38) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 
(39) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

第三号様式記載上の注意(60)に準じて記載すること。この場合において、第三号様式記載上の注意(60)ｂ

中「第５ 経理の状況」とあるのは「第４ 経理の状況」と、「第五号様式」とあるのは「第五号の二様
式」と読み替えるものとする。 

(40) 保証会社以外の会社の情報 

（略） 
(41) 指数等の情報 

（略） 

(27) 財務諸表 
（略） 

(28) 貸借対照表 
第二号様式記載上の注意(68)の本文に準じて記載すること。 

(29) 損益計算書 

第二号様式記載上の注意(69)のａ本文及びｂに準じて記載すること。 
(30) 株主資本等変動計算書 

第二号様式記載上の注意(70)の本文に準じて記載すること。 

(31) キャッシュ・フロー計算書 
第二号様式記載上の注意(71)の本文に準じて記載すること。 

(32) 附属明細表 

第二号様式記載上の注意(72)に準じて記載すること。 
(33) 主な資産及び負債の内容 

第二号様式記載上の注意(73)に準じて記載すること。 

(34) その他 
（略） 

(35) 提出会社の株式事務の概要 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までに記載された内容に変更があった場合には、その旨及び

当該変更の内容を注記すること。 

(36) 提出会社の親会社等の情報 
（略） 

(37) その他の参考情報 

（略） 
(38) 関係会社の情報 

第二号の五様式記載上の注意(53)に準じて記載すること。 

(39) 保証の対象となっている社債 
（略） 

(40) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 
(41) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

第三号様式記載上の注意(60)に準じて記載すること。この場合「第５ 経理の状況」とあるのは「第４

 経理の状況」と、「第五号様式」とあるのは「第五号の二様式」と読み替えるものとする。 
 

(42) 保証会社以外の会社の情報 

（略） 
(43) 指数等の情報 

（略） 

(42) 読替え 
（略） 

(43) 社会医療法人債券の特例 

(44) 読替え 
（略） 

(45) 社会医療法人債券の特例 
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提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第
二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載する
こと。 

(44) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者
による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第４ 経理の状況」の項目につ
いては、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。 

(46) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生産、
受注及び販売の状況」及び「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」並びに「第
４ 経理の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第四号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第四号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 

２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 
４【経営上の重要な契約等】 

５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 
①【ストックオプション制度の内容】 
②【ライツプランの内容】 

③【その他の新株予約権等の状況】 

 
事業年度末現在 
（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 
（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

⑶ （略） ⑶ （略） 
（削る） ⑷【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 

⑸【所有者別状況】 
（略） 
⑹【議決権の状況】⑵ 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の推移】 
（略） 

⑹【所有者別状況】 
（略） 
⑺【議決権の状況】⑵ 

（略） 
（削る） ⑻【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日  

付与対象者の区分及び人数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使の条件  
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新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
 

 

２～５ （略） 

第５・第６ （略） 
第７【株式公開情報】⑾ 
１・２ （略） 

２～５ （略） 

第５・第６ （略） 
第７【株式公開情報】⑾ 
１・２ （略） 

３【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株

式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

３【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

第８ （略） 

第二部 （略） 

第８ （略） 

第二部 （略） 
（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。 

⑴ （略） 

（記載上の注意） 
次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。 

⑴ （略） 
⑵ 「第４ 提出会社の状況」の「１ 株式等の状況」の「⑹ 議決権の状況」については、当事業年度末
現在及び有価証券報告書提出日の最近日現在について記載すること。 

⑵ 「第４ 提出会社の状況」の「１ 株式等の状況」の「⑺ 議決権の状況」については、当事業年度末
現在及び有価証券報告書提出日の最近日現在について記載すること。 

⑶～⑾ （略） ⑶～⑾ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第四号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】                四半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第四号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】                四半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【事業等のリスク】⑺ １【事業等のリスク】⑺ 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】⑻ （新設） 
３【経営上の重要な契約等】⑼ ２【経営上の重要な契約等】⑻ 
（削る） ３【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】⑼ 

第３【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

第３【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】⑾ 
①【ライツプランの内容】⑾ 
②【その他の新株予約権等の状況】⑿ 

決議年月日  

新株予約権の数  

新株予約権のうち自己新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

代用払込みに関する事項  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 

 
 

 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】⒀ 
（略） 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】⑿ 
（略） 

（削る） ⑷【ライツプランの内容】⒀ 
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 決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の推移】⒁ 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の推移】⒁ 

（略） 
⑸【大株主の状況】⒂                              年 月 日現在 

氏名又は名称 住     所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株

式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【大株主の状況】⒂                              年 月 日現在 

氏名又は名称 住     所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】⒃ 

（略） 
２ （略） 

⑺【議決権の状況】⒃ 

（略） 
２ （略） 

第４ （略） 

第二部 （略） 

第４ （略） 

第二部 （略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑸ （略） 

⑹ 事業の内容 

（記載上の注意） 
⑴～⑸ （略） 

⑹ 事業の内容 
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ａ・ｂ （略） 

ｃ 提出会社が第１四半期連結会計期間において指定国際会計基準により四半期連結財務諸表の作成を開
始した場合（ｂの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財
務諸表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除

く。）により連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により
作成すべき連結財務諸表について、また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正国際
基準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をい

う。）を第二号様式記載上の注意(59)のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該
要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載すること。ただし、指
定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるとき

は、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度において米国基準により連結財務諸表を作成した提
出会社が、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 提出会社が第１四半期連結会計期間において指定国際会計基準により四半期連結財務諸表の作成を開
始した場合（ｂの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財
務諸表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除

く。）により連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により
作成すべき連結財務諸表について、また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正国際
基準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をい

う。）を第二号様式記載上の注意(60)のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該
要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載すること。ただし、指
定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるとき

は、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度において米国基準により連結財務諸表を作成した提
出会社が、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｄ （略） 

ｅ 提出会社が第１四半期連結会計期間において修正国際基準により四半期連結財務諸表の作成を開始し
た場合（ｄの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸
表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）に

より連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべ
き連結財務諸表について、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国際会計基準
により作成すべき連結財務諸表について、また米国基準により連結財務諸表を作成した場合には米国基

準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。以
下ｅにおいて同じ。）を第二号様式記載上の注意(59)のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規
則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載するこ

と。 

ｄ （略） 

ｅ 提出会社が第１四半期連結会計期間において修正国際基準により四半期連結財務諸表の作成を開始し
た場合（ｄの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸
表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）に

より連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべ
き連結財務諸表について、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国際会計基準
により作成すべき連結財務諸表について、また米国基準により連結財務諸表を作成した場合には米国基

準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。以
下ｅにおいて同じ。）を第二号様式記載上の注意(60)のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規
則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載するこ

と。 
⑺ 事業等のリスク 
ａ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間）におい

て、四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合
は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等
のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、か
つ、簡潔に記載すること。 

⑺ 事業等のリスク 
ａ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間）におい

て、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場
合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判断に重

要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業
等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、か
つ、簡潔に記載すること。 

ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（⑻ｂにおいて「重要事象等」という。）が存在す
る場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 

ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（⑼において「重要事象等」という。）が存在する
場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 
⑻ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
ａ 四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができる

よう、経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ･フロー（以下⑻において「経営成績
等」という。）の状況に関する分析・検討内容（次に掲げるもののほか、例えば、経営成績に重要な影
響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に係る情報）を具体的に、かつ、分かり

やすく記載すること。ただし、当四半期連結会計期間が、(23)により「第４ 経理の状況」において四
半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間（四半期連
結財務諸表を作成していない場合は、(28)により「第４ 経理の状況」において四半期キャッシュ・フ

ロー計算書を掲げた四半期会計期間以外の四半期会計期間）である場合には、キャッシュ・フローの状
況に関する分析・検討内容の記載を要しない。 
⒜ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間。以下ａ

（新設） 
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において同じ。）における事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの経営成績の状況並び

にキャッシュ・フローの状況についての前年同四半期連結累計期間との比較・分析。なお、提出会社
が経営方針・経営戦略等を定めている場合で、経営者において、当該経営方針・経営戦略等との比較
が、前年同四半期連結累計期間との比較よりも投資者の理解を深めると判断したときは、前年同四半

期連結累計期間との比較・分析に代えて、当該経営方針・経営戦略等と比較・分析して記載すること
ができる。 

⒝ 当四半期連結累計期間において、連結会社（四半期連結財務諸表を作成していない場合には提出会

社。⒞及び⒢において同じ。）が経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するため
の客観的な指標等を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等について、既
に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更があったとき又は新たに経営方針・

経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めた場合には、その内
容及び理由。 

⒞ 当四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変

更があった場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合におけるその内容、対処
方針等。 
なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下この様式において

「基本方針」という。）を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12
号）第118条第３号に掲げる事項。 

 

⒟ 当四半期連結累計期間における研究開発活動の金額。加えて、研究開発活動の状況（例えば、研究

の目的、主要課題、研究成果、研究体制等）に重要な変更があった場合には、セグメント情報に関連
付けた内容。 

 

⒠ 当四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数（就業人員数をいう。以下この

様式において同じ。）に著しい増加又は減少があった場合には、セグメント情報に関連付けて、その
事情及び内容。 

 

⒡ 当四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合に

は、その内容。 

 

⒢ 当四半期連結累計期間において、主要な設備（連結会社以外の者から賃借しているものを含む。）
に関し、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容。 

ⅰ 新設、休止、大規模改修、除却、売却等により著しい変動があった場合 その内容 
ⅱ 最近連結会計年度末において計画中であった新設、休止、大規模改修、除却、売却等について著
しい変更があった場合 その内容 

 

ｂ 「１ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、経営
者の視点から、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善する
ための対応策を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断し
たものである旨を記載すること。 

 

⑼ 経営上の重要な契約等 ⑻ 経営上の重要な契約等 

ａ 当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間。以下⑼に
おいて同じ。）において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損
益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれらの契約

に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

（新設） 

ｂ 当四半期連結会計期間において、吸収合併又は新設合併が行われることが、業務執行を決定する機関
により決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は新設合併の目的、条件、引継資

産・負債の状況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に
割り当てられる吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社となる会社の株式の数その他の財産
（吸収合併存続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠

ａ 当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間。以下⑻に
おいて同じ。）において、吸収合併又は新設合併が行われることが、業務執行を決定する機関により決

定された場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は新設合併の目的、条件、引継資産・負債
の状況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当て
られる吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社となる会社の株式の数その他の財産（吸収合
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並びに当該吸収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社（吸収合併消滅会社となる会社の

株式１株又は持分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会社が発行する有価証券以外の有価
証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併設立会社となる会社の資本金・事
業の内容等について記載すること。 

併存続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当

該吸収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社（吸収合併消滅会社となる会社の株式１株
又は持分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券であ
る場合には、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併設立会社となる会社の資本金・事業の内容

等について記載すること。 
ｃ （略） ｂ （略） 
（削る） ｃ 当四半期連結会計期間において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事

業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれ
らの契約に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 

（削る） ⑼ 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
ａ この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことがで
きるよう、提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況に関する分析・

検討内容（次に掲げるもののほか、例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本
の財源及び資金の流動性に係る情報）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。ただし、当四半
期連結会計期間が、(23)により「第４ 経理の状況」において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を

掲げた四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合は、
(28)により「第４ 経理の状況」において四半期キャッシュ・フロー計算書を掲げた四半期会計期間以
外の四半期会計期間）である場合には、キャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容の記載を要

しない。 
 ⒜ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間。以下ａ

において同じ。）におけるセグメント情報ごとの業績の状況及びキャッシュ・フローの状況について

の前年同四半期連結累計期間との比較・分析。 
 ⒝ 当四半期連結累計期間において、連結会社（四半期連結財務諸表を作成していない場合には提出会

社。⒞及び⒢において同じ。）が経営方針・経営戦略等若しくは指標等（経営上の目標の達成状況を

判断するための客観的な指標等をいう。以下⒝において同じ。）を定めている場合における当該経営
方針・経営戦略等若しくは指標等について重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等
若しくは指標等を定めた場合には、その内容。 

 ⒞ 当四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変
更があった場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合におけるその内容、対処
方針等。 

なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針（以下この様式において
「基本方針」という。）を定めている会社については、会社法施行規則第 118 条第３号に掲げる事
項。 

 ⒟ 当四半期連結累計期間における研究開発活動の金額。加えて、研究開発活動の状況（例えば、研究
の目的、主要課題、研究成果、研究体制等）に重要な変更があった場合には、セグメント情報に関連
付けた内容。 

 ⒠ 当四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数（就業人員数をいう。以下この
様式において同じ。）に著しい増加又は減少があった場合には、セグメント情報に関連付けて、その
事情及び内容。 

 ⒡ 当四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合に
は、その内容。 

 ⒢ 当四半期連結累計期間において、主要な設備（連結会社以外の者から賃借しているものを含む。）

に関し、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容。 
ⅰ 新設、休止、大規模改修、除却、売却等により著しい変動があった場合 その内容 
ⅱ 最近連結会計年度末において計画中であった新設、休止、大規模改修、除却、売却等について著
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しい変更があった場合 その内容 

 ｂ 「１ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該
重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体
的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作
成していない場合には当四半期会計期間）の末日現在において判断したものである旨を記載すること。 

⑽ 株式の総数等 

ａ～ｈ （略） 
ｉ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑷ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「⑹ 議決権の状況」までにおいて同じ。）。 

⑽ 株式の総数等 

ａ～ｈ （略） 
ｉ 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること（「１ 株式等の状
況」の「⑸ 発行済株式総数、資本金等の推移」から「⑺ 議決権の状況」までにおいて同じ。）。 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑸ 大株主の状況」及び「⑹ 議
決権の状況」において同じ。）。 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑹ 大株主の状況」及び「⑺ 議
決権の状況」において同じ。）。 

⑾ ライツプランの内容 

「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ
ュ･フローの状況の分析」において記載を要する基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務
及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、

当四半期会計期間において新株予約権を発行した場合には、第二号様式記載上の注意(40)に準じて記載す
ること。この場合において、第二号様式記載上の注意(40)ａ中「最近事業年度の末日及び届出書提出日の
属する月の前月末現在」とあるのは「当該発行時」と読み替えるものとする。 

（新設） 

⑿ その他の新株予約権等の状況 
当四半期会計期間において、「⑵ 新株予約権等の状況」の「① ライツプランの内容」に記載した新

株予約権以外の新株予約権又は新株予約権付社債を発行した場合には、第二号様式記載上の注意(41)に準

じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(41)ａ及びｃ中「最近事業年度の末日及
び届出書提出日の属する月の前月末現在」とあるのは「当該発行時」と読み替えるものとする。 
 

 
 
 

 

⑾ 新株予約権等の状況 
ａ 当四半期会計期間において新株予約権又は新株予約権付社債を発行した場合には、当該新株予約権又
は当該新株予約権付社債の発行に係る決議年月日並びに当該発行時の当該新株予約権又は当該新株予約

権付社債に係る新株予約権の数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容
を含む。）及び株式数、行使時の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額、行使の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項及び組織再編成行為に伴

う交付に関する事項を記載すること。なお、当該新株予約権付社債が行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等に該当する場合には、その旨、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質及び⑽の
ｅの⒜から⒠までに掲げる事項を欄外に記載すること。 

ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利を付与した場合には、新株予約権又は新株予約
権付社債に準じて記載すること。 

ｃ 「代用払込みに関する事項」の欄には、金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする

ときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を記載すること。 
ｄ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄には、会社法第 236条第１項第８号に
規定する事項を記載すること。 

ｅ 会社法第 236条第１項各号に掲げる事項につき異なる定めをした内容の異なる新株予約権を発行した
場合には、内容の異なる新株予約権ごとに記載すること。 

⒀ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

⑿ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

（削る） ⒀ ライツプランの内容 

ａ 「第２ 事業の状況」の「３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析」において
記載を要する、基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、当四半期会計期間において新

株予約権を発行した場合には、「ライツプランの内容」の欄に記載すること。 
なお、「⑵ 新株予約権等の状況」の記載と重複している場合には、その旨のみを記載することがで

きる。 

ｂ ｢ライツプランの内容」には、発行済みの新株予約権について記載することを要し、未発行の場合に

- 66 -



 

は記載を要しない。 

⒁ （略） 
⒂ 大株主の状況 
ａ・ｂ （略） 

⒁ （略） 
⒂ 大株主の状況 
ａ・ｂ （略） 

ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順（提出会社を除く。）に 10 名程度について記載し、会社法施行
規則第 67 条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載す
ること。ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数

の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の
多い順に10名程度についても併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規

定する市町村をいう。）までを記載しても差し支えない。 

ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に 10名程度について記載し、会社法施行規則第 67条第１項の規
定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が
二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めてい

るとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度につ
いても併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規

定する市町村をいう。）までを記載しても差し支えない。 
ｄ （略） 

⒃～(29) （略） 
ｄ （略） 

⒃～(29) （略） 

(30) 中間連結財務諸表及び中間財務諸表 
提出会社が特定事業会社であって、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合は、

「１ 四半期連結財務諸表」及び「２ その他」を「１ 中間連結財務諸表」、「２ その他」、「３ 

中間財務諸表」及び「４ その他」とし、第五号様式の記載上の注意(26)から(37)までに準じて、中間連結
貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中
間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書並びに中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表を作成してい
ない場合に限る。）を記載すること。 
なお、これらに加えて、第２四半期連結会計期間に係る損益の状況を四半期連結損益計算書及び四半期

連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書の形式により「２ その他」（四半期連結財
務諸表を作成していない場合には、第２四半期会計期間に係る損益の状況を四半期損益計算書の形式によ
り「４ その他」）に記載することができる。 

(30) 中間連結財務諸表及び中間財務諸表 
提出会社が特定事業会社であって、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合は、

「１ 四半期連結財務諸表」及び「２ その他」を「１ 中間連結財務諸表」、「２ その他」、「３ 

中間財務諸表」及び「４ その他」とし、第五号様式の記載上の注意(25)から(36)までに準じて、中間連結
貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中
間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書並びに中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表を作成してい
ない場合に限る。）を記載すること。 
なお、これらに加えて、第２四半期連結会計期間に係る損益の状況を四半期連結損益計算書及び四半期

連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書の形式により「２ その他」（四半期連結財
務諸表を作成していない場合には、第２四半期会計期間に係る損益の状況を四半期損益計算書の形式によ
り「４ その他」）に記載することができる。 

(31)・(32) （略） (31)・(32) （略） 
(33) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 
(33) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に
おける保証会社の直近の事業年度（ｃにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証会社の経
営成績の概要について、第三号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の

状況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略すること

ができる。 

ｃ 当該保証会社の直近事業年度の次の事業年度が６月を超える場合であって、当該事業年度が開始した
日からおおむね９箇月経過後に本四半期報告書が提出される場合には、ｂにより記載すべき当該保証会
社の経営成績の概要に加えて、当該事業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の経営成績の概要

について、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに
準じて記載すること。 
なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略

することができる。 
ｄ ｂ又はｃにより記載すべき当該保証会社の経営成績の概要が、本四半期報告書の提出日前に提出した
提出会社の前事業年度に係る有価証券報告書における「提出会社の保証会社等の情報」（第三号様式

「第二部 提出会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」、第三号の二様式「第三部 提出
会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」又は第四号様式「第二部 提出会社の保証会社等
の情報」をいう。）に記載されている場合には、当該保証会社の経営成績の概要の記載に代えて、当該

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に
おける保証会社の直近の事業年度（ｃにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証会社の業
績の概要について、第三号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状

況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略すること

ができる。 

ｃ 当該保証会社の直近事業年度の次の事業年度が６月を超える場合であって、当該事業年度が開始した
日からおおむね９箇月経過後に本四半期報告書が提出される場合には、ｂにより記載すべき当該保証会
社の業績の概要に加えて、当該事業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の業績の概要につい

て、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて
記載すること。 
なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略

することができる。 
ｄ ｂ又はｃにより記載すべき当該保証会社の業績の概要が、本四半期報告書の提出日前に提出した提出
会社の前事業年度に係る有価証券報告書における「提出会社の保証会社等の情報」（第三号様式「第二

部 提出会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」、第三号の二様式「第三部 提出会社の
保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」又は第四号様式「第二部 提出会社の保証会社等の情
報」をいう。）に記載されている場合には、当該保証会社の業績の概要の記載に代えて、当該有価証券
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● 第 五 号 様 式 

有価証券報告書に記載された当該保証会社に関する情報を参照する旨を記載することができる。 報告書に記載された当該保証会社に関する情報を参照する旨を記載することができる。 

(34)～(37) （略） (34)～(37) （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第五号様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

第五号様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１ （略） 
第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑼ （新設） 

２【事業等のリスク】⑽ （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⑾ １【業績等の概要】⑼ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⑽ 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑾ 
（削る） ４【事業等のリスク】(11－２) 
４【経営上の重要な契約等】⑿ 

５【研究開発活動】⒀ 

５【経営上の重要な契約等】⑿ 

６【研究開発活動】⒀ 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(13－２) 

第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

第３ （略） 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】⒄ 
①【ライツプランの内容】⒄ 
②【その他の新株予約権等の状況】⒅  

中間会計期間末現在 
（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 
（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】⒆ 

（略） 

⑶【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】(17－２) 

（略） 
（削る） ⑷【ライツプランの内容】⒅ 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の状況】⒇ 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の状況】⒆ 

（略） 
⑸【大株主の状況】(21)                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数

に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【大株主の状況】⒇                            年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】(22) 

（略） 

⑺【議決権の状況】(21) 

（略） 
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２【株価の推移】(23) 

（略） 
３【役員の状況】(24) 

２【株価の推移】(22) 

（略） 
３【役員の状況】(23) 

第５【経理の状況】(25) 

１【中間連結財務諸表等】 
⑴【中間連結財務諸表】(26) 
①【中間連結貸借対照表】(27) 

②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】(28) 
③【中間連結株主資本等変動計算書】(29) 
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】(30) 

⑵【その他】(31) 
２【中間財務諸表等】 
⑴【中間財務諸表】(32) 

①【中間貸借対照表】(33) 
②【中間損益計算書】(34) 
③【中間株主資本等変動計算書】(35) 

④【中間キャッシュ・フロー計算書】(36) 
⑵【その他】(37) 

第６【提出会社の参考情報】(38) 

第５【経理の状況】(24) 

１【中間連結財務諸表等】 
⑴【中間連結財務諸表】(25) 
①【中間連結貸借対照表】(26) 

②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】(27) 
③【中間連結株主資本等変動計算書】(28) 
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】(29) 

⑵【その他】(30) 
２【中間財務諸表等】 
⑴【中間財務諸表】(31) 

①【中間貸借対照表】(32) 
②【中間損益計算書】(33) 
③【中間株主資本等変動計算書】(34) 

④【中間キャッシュ・フロー計算書】(35) 
⑵【その他】(36) 

第６【提出会社の参考情報】(37) 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(39) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(40) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(41) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(42) 
（略） 

第３【指数等の情報】(43) 

（略） 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(38) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(39) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(40) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(41) 
（略） 

第３【指数等の情報】(42) 

（略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑹ （略） 

⑺ 関係会社の状況 
ａ （略） 

（記載上の注意） 
⑴～⑹ （略） 

⑺ 関係会社の状況 
ａ （略） 

ｂ 住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。(21)ｃにおいて同じ。）ま

でを記載しても差し支えない。また、主要な事業の内容については、セグメント情報の名称を記載するこ
とで差し支えない。 

ｂ 住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。⒇ｃにおいて同じ。）

までを記載しても差し支えない。また、主要な事業の内容については、セグメント情報の名称を記載す
ることで差し支えない。 

ｃ～ｆ （略） 

⑻ 従業員の状況 
ａ 当中間連結会計期間の末日現在の連結会社における従業員数（就業人員数をいう。以下この様式におい
て同じ。）をセグメント情報に関連付けて記載すること。また、提出会社の当中間会計期間の末日現在の従

業員数をセグメント情報に関連付けて記載すること。 

ｂ・ｃ （略） 

ｃ～ｆ （略） 

⑻ 従業員の状況 
ａ 当中間連結会計期間の末日現在の連結会社における従業員数（就業人員数をいう。以下この様式にお
いて同じ。）をセグメント情報に関連付けて記載すること。また、提出会社の当中間会計期間の末日現

在の従業員について、その数を記載すること。 

ｂ・ｃ （略） 
⑼ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。ｂ及びｃにおいて
同じ。）において、連結会社（中間連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。ｂにおいて同
じ。）が経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めてい

（新設） 
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る場合における当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載

された内容に比して重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状
況を判断するための客観的な指標等を定めた場合には、その内容及び理由を記載すること。 

ｂ 当中間連結会計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更があ

った場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針等を具体
的に記載すること。 
なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下この様式において「基

本方針」という。）を定めている会社については、会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 118
条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断したも

のである旨を記載すること。 
⑽ 事業等のリスク 
ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。ｃにおいて同

じ。）において、半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事
項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更が

あった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。 
ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（⑾ａ⒟において「重要事象等」という。）が存在する

場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 
ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断したも
のである旨を記載すること。 

（新設） 

⑾ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ⑼ 業績等の概要 
ａ 半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよ
う、提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下⑾において「経営成績等」という。）

の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的
に、かつ、分かりやすく記載すること。なお、経営成績等の状況の概要には、次の⒜及び⒝に掲げるもの
を、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容には、次の⒞及び⒟に掲げるものを含

めて記載すること。 
⒜ 当中間連結会計期間における事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの経営成績の状況並
びにキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合

は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況について、前年同期と比較して、その
概要を記載すること。なお、提出会社が経営方針・経営戦略等を定めている場合で、経営者において、
当該経営方針・経営戦略等との比較が、前年同期との比較よりも投資者の理解を深めると判断したとき

は、前年同期との比較に代えて、当該経営方針・経営戦略等と比較して記載することができる。 
⒝ セグメント情報に関連付けて、生産、受注及び販売の実績を記載し、生産能力、主要な原材料価格、
主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、季節的変動が大きい場合、その他生

産、受注及び販売等に関して特記すべき事項がある場合には、その内容についても記載すること。ま
た、主要な販売先がある場合には、当中間連結会計期間の前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間
における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること。ただし、当

該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。 
⒞ 経営成績等に重要な影響を与えた要因について、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごと
に、経営者の視点による認識及び分析・検討内容を記載すること。また、資本の財源及び資金の流動性

に係る情報についても記載すること。 
⒟ 「２ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、経営
者の視点から、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善する

ａ 当中間連結会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準によ
り中間連結財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況に

ついて、前年同期と比較して分析的に記載すること。 
なお、業績については、セグメント情報の区分により記載すること。 
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ための対応策を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｂ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断したも
のである旨を記載すること。 

ｃ 中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間における経営成績等の状況の概要及び経
営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容について、ａ及びｂに準じて記載すること。 

（新設） 
 

ｂ 中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間における業績及びキャッシュ・フロー
（中間財務諸表等規則第２条の２第４号に規定するキャッシュ・フローをいう。）の状況について、前
年同期と比較して分析的に記載すること。 

（削る） ⑽ 生産、受注及び販売の状況 
ａ 当中間連結会計期間における生産、受注及び販売の実績について、前年同期と比較して、セグメント
情報に関連付けて記載すること。ただし、業種・業態によりこれによりがたい場合には、「業績等の概

要」の記載に含めて生産、受注及び販売の状況について記載することができる。 
ｂ 中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間における生産、受注及び販売の実績に
ついて前年同期と比較して事業部門等に関連付けて記載すること。また、当中間会計期間の前中間会計

期間及び当中間会計期間における輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総
額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。ただし、総販売実績に対する輸出
高の割合が100分の10未満である場合には、記載を省略することができる。 

ｃ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、季
節的変動が大きい場合、その他生産、受注及び販売等に関して特記すべき事項があるときは、セグメン
ト情報に関連付けてその内容について記載すること。 

ｄ 主要な販売先がある場合には、当中間連結会計期間の前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間
（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間の前中間会計期間及び当中間会計期間）
における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること。ただし、当

該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。 
（削る） ⑾ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。ｂ及びｃにおい

て同じ。）において、連結会社（中間連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。ｂにおいて同
じ。）が経営方針・経営戦略等若しくは指標等（経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指
標等をいう。以下ａにおいて同じ。）を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等若しくは指

標等に重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等若しくは指標等を定めた場合には、そ
の内容を記載すること。 

ｂ 当中間連結会計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更が

あった場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針等を
具体的に記載すること。 
なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下この様式において

「基本方針」という。）を定めている会社については、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）
第118条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断した

ものである旨を記載すること。 
（削る） (11－２) 事業等のリスク 

ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）において、この

半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した
場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合

には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。 
 ｂ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（(13－２)のｂにおいて「重要事象等」という。）

が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載すること。 
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ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断した

ものである旨を記載すること。 
⑿ 経営上の重要な契約等 ⑿ 経営上の重要な契約等 
ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下⑿において同

じ。）において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共
通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれらの契約に重要な変更
若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

（新設） 

ｂ 当中間連結会計期間において、吸収合併又は新設合併が行われることが、業務執行を決定する機関によ
り決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は新設合併の目的、条件、引継資産・負
債の状況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当て

られる吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社となる会社の株式の数その他の財産（吸収合併
存続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該吸
収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社（吸収合併消滅会社となる会社の株式１株又は持

分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合に
は、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併設立会社となる会社の資本金・事業の内容等について
記載すること。 

ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下⑿において
同じ。）において、吸収合併又は新設合併が行われることが、業務執行を決定する機関により決定され
た場合には、重要性の乏しいものを除き、吸収合併又は新設合併の目的、条件、引継資産・負債の状

況、吸収合併消滅会社となる会社又は新設合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられ
る吸収合併存続会社となる会社又は新設合併設立会社となる会社の株式の数その他の財産（吸収合併存
続会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該吸

収合併又は新設合併の後の吸収合併存続会社となる会社（吸収合併消滅会社となる会社の株式１株又は
持分に割り当てられる財産が吸収合併存続会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場
合には、当該有価証券の発行者を含む。）又は新設合併設立会社となる会社の資本金・事業の内容等に

ついて記載すること。 
ｃ （略） ｂ （略） 
（削る） ｃ 当中間連結会計期間において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業

上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれら
の契約に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

ｄ・ｅ （略） 

⒀ （略） 

ｄ・ｅ （略） 

⒀ （略） 
（削る） (13－２) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

ａ この半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができ

るよう、提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検
討内容（例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に
係る情報）を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｂ 「４ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該
重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体
的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断した
ものである旨を記載すること。 

⒁・⒂ （略） ⒁・⒂ （略） 

⒃ 株式の総数等 
ａ～ｆ （略） 
ｇ 「発行数」の欄には、当中間会計期間の末日現在及び提出日現在の発行数を記載すること。 

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備に関する法律（平成 13 年法律第 129 号）第 19 条第２項の規定により新株予約権付社債
とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみなされ

る新株引受権証券（以下ｇ及び⒇において「旧転換社債等」という。）を発行している場合を含む。）の
「提出日現在」の欄に記載すべき発行数については、当該新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を
含む。）によるものに限り、半期報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記載することができ

る。ただし、その旨を欄外に記載すること。 

⒃ 株式の総数等 
ａ～ｆ （略） 
ｇ 「発行数」の欄には、当中間会計期間の末日現在及び提出日現在の発行数を記載すること。 

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第２項の規定により新株予約権付
社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第３項の規定により新株予約権証券とみ

なされる新株引受権証券（以下ｃ、⒄及び⒆において「旧転換社債等」という。）を発行している場合
を含む。）の「提出日現在」の欄に記載すべき発行数については、当該新株予約権の行使（旧転換社債
等の権利行使を含む。）によるものに限り、半期報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記

載することができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。 
ｈ～ｊ （略） ｈ～ｊ （略） 
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⒄ ライツプランの内容 

「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」にお
いて記載を要する基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行している場合に

は、第二号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(40)ａ中
「最近事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「届出書」とあるのは「半期報告書」と読み替えるも
のとする。 

（新設） 

⒅ その他の新株予約権等の状況 

「⑵ 新株予約権等の状況」の「① ライツプランの内容」に記載した新株予約権以外の新株予約権又は
新株予約権付社債を発行している場合には、第二号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合に
おいて、第二号様式記載上の注意(41)ａ及びｃ中「最近事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「届出

書」とあるのは「半期報告書」と読み替えるものとする。 

⒄ 新株予約権等の状況 

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当中間会計期間の末日現在並びに半期報
告書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に係る新株予約
権の数、新株予約権のうち自己新株予約権の数、目的となる株式の種類（内容を含む。）及び株式数、

行使時の払込金額、行使期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使
の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項並びに組織再編成行為に伴う交付に関する事項を
記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。 

 
 
 

ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予約権又は新株
予約権付社債に準じて記載すること。 

ｃ 旧転換社債等を発行している場合には、当中間会計期間の末日現在並びに半期報告書提出日の属する

月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権
の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること。 

 

 
 

ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする

ときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を記載すること。 
ｅ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄には、会社法第 236条第１項第８号に
規定する事項を記載すること。 

 
 
 

ｆ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を発行している場合には、その旨、当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等の特質及び⒃のｅの⒜から⒠までに掲げる事項を欄外に記載すること。 

ｇ 会社法第 236条第１項各号に掲げる事項につき異なる定めをした内容の異なる新株予約権を発行した

場合には、内容の異なる新株予約権ごとに記載すること。 
⒆ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

(17－２) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

（削る） ⒅ ライツプランの内容 
ａ 「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
において記載を要する基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行して
いる場合には、「ライツプランの内容」の欄に記載すること。なお、「⑵ 新株予約権等の状況」の記
載と重複している場合には、その旨のみを記載することができる。 

ｂ 「ライツプランの内容」の欄には、発行済みの新株予約権について記載することを要し、未発行の場
合には記載を要しない。 

⒇ 発行済株式総数、資本金等の状況 

（略） 
(21) 大株主の状況 

ａ・ｂ （略） 

⒆ 発行済株式総数、資本金等の状況 

（略） 
⒇ 大株主の状況 
ａ・ｂ （略） 

ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順（提出会社を除く。）に 10 名程度について記載し、会社法施行規則
第 67 条第１項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。
ただし、会社が二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式

数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名
程度についても併せて記載すること。 

ｃ 「大株主」は、所有株式数の多い順に 10名程度について記載し、会社法施行規則第 67条第１項の規
定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を併せて記載すること。ただし、会社が
二以上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めてい

るとき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度につ
いても併せて記載すること。 
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なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支

えない。 

なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し

支えない。 
ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 

(22) 議決権の状況 

（略） 
(23) 株価の推移 

（略） 

(24) 役員の状況 
（略） 

(21) 議決権の状況 

（略） 
(22) 株価の推移 

（略） 

(23) 役員の状況 
（略） 

(25) 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又はこ
れに準じて中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下(25)において「中間連結財務諸表等」という。）を作
成している場合には、その旨を記載すること。 

(24) 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又は
これに準じて中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下(24)において「中間連結財務諸表等」とい
う。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

ｂ～ｆ （略） 
(26) 中間連結財務諸表 

（略） 

(27) 中間連結貸借対照表 
（略） 

(28) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 

（略） 
(29) 中間連結株主資本等変動計算書 

（略） 

(30) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（略） 

(31) その他 

（略） 
(32) 中間財務諸表 

ａ （略） 

ｂ～ｆ （略） 
(25) 中間連結財務諸表 

（略） 

(26) 中間連結貸借対照表 
（略） 

(27) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 

（略） 
(28) 中間連結株主資本等変動計算書 

（略） 

(29) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（略） 

(30) その他 

（略） 
(31) 中間財務諸表 

ａ （略） 

ｂ 指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合（(25)のｄに該当する場合に限る。）には、ａ、
ｃ、ｄ及び(33)から(36)までの規定により記載した中間財務諸表の下に「国際会計基準による中間財務諸表」
の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表を記載することができる。なお、当該指

定国際会計基準により作成した中間財務諸表は、ａ、ｃ、ｄ及び(33)から(36)までの規定により記載するこ
と。 

ｂ 指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合（(24)のｄに該当する場合に限る。）には、
ａ、ｃ、ｄ及び(32)から(35)までの規定により記載した中間財務諸表の下に「国際会計基準による中間財
務諸表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表を記載することができる。な

お、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表は、ａ、ｃ、ｄ及び(32)から(35)までの規定によ
り記載すること。 

ｃ・ｄ （略） 

(33) 中間貸借対照表 
（略） 

(34) 中間損益計算書 

（略） 
(35) 中間株主資本等変動計算書 

（略） 

(36) 中間キャッシュ・フロー計算書 
（略） 

(37) その他 

（略） 
(38) 提出会社の参考情報 

（略） 

ｃ・ｄ （略） 

(32) 中間貸借対照表 
（略） 

(33) 中間損益計算書 

（略） 
(34) 中間株主資本等変動計算書 

（略） 

(35) 中間キャッシュ・フロー計算書 
（略） 

(36) その他 

（略） 
(37) 提出会社の参考情報 

（略） 
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(39) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 

（略） 
(40) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 

(41) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 
ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本半期報告書の提出日におけ

る保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の経営成績の概要について、第三号様式「第一部 企
業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略することが

できる。 
ただし、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本半期報告書の提出日の属する保証会社

の事業年度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本半期報告書が提出された場合には、当該事業年度

が開始した日以後６箇月の当該保証会社の経営成績の概要について、本様式「第一部 企業情報」の「第
１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略す

ることができる。 
(42) 保証会社以外の会社の情報 

（略） 

(43) 指数等の情報 
（略） 

(44) 指定国際会計基準による中間連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 
(45) 修正国際基準による中間連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 

(46) 読替え 
（略） 

(38) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 

（略） 
(39) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 

(40) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 
ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本半期報告書の提出日にお

ける保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の業績の概要について、第三号様式「第一部 企
業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、連結キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書については記載を省略すること

ができる。 
ただし、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本半期報告書の提出日の属する保証会

社の事業年度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本半期報告書が提出された場合には、当該事業

年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の業績の概要について、本様式「第一部 企業情報」の
「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略

することができる。 
(41) 保証会社以外の会社の情報 

（略） 

(42) 指数等の情報 
（略） 

(43) 指定国際会計基準による中間連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 
(43－２) 修正国際基準による中間連結財務諸表の修正に伴う記載 

（略） 

(44) 読替え 
（略） 

(47) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の
「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号
様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」とある

のは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(45) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」
の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載する
こと。なお、第二号様式記載上の注意(86)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替

えて記載すること。 
(48) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者に

よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注
意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間
会計期間」と読み替えて記載すること。 

(46) 学校法人等の特例 
提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生産、

受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第
二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載するこ
と。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第五号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１・２ （略） 
３【株式等の状況】⑺ 

⑴ （略） 

第五号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１・２ （略） 
３【株式等の状況】⑺ 

⑴ （略） 
⑵【新株予約権等の状況】 ⑵【新株予約権等の状況】 
①【ライツプランの内容】 

②【その他の新株予約権等の状況】  
中間会計期間末現在 

（ 年 月 日） 

提出日の前月末現在 

（ 年 月 日） 

新株予約権の数   

新株予約権のうち自己新株予約権の数   

新株予約権の目的となる株式の種類   

新株予約権の目的となる株式の数   

新株予約権の行使時の払込金額   

新株予約権の行使期間   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

  

新株予約権の行使の条件   

新株予約権の譲渡に関する事項   

代用払込みに関する事項   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
  

 

⑶ （略） ⑶ （略） 

（削る） ⑷【ライツプランの内容】 

決議年月日  

付与対象者  

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  
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新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使時の払込金額  

新株予約権の行使期間  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
 

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の譲渡に関する事項  

取得条項に関する事項  

信託の設定の状況  

代用払込みに関する事項  
 

⑷【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（略） 

⑸【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（略） 
⑸【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株

式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【大株主の状況】                             年  月  日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

    

    

    

    

計 ―   
 

⑹【議決権の状況】 

（略） 
４～６ （略） 

第２【事業の状況】 

⑺【議決権の状況】 

（略） 
４～６ （略） 

第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑾ （新設） 
２【経営成績等の概要】⑿ １【業績等の概要】⑾ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⑿ 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒀ 
３【経営上の重要な契約等】⒀ 
４【研究開発活動】⒁ 

４【経営上の重要な契約等】⒁ 
５【研究開発活動】⒂ 

第３【設備の状況】 
１【主要な設備の状況】⒂ 
２【設備の新設、除却等の計画】⒃ 

第３【設備の状況】 
１【主要な設備の状況】⒃ 
２【設備の新設、除却等の計画】⒄ 

第４【経理の状況】⒄ 第４【経理の状況】⒅ 
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１【中間財務諸表】⒅ 

（略） 
２【その他】⒆ 

第５【提出会社の参考情報】⒇ 

１【中間財務諸表】⒆ 

（略） 
２【その他】⒇ 

第５【提出会社の参考情報】(21) 

第二部【関係会社の情報】(21) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(22) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(23) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(24) 

第二部【関係会社の情報】(22) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(23) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(24) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(25) 
第２【保証会社以外の会社の情報】(25) 
（略） 

第３【指数等の情報】(26) 
（略） 

第２【保証会社以外の会社の情報】(26) 
（略） 

第３【指数等の情報】(27) 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑹ （略） 
⑺ 株式等の状況 

第五号様式記載上の注意⒃から(22)までに準じて記載すること。 

⑻ 株価の推移 
第五号様式記載上の注意(23)に準じて記載すること。 

⑼ 役員の状況 

第五号様式記載上の注意(24)に準じて記載すること。 
⑽ （略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑹ （略） 
⑺ 株式等の状況 

第五号様式記載上の注意⒃から(21)までに準じて記載すること。 

⑻ 株価の推移 
第五号様式記載上の注意(22)に準じて記載すること。 

⑼ 役員の状況 

第五号様式記載上の注意(23)に準じて記載すること。 
⑽ （略） 

⑾ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 当中間会計期間において、提出会社が経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断する
ための客観的な指標等を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等について、
既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更があったとき又は新たに経営方針・

経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めた場合には、その内容
及び理由を記載すること。 

ｂ 当中間会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更があった場合又は

新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針等を具体的に記載す
ること。 
なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている会社について

は、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号に掲げる事項を記載すること。 
ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間会計期間の末日現在において判断したもの
である旨を記載すること。 

（新設） 

⑿ 経営成績等の概要 
ａ 当中間会計期間における経営成績及びキャッシュ・フローの状況について、前年同期と比較して分析
的に記載すること。 

ｂ 当中間会計期間における生産、受注及び販売の実績について、前年同期と比較してセグメント情報に
関連付けて記載すること。 

ｃ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、季

節的変動が大きい場合、その他生産、受注、販売等に関して特記すべき事項がある場合には、セグメン
ト情報に関連付けてその内容について記載すること。 

ｄ 主要な販売先がある場合には、当中間会計期間の前中間会計期間及び当中間会計期間における相手先

⑾ 業績等の概要 
当中間会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（中間財務諸表等規則第２条の２第４号に規定す

るキャッシュ・フローをいう。）の状況について、前年同期と比較して分析的に記載すること。 

（新設） 
 
（新設） 

 
 
（新設） 
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別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること。ただし、当該割合が 100分

の10未満の相手先については記載を省略することができる。 
（削る） ⑿ 生産、受注及び販売の状況 

ａ 当中間会計期間における生産、受注及び販売の実績について前年同期と比較して事業部門等に関連付

けて記載すること。また、当中間会計期間の前中間会計期間及び当中間会計期間における輸出高の総額
及び総販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の
割合を記載すること。ただし、総販売実績に対する輸出高の割合が 100 分の 10 未満である場合には、

記載を省略することができる。 
ｂ 生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、季
節的変動が大きい場合、その他生産、受注及び販売等に関して特記すべき事項があるときは、事業部門

別に関連付けてその内容について記載すること。 
ｃ 主要な販売先がある場合には、当中間会計期間の前中間会計期間及び当中間会計期間における相手先
別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること。ただし、当該割合が 100分

の10未満の相手先については記載を省略することができる。 
（削る） ⒀ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ 当中間会計期間において、提出会社が経営方針・経営戦略等若しくは指標等（経営上の目標の達成状

況を判断するための客観的な指標等をいう。以下ａにおいて同じ。）を定めている場合における当該経
営方針・経営戦略等若しくは指標等に重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等若しく
は指標等を定めた場合には、その内容を記載すること。 

ｂ 当中間会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更があった場合又は
新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針等を具体的に記載す
ること。 

なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている会社について
は、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間会計期間の末日現在において判断したもの

である旨を記載すること。 
⒀ 経営上の重要な契約等 ⒁ 経営上の重要な契約等 
ａ 当中間会計期間において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の

損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれらの契
約に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

（新設） 

ｂ・ｃ （略） ａ・ｂ （略） 

（削る） ｃ 当中間会計期間において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の
損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれらの契
約に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 
⒁ 研究開発活動 

（略） 

⒂ 主要な設備の状況 
（略） 

⒃ 設備の新設、除却等の計画 

（略） 
⒄ 経理の状況 
（略） 

⒂ 研究開発活動 
（略） 

⒃ 主要な設備の状況 
（略） 

⒄ 設備の新設、除却等の計画 

（略） 
⒅ 経理の状況 
（略） 

⒅ 中間財務諸表 
第五号様式記載上の注意(32)から(36)までに準じて記載すること。 

⒆ その他 

⒆ 中間財務諸表 
第五号様式記載上の注意(31)から(35)までに準じて記載すること。 

⒇ その他 
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第五号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

⒇ 提出会社の参考情報 
第五号様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 

第五号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

(21) 提出会社の参考情報 
第五号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

(21) 関係会社の情報 

ａ 当中間連結会計期間において、提出会社の関係会社（重要性の乏しい関係会社を除く。以下(21)におい
て同じ。）に異動があった場合には、その内容を記載すること。 
また、新たに提出会社の関係会社となった会社等については、当該関係会社の名称、住所、資本金又

は出資金、主要な事業の内容、議決権に対する提出会社の所有割合及び提出会社と関係会社との関係内
容（例えば、役員の兼任等、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容をい
う。）について記載すること。なお、中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間に

おける提出会社の関係会社の異動の状況について、これに準じて記載すること。 

(22) 関係会社の情報 

ａ 当中間連結会計期間において、提出会社の関係会社（重要性の乏しい関係会社を除く。以下この(22)に
おいて同じ。）に異動があった場合には、その内容を記載すること。 
また、新たに提出会社の関係会社となった会社等については、当該関係会社の名称、住所、資本金又

は出資金、主要な事業の内容、議決権に対する提出会社の所有割合及び提出会社と関係会社との関係内
容（例えば、役員の兼任等、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容をい
う。）について記載すること。なお、中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間に

おける提出会社の関係会社の異動の状況について、これに準じて記載すること。 
ｂ～ｆ （略） 

(22) 保証の対象となっている社債 

第五号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 
(23) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
第五号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合において、第五号様式記載上の注意(41)ｂ

中「第５ 経理の状況」とあるのは「第４ 経理の状況」と読み替えるものとする。 

(25) 保証会社以外の会社の情報 
第五号様式記載上の注意(42)に準じて記載すること。 

(26) 指数等の情報 

第五号様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 
(27) 読替え 

（略） 

ｂ～ｆ （略） 
(23) 保証の対象となっている社債 

第五号様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 
(24) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 

(25) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
第五号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。ただし、「第５ 経理の状況」とあるのは「第４

 経理の状況」と読み替えるものとする。 

(26) 保証会社以外の会社の情報 
第五号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 

(27) 指数等の情報 

第五号様式記載上の注意(42)に準じて記載すること。 
(28) 読替え 

（略） 

(28) 社会医療法人債券の特例 
提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 経営成績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。な

お、第二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載
すること。 

(29) 社会医療法人債券の特例 
提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載する

こと。なお、第二号様式記載上の注意(86)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替
えて記載すること。 

(29) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 経営成
績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式
記載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(30) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 生産、
受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第
二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載するこ

と。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第五号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】              親会社等状況報告書 
（略） 

第１【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

第五号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】              親会社等状況報告書 
（略） 

第１【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴ （略） 

⑵【大株主の状況】 

氏名又は名称 住 所 所有株式数（株） 

発行済株式（自己株

式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

⑵【大株主の状況】 

氏名又は名称 住 所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％） 

    

    

    

計 ―   
 

２ （略） 
第２ （略） 
（記載上の注意） 

（略） 

２ （略） 
第２ （略） 
（記載上の注意） 

（略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 
● 第 二 号 の 四 様 式 

改  正  案 現     行 
  
第六号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 新規発行（売出）有価証券 
ａ 募集又は売出しをしようとする有価証券で発行価額又は売出価額の総額（当該有価証券が新株予約権

証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額）が１億円未満であるものについ
て記載すること。 

ｂ～ｍ （略） 

⑹～⑼ （略） 

第六号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 新規発行（売出）有価証券 
ａ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額（当該有価証券が新株

予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予
約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額）が１億円未満であるものについて、記
載すること。 

ｂ～ｍ （略） 

⑹～⑼ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第七号様式 
【表紙】   

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部 （略） 

第二部【企業情報】 
第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第七号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部 （略） 

第二部【企業情報】 
第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(35) （新設） 
２【事業等のリスク】(36) （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(37) １【業績等の概要】(35) 

（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】(36) 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(37) 
（削る） ４【事業等のリスク】(38) 

４【経営上の重要な契約等】(38) 
５【研究開発活動】(39) 

５【経営上の重要な契約等】(39) 
６【研究開発活動】(40) 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】(41) 

第４【設備の状況】(40) 
（略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】(41) 
（略） 

⑵【発行済株式総数及び資本金の推移】(42) 
（略） 
⑶【所有者別状況】(43) 

第４【設備の状況】(42) 
（略） 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 
⑴【株式の総数等】(43) 
（略） 

⑵【発行済株式総数及び資本金の推移】(44) 
（略） 
⑶【所有者別状況】(45) 

⑷【大株主の状況】(44) 
（略） 

⑷【大株主の状況】(46) 
（略） 

２【配当政策】(45) 

３【株価の推移】(46) 
（略） 

４【役員の状況】(47) 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(48) 
⑵【監査報酬の内容等】(49) 

（略） 

２【配当政策】(47) 

３【株価の推移】(48) 
（略） 

４【役員の状況】(49) 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(50) 
⑵【監査報酬の内容等】(51) 

（略） 
第６【経理の状況】(50) 
１【財務書類】(51) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(52) 
３【その他】(53) 

第７【外国為替相場の推移】(54) 

第６【経理の状況】(52) 
１【財務書類】(53) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(54) 
３【その他】(55) 

第７【外国為替相場の推移】(56) 
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（略） 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(55) 
第９【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(56) 

２【その他の参考情報】(57) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(58) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(59) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(60) 
（略） 

第２【保証会社以外の会社の情報】(61) 

（略） 
第３【指数等の情報】(62) 
（略） 

（略） 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(57) 
第９【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】(58) 

２【その他の参考情報】(59) 
第三部【提出会社の保証会社等の情報】 
第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(60) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(61) 
（略） 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(62) 
（略） 

第２【保証会社以外の会社の情報】(63) 

（略） 
第３【指数等の情報】(64) 
（略） 

第四部【特別情報】 
第１【最近の財務書類】（63） 
第２【有価証券の様式】（64） 

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】（65） 

第四部【特別情報】 
第１【最近の財務書類】(65) 
第２【有価証券の様式】(66) 

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】(67) 
（記載上の注意） 
⑴ 一般的事項 

ａ～ｆ （略） 
ｇ 第二部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 財務書類として連結財務諸表と個別財務諸表の両者を掲げている場合には、次によること。 
① 財務諸表等規則第 131条第１項又は第２項の規定により提出会社が本国又は本国以外の本邦外地
域の用語、様式及び作成方法によることとされている場合において、当該本国又は本国以外の本邦

外地域において主たる財務書類が連結財務諸表とされているときにあっては⒜に準じて記載し、主
たる財務書類が個別財務諸表とされているときにあっては⒝に準じて記載するとともに、企業集団
の状況に関する重要な事項及び経営成績の概要を記載すること。 

② （略） 
ｈ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 最近の財務書類」及び「第２ 有価証券の様式」に掲げる事
項にあっては提出会社が継続開示会社である場合、「第３ 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表

又は財務書類」に掲げる事項にあっては当該保証会社及び連動子会社が継続開示会社である場合には、
それぞれ記載を要しない。 

ｉ （略） 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、届出書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権限を

有するもの（以下⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称及び
代表者の氏名）を記載すること（法第27条の30の５第１項の規定により届出書を書面で提出する場合に
は、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名

すること。）。 
⑸～⑼ （略） 
⑽ 新規発行株式 

（記載上の注意） 
⑴ 一般的事項 

ａ～ｆ （略） 
ｇ 第二部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 財務書類として連結財務諸表と個別財務諸表の両者を掲げている場合には、次によること。 
① 財務諸表等規則第 131条第１項又は第２項の規定により提出会社が本国又は本国以外の本邦外地
域の用語、様式及び作成方法によることとされている場合において、当該本国又は本国以外の本邦

外地域において主たる財務書類が連結財務諸表とされているときにあっては⒜に準じて記載し、主
たる財務書類が個別財務諸表とされているときにあっては⒝に準じて記載するとともに、企業集団
の状況に関する重要な事項及び業績の概要を記載すること。 

② （略） 
ｈ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 最近の財務書類」及び「第２ 有価証券の様式」に掲げる事
項にあっては提出会社が継続開示会社である場合、「第３ 保証会社の最近の財務書類」に掲げる事項

にあっては当該保証会社が継続開示会社である場合には、それぞれ記載を要しない。 
 
ｉ （略） 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、届出書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権限を

有するもの（以下この⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称
及び代表者の氏名）を記載すること（法第27条の30の５第１項の規定により届出書を書面で提出する場合
には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署

名すること。）。 
⑸～⑼ （略） 
⑽ 新規発行株式 
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ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。⒟及び⒠において同じ。）との間で締結する予

定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｈ （略） 

⑾～⒀ （略） 
⒁ 新株予約権証券の募集 
ａ～ｐ （略） 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⒀に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号
に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同じ。）
の引受けの場合は、次の⒜から⒠までに定めるところにより記載すること。 

⒜・⒝ （略） 
⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下⒞において同じ。）の数の算定方法及び引受けの対象

となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予
約権の数を記載すること。 

⒟ （略） 

⒠ 引受人が引受けの対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合に、会
社が発行者である株券等（法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいう。以下⒠において同じ。）
に係る引受人の株券等保有割合（同条第４項に規定する株券等保有割合をいう。以下⒠において同

じ。）が 100 分の５を超えることになるときは、その旨及び届出書提出日の５日（日曜日及び令第 14
条の５に規定する休日の日数は、算入しない。）前の日における会社が発行者である株券等に係る引
受人の株券等保有割合を注記すること。 

⒂～(34) （略） 

ａ～ｃ （略） 

ｄ 新規発行株式が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、次に掲げる事項を欄外に
記載すること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項（当該権利の
行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。）について割当予定先（募
集又は売出しにより割当てを予定している者をいう。以下このｄにおいて同じ。）との間で締結する

予定の取決めの内容（締結する予定がない場合はその旨） 

⒟～⒡ （略） 
ｅ～ｈ （略） 

⑾～⒀ （略） 
⒁ 新株予約権証券の募集 
ａ～ｐ （略） 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⒀に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３号
に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下このｑにおいて同
じ。）の引受けの場合は、次の⒜から⒠までに定めるところにより記載すること。 

⒜・⒝ （略） 
⒞ 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権（法第２条第
６項第３号に規定する新株予約権をいう。以下このｑにおいて同じ。）の数の算定方法及び引受けの

対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新
株予約権の数を記載すること。 

⒟ （略） 

⒠ 引受人が引受けの対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合に、会
社が発行者である株券等（法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいう。以下この⒠において同
じ。）に係る引受人の株券等保有割合（同条第４項に規定する株券等保有割合をいう。以下この⒠に

おいて同じ。）が 100 分の５を超えることになるときは、その旨及び届出書提出日の５日（日曜日及
び令第 14条の５に規定する休日の日数は、算入しない。）前の日における会社が発行者である株券等
に係る引受人の株券等保有割合を注記すること。 

⒂～(34) （略） 
(35) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 
（新設） 

(36) 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

（新設） 

(37) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

(35) 業績等の概要 

第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 
（削る） 

 

（削る） 
 
（削る） 

(36) 生産、受注及び販売の状況 
第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

(37) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 
第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

(38) 事業等のリスク 

第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 
(38) 経営上の重要な契約等 

第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 

(39) 研究開発活動 
第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 

(39) 経営上の重要な契約等 
第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 

(40) 研究開発活動 
第二号様式記載上の注意(35)に準じて記載すること。 

（削る） (41) 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
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第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

(40) 設備の状況 
第二号様式記載上の注意(35)から(37)までに準じて記載すること。 

(41) 株式の総数等 

ａ～ｅ （略） 

(42) 設備の状況 
第二号様式記載上の注意(37)から(39)までに準じて記載すること。 

(43) 株式の総数等 

ａ～ｅ （略） 
ｆ 「第二部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
において記載を要する、基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行し
ている場合には、その数及び種類を欄外に記載すること。なお、ａにおいて新株予約権の内容を記載し
ている場合には、重複する事項についてはその旨のみを記載することができる。 

ｆ 「第二部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
において記載を要する、基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環として、新株予約権を発行し
ている場合には、その数及び種類を欄外に記載すること。なお、ａにおいて新株予約権の内容を記載し
ている場合には、重複する事項についてはその旨のみを記載することができる。 

(42) 発行済株式総数及び資本金の推移 
（略） 

(43) 所有者別状況 

（略） 

(44) 発行済株式総数及び資本金の推移 
（略） 

(45) 所有者別状況 

（略） 
(44) 大株主の状況 

ａ 最近日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社が把握

している議決権のある無記名株式の所有数の多い順に 10 名程度について記載すること。ただし、その
所有数が発行済株式総数の100分の１未満の株主については記載を要しない。 
また、会社が議決権の数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議決

権の個数の多い順に10名程度についても併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規

定する市町村をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。）までを記載しても差し支えない。 

(46) 大株主の状況 
ａ 最近日現在の議決権のある記名株式（他人（仮設人を含む。）名義のものを含む。）及び会社が把握

している議決権のある無記名株式の所有者の多い順に 10 名程度について記載すること。ただし、その
所有数が発行済株式総数の 100分の１未満の株主については記載を要しない。ただし、会社が議決権の
数が異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10

名程度についても併せて記載すること。 
なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規

定する市町村をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。）までを記載しても差し支えない。 

ｂ （略） ｂ （略） 
(45) 配当政策 

（略） 

(46) 株価の推移 
（略） 

(47) 役員の状況 

（略） 

(47) 配当政策 
（略） 

(48) 株価の推移 
（略） 

(49) 役員の状況 

（略） 
(48) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 
(50) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(49) 監査報酬の内容等 
第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)ａ

中「監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び

第二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２
項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務
計算に関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１

号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等（公認会計士法第１条の３第７項に規定
する外国監査法人等をいう。以下この様式及び第八号様式において同じ。）又は当該提出会社の内部統制
報告書について法第193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人

等をいう。以下この様式において同じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第
１項に規定する業務（外国監査法人等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、同様
式記載上の注意(57)ｂ中「監査公認会計士等と同一」とあるのは「外国監査公認会計士等と同一」と、同

様式記載上の注意(57)ｃ中「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士
等」と読み替えるものとする。 

(51) 監査報酬の内容等 
第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。この場合において、「監査公認会計士等（第19条

第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同

じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監
査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算に関する書類（法第
193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監査証明に相当する

と認められる証明を行う外国監査法人等（公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をい
う。以下この様式及び第八号様式において同じ。）又は当該提出会社の内部統制報告書について法第193
条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をいう。以下この様式

において同じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に規定する業務（外
国監査法人等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、「監査公認会計士等と同一」
とあるのは「外国監査公認会計士等と同一」と、「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社

が外国監査公認会計士等」と読み替えるものとする。 

(50) 経理の状況 (52) 経理の状況 
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（略） 

(51) 財務書類 
ａ （略） 

（略） 

(53) 財務書類 
ａ （略） 

ｂ 財務書類は、最近２事業年度（連結財務諸表規則第８条の３又は財務諸表等規則第６条に規定する比

較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近１事業年度（最近事業年度の前事業年度に係る財務
書類が法第５条第１項又は第 24 条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券
報告書に記載されていない場合には、最近２事業年度））のもの（附属明細表については最近１事業年

度のもの）を掲げること。ただし、提出会社が継続開示会社でない場合には、当該提出会社の選択によ
り最近３事業年度の財務書類（附属明細表については最近１事業年度のもの）であって、公認会計士若
しくは監査法人の監査証明を受けているもの又は外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる

証明を受けているものを掲げることができる。 
また、四半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の⒜から⒞までに掲

げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類（四

半期連結財務諸表規則第５条の３又は四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報に準ずる情
報を除く。）を併せて掲げること。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞ま
でに定める期間に係る四半期財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書

類を併せて掲げること。 
⒜ 最近事業年度の次の事業年度（以下(51)において「次の事業年度」という。）における最初の四半
期会計期間（以下(51)において「第１四半期会計期間」という。）終了後令第４条の２の 10 第３項に

規定する期間（以下(51)において「提出期間」という。）を経過する日から次の事業年度における第
１四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(51)において「第２四半期会計期間」という。）終了
後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第１四半期会計期間 

 
⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における
第２四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(51)において「第３四半期会計期間」という。）終

了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期間 
 
⒞ （略） 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の事業年度開始の日か
ら起算して８箇月を経過した日以後に届出書を提出する場合（ｃの規定により四半期財務書類を掲げた
場合を除く。）には、当該次の事業年度に係る中間財務書類（中間連結財務諸表規則第４条の２又は中

間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報に準ずる情報を除く。）も掲げること。 
ｃ １年を１事業年度とする会社（四半期報告書を提出する会社を除く。）が本邦の金融商品取引所に発
行株式を上場し、又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする

場合であって、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は
売出しを行うために次の⒜から⒞までに掲げる期間に届出書を提出するときには、ｂの規定による中間
財務書類に代えて、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類を併せて掲げることがで

きる。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期
財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書類を併せて掲げること。 
⒜ （略） 

⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における
第３四半期会計期間終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２
四半期会計期間 

⒞ （略） 

ｂ 財務書類は、最近２事業年度（連結財務諸表規則第８条の３又は財務諸表等規則第６条に規定する比

較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近１事業年度（最近事業年度の前事業年度に係る財務
書類が法第５条第１項又は第 24 条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券
報告書に記載されていない場合には、最近２事業年度））のもの（附属明細表については最近１事業年

度のもの）を掲げること。ただし、提出会社が継続開示会社でない場合には、当該提出会社の選択によ
り最近３事業年度の財務書類（附属明細表については最近１事業年度のもの）であって、公認会計士若
しくは監査法人の監査証明を受けているもの又は外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる

証明を受けているものを掲げることができる。 
また、四半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の⒜から⒞までに掲

げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類（四

半期連結財務諸表規則第５条の３又は四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報に準ずる情
報を除く。）を併せて掲げること。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞ま
でに定める期間に係る四半期財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書

類を併せて掲げること。 
⒜ 最近事業年度の次の事業年度（以下この(53)において「次の事業年度」という。）における最初の
四半期会計期間（以下この(53)において「第１四半期会計期間」という。）終了後令第４条の２の 10

第３項に規定する期間（以下この(53)において「提出期間」という。）を経過する日から次の事業年
度における第１四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下この(53)において「第２四半期会計期
間」という。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第１四半

期会計期間 
⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における
第２四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下この(53)において「第３四半期会計期間」とい

う。）終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期
間 

⒞ （略） 

また、半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の事業年度開始の日か
ら起算して８箇月を経過した日以後に届出書を提出する場合（ｃの規定により四半期財務書類を掲げた
場合を除く。）には、当該次の事業年度に係る中間財務書類（中間連結財務諸表規則第４条の２又は中

間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報に準ずる情報を除く。）も掲げること。 
ｃ １年を１事業年度とする会社（四半期報告書を提出する会社を除く。）が本邦の金融商品取引所に発
行株式を上場し、又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする

場合であって、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は
売出しを行うために次の⒜から⒞までに掲げる期間に届出書を提出するときには、ｂの規定による中間
財務書類に代えて、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類を併せて掲げることがで

きる。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期
財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書類を併せて掲げること。 
⒜ （略） 

⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における
第２四半期会計期間の次の四半期会計期間終了後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の
事業年度における第２四半期会計期間 

⒞ （略） 
(52) 主な資産・負債及び収支の内容 

（略） 
(54) 主な資産・負債及び収支の内容 

（略） 
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(53) その他 

ａ （略） 

(55) その他 

ａ （略） 
ｂ 最近事業年度の次の事業年度の経営成績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要
を前事業年度の同期間と比較して記載すること。(51)のｂにより掲げた財務書類に係る事業年度の次の

事業年度経過後に届出書を提出する場合であって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それに
よること。 

ｃ 第二号様式記載上の注意(65)のｃ及びｄ又は(73)のｄ及びｅに準じて記載すること。 

ｂ 最近事業年度の次の事業年度の業績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要を前
事業年度の同期間と比較して記載すること。(53)のｂにより掲げた財務書類に係る事業年度の次の事業

年度経過後に届出書を提出する場合であって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それによる
こと。 

ｃ 第二号様式記載上の注意(66)のｃ及びｄ又は(74)のｄ及びｅに準じて記載すること。 

ｄ （略） 
(54) 外国為替相場の推移 

（略） 

(55) 本邦における提出会社の株式事務等の概要 
（略） 

ｄ （略） 
(56) 外国為替相場の推移 

（略） 

(57) 本邦における提出会社の株式事務等の概要 
（略） 

(56) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
(57) その他の参考情報 

（略） 

(58) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 
（略） 

(59) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 
(60) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

（略） 

(61) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(62) 指数等の情報 

（略） 
(63) 最近の財務書類 

（略） 

(64) 有価証券の様式 
（略） 

(65) 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類 

（略） 
(66) 読替え 

（略） 

(58) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 
(59) その他の参考情報 

（略） 

(60) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 
（略） 

(61) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

（略） 
(62) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

（略） 

(63) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(64) 指数等の情報 

（略） 
(65) 最近の財務書類 

（略） 

(66) 有価証券の様式 
（略） 

(67) 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類 

（略） 
(68) 読替え 

（略） 

(67) 社会医療法人債券の特例 
提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、提出者の属する国・州等の法人制度全般

について記載するとともに、医療法人に関する制度の内容についても記載すること。また、「第二部 企
業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 

(69) 社会医療法人債券の特例 
提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、提出者の属する国・州等の法人制度全般

について記載するとともに、医療法人に関する制度の内容についても記載すること。また、「第二部 企
業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記
載上の注意(86)に準じて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第七号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第七号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。 
⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 
⑶ 追完情報 

ａ～ｃ （略） 
ｄ 最近事業年度の次の事業年度の経営成績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要
を前事業年度の同期間と比較して記載すること。最近事業年度の次の事業年度経過後に届出書を提出す

る場合にあって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それによること。 

⑶ 追完情報 

ａ～ｃ （略） 
ｄ 最近事業年度の次の事業年度の業績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要を前
事業年度の同期間と比較して記載すること。最近事業年度の次の事業年度経過後に届出書を提出する場

合にあって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それによること。 
⑷ 組込情報 

次に掲げる書類を届出書に添付し、その旨を記載すること。 

ａ～ｃ （略） 
ｄ ａの有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」の１から３まで
が第八号様式記載上の注意⑺のｂにより記載されている場合又は「第８ 本邦における提出会社の株式

事務等の概要」が同様式記載上の注意(38)のｃにより記載されている場合には、直近に提出されたこれ
らの基準事業年度に係る有価証券報告書における当該記載部分（最近事業年度が基準事業年度である場
合を除く。） 

⑷ 組込情報 
次に掲げる書類を届出書に添付し、その旨を記載すること。 

ａ～ｃ （略） 
ｄ ａの有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」の１から３まで
が第八号様式記載上の注意⑺のｂにより記載されている場合又は「第８ 本邦における提出会社の株式

事務等の概要」が同様式記載上の注意(39)のｃにより記載されている場合には、直近に提出されたこれ
らの基準事業年度に係る有価証券報告書における当該記載部分（最近事業年度が基準事業年度である場
合を除く。） 

ｅ～ｈ （略） ｅ～ｈ （略） 
⑸ （略） ⑸ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第七号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【発行者情報】 
第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第七号の四様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 
（略） 

第一部・第二部 （略） 

第三部【発行者情報】 
第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 
２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 

（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 
（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 

４【経営上の重要な契約等】 
５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 
６【研究開発活動】 

（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】 

第４～第９ （略） 
第四部～第六部 （略） 
（記載上の注意） 

（略） 

第４～第９ （略） 
第四部～第六部 （略） 
（記載上の注意） 

（略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 式 

改  正  案 現     行 
  
第八号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第八号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒄ （新設） 

２【事業等のリスク】⒅ （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⒆ １【業績等の概要】⒄ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⒅ 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒆ 
（削る） ４【事業等のリスク】⒇ 
４【経営上の重要な契約等】⒇ 

５【研究開発活動】(21) 

５【経営上の重要な契約等】(21) 

６【研究開発活動】(22) 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】(23) 

第４【設備の状況】(22) 

（略） 
第５【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴【株式の総数等】(23) 
（略） 

⑵【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】(24) 

（略） 
⑶【発行済株式総数及び資本金の推移】(25) 

（略） 

⑷【所有者別状況】(26) 

第４【設備の状況】(24) 

（略） 
第５【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

⑴【株式の総数等】(25) 
（略） 

⑵【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】(25－２) 

（略） 
⑶【発行済株式総数及び資本金の推移】(26) 

（略） 

⑷【所有者別状況】(27) 
⑸【大株主の状況】(27) 

（略） 
⑸【大株主の状況】(28) 

（略） 

２【配当政策】(28) 
３【株価の推移】(29) 
（略） 

４【役員の状況】(30) 
５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(31) 

⑵【監査報酬の内容等】(32) 
（略） 

２【配当政策】(29) 
３【株価の推移】(30) 
（略） 

４【役員の状況】(31) 
５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(32) 

⑵【監査報酬の内容等】(33) 
（略） 

第６【経理の状況】(33) 

１【財務書類】(34) 
２【主な資産・負債及び収支の内容】(35) 
３【その他】(36) 

第６【経理の状況】(34) 

１【財務書類】(35) 
２【主な資産・負債及び収支の内容】(36) 
３【その他】(37) 
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第７【外国為替相場の推移】(37) 

（略） 
第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(38) 
第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(39) 
２【その他の参考情報】(40) 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(41) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(42) 

（略） 
３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(43) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(44) 

（略） 
第３【指数等の情報】(45) 
（略） 

第７【外国為替相場の推移】(38) 

（略） 
第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(39) 
第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(40) 
２【その他の参考情報】(41) 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 
１【保証の対象となっている社債】(42) 
２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(43) 

（略） 
３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(44) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(45) 

（略） 
第３【指数等の情報】(46) 
（略） 

（記載上の注意） 
（略） 

⑴ 一般的事項 

ａ～ｆ （略） 
ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 財務書類として連結財務諸表と個別財務諸表の両者を掲げている場合には、次によること。 
① 財務諸表等規則第 131条第１項又は第２項の規定により提出会社が本国又は本国以外の本邦外地
域の用語、様式及び作成方法によることとされている場合において、当該本国又は本国以外の本邦

外地域において主たる財務書類が連結財務諸表とされているときにあっては⒜に準じて記載し、主
たる財務書類が個別財務諸表とされているときにあっては⒝に準じて記載するとともに、企業集団
の状況に関する重要な事項及び経営成績の概要を記載すること。 

② （略） 

（記載上の注意） 
（略） 

⑴ 一般的事項 

ａ～ｆ （略） 
ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 
⒜・⒝ （略） 

⒞ 財務書類として連結財務諸表と個別財務諸表の両者を掲げている場合には、次によること。 
① 財務諸表等規則第 131条第１項又は第２項の規定により提出会社が本国又は本国以外の本邦外地
域の用語、様式及び作成方法によることとされている場合において、当該本国又は本国以外の本邦

外地域において主たる財務書類が連結財務諸表とされているときにあっては⒜に準じて記載し、主
たる財務書類が個別財務諸表とされているときにあっては⒝に準じて記載するとともに、企業集団
の状況に関する重要な事項及び業績の概要を記載すること。 

② （略） 
⑵・⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権限を
有するもの（以下⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称及び
代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により報告書を書面で提出する場合に

は、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名
すること。）。 

⑸・⑹ （略） 

⑺ 本国における法制等の概要 
第１の１から３までの事項については、以下のいずれかにより記載すること。 

ａ （略） 

ｂ ５事業年度ごとに当該事項の記載を行う。この場合には、当該事項の記載を行った事業年度（以下ｂ
において「基準事業年度」という。）に続く４事業年度に係る報告書については、基準事業年度を明記
した上、以下によること。 

⒜・⒝ （略） 
⑻～⒀ （略） 
⒁ 事業の内容 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権限を
有するもの（以下この⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称
及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により報告書を書面で提出する場

合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が
署名すること。）。 

⑸・⑹ （略） 

⑺ 本国における法制等の概要 
第１の１から３までの事項については、以下のいずれかにより記載すること。 

ａ （略） 

ｂ ５事業年度ごとに当該事項の記載を行う。この場合には、当該事項の記載を行った事業年度（以下こ
のｂにおいて「基準事業年度」という。）に続く４事業年度に係る報告書については、基準事業年度を
明記した上、以下によること。 

⒜・⒝ （略） 
⑻～⒀ （略） 
⒁ 事業の内容 
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第二号様式記載上の注意(27)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(27)ｃ

中「提出会社が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項
に規定する特定上場会社等に該当する場合」とあるのは「本報告書が公衆の縦覧に供されることにより提
出会社が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定

する特定上場会社等に該当することとなる場合」と読み替えるものとする。 
⒂・⒃ （略） 

第二号様式記載上の注意(27)に準じて記載すること。この場合において、「提出会社が有価証券の取引

等の規制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定する特定上場会社等に該
当する場合」とあるのは「本報告書が公衆の縦覧に供されることにより提出会社が有価証券の取引等の規
制に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 59 号）第 49 条第２項に規定する特定上場会社等に該当する

こととなる場合」と読み替えるものとする。 
⒂・⒃ （略） 

⒄ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 

（新設） 

⒅ 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 

（新設） 

⒆ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

⒄ 業績等の概要 
第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。 

（削る） 

 
（削る） 
 

（削る） 
 

⒅ 生産、受注及び販売の状況 

第二号様式記載上の注意(31)に準じて記載すること。 
⒆ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第二号様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。 

⒇ 事業等のリスク 
第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 

⒇ 経営上の重要な契約等 

第二号様式記載上の注意(33)に準じて記載すること。 
(21) 研究開発活動 

第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 

(21) 経営上の重要な契約等 

第二号様式記載上の注意(34)に準じて記載すること。 
(22) 研究開発活動 

第二号様式記載上の注意(35)に準じて記載すること。 

（削る） (23) 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
第二号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

(22) 設備の状況 

第二号様式記載上の注意(35)から(37)までに準じて記載すること。 
(23) 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 

(24) 設備の状況 

第二号様式記載上の注意(37)から(39)までに準じて記載すること。 
(25) 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 

(24) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

(25－２) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 
（略） 

(25) 発行済株式総数及び資本金の推移 

ａ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の
前９事業年度及び当事業年度。(45)において同じ。）（この間に発行済株式総数及び資本金の増減がない
場合には、最後に増減があった日）における発行済株式総数及び資本金の増減について株式の種類別に

区分して記載すること。 
なお、各事業年度における資本金の増減額については、その増減ごとの金額が当該事業年度の末日の

資本金の 100分の 10以上のものについては、その増減ごとに記載することとするが、100分の 10未満

のものについては、期中の増加額及び減少額をそれぞれ一括して記載することができる。 
ｂ （略） 
ｃ 新株予約権を発行している場合には、当事業年度の末日における新株予約権の残高、新株予約権の行

使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。 
ｄ （略） 

(26) 所有者別状況 

第七号様式記載上の注意(43)の本文に準じて記載すること。 

(26) 発行済株式総数及び資本金の推移 

ａ 最近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては 10 事業年度）における（この間に発行
済株式総数及び資本金の増減がない場合にはその直近の）発行済株式総数及び資本金の増減について株
式の種類別に区分して記載すること。 

なお、各事業年度における資本金の増減額については、その増減ごとの金額が当該事業年度の末日の
資本金の 100分の 10以上のものについては、その増減ごとに記載することとするが、100分の 10未満
のものについては、期中の増加額及び減少額をそれぞれ一括して記載することができる。 

 
ｂ （略） 
ｃ 新株予約権を発行している場合には、最近事業年度の末日における新株予約権の残高、新株予約権の

行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。 
ｄ （略） 

(27) 所有者別状況 

第七号様式記載上の注意(45)の本文に準じて記載すること。 
(27) 大株主の状況 

（略） 
(28) 大株主の状況 

（略） 
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(28) 配当政策 

第七号様式記載上の注意(45)に準じて記載すること。 
(29) 株価の推移 

第七号様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 

(30) 役員の状況 
（略） 

(29) 配当政策 

第七号様式記載上の注意(47)に準じて記載すること。 
(30) 株価の推移 

第七号様式記載上の注意(48)に準じて記載すること。 

(31) 役員の状況 
（略） 

(31) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(32) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 
(32) 監査報酬の内容等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)ａ

中「監査公認会計士等（第 19 条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及
び第二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第 19 条
第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の

財務計算に関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項
第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等又は当該提出会社の内部統制報告書
について法第193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をい

う。以下この様式において同じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に
規定する業務（外国監査法人等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、同様式記載
上の注意(57)ｂ中「監査公認会計士等と同一」とあるのは「外国監査公認会計士等と同一」と、同様式記

載上の注意(57)ｃ中「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士等」と
読み替えるものとする。 

(33) 監査報酬の内容等 
第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。この場合において、「監査公認会計士等（第 19条

第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同
じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第 19 条第２項第９号の４に規定する
監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算に関する書類（法第

193 条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監査証明に相当する
と認められる証明を行う外国監査法人等又は当該提出会社の内部統制報告書について法第193条の２第２
項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をいう。以下この様式において同

じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に規定する業務（外国監査法人
等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、「監査公認会計士等と同一」とあるのは
「外国監査公認会計士等と同一」と、「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査

公認会計士等」と読み替えるものとする。 

(33) 経理の状況 

（略） 
(34) 財務書類 

第七号様式記載上の注意(51)のａ及びｂの本文に準じて記載すること。 

(34) 経理の状況 

（略） 
(35) 財務書類 

第七号様式記載上の注意(53)のａ及びｂの本文に準じて記載すること。 

(35) 主な資産・負債及び収支の内容 
第七号様式記載上の注意(52)に準じて記載すること。 

(36) その他 

ａ （略） 

(36) 主な資産・負債及び収支の内容 
第七号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 

(37) その他 

ａ （略） 
ｂ 第七号様式記載上の注意(53)のｃに準じて記載すること。 
ｃ （略） 

ｂ 第七号様式記載上の注意(55)のｃに準じて記載すること。 
ｃ （略） 

(37) 外国為替相場の推移 
（略） 

(38) 本邦における提出会社の株式事務等の概要 

ａ・ｂ （略） 
ｃ ｂに掲げる事項については、５事業年度ごとに記載することができる。この場合には、当該事項の記
載を行った事業年度（以下ｃにおいて「基準事業年度」という。）に続く４事業年度に係る報告書の当

該事項の記載については、基準事業年度を明記した上、以下によること。 

⒜・⒝ （略） 

(38) 外国為替相場の推移 
（略） 

(39) 本邦における提出会社の株式事務等の概要 

ａ・ｂ （略） 
ｃ ｂに掲げる事項については、５事業年度ごとに記載することができる。この場合には、当該事項の記
載を行った事業年度（以下このｃにおいて「基準事業年度」という。）に続く４事業年度に係る報告書

の当該事項の記載については、基準事業年度を明記した上、以下によること。 

⒜・⒝ （略） 
(39) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
(40) その他の参考情報 

（略） 

(41) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 
（略） 

(42) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

(40) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 
(41) その他の参考情報 

（略） 

(42) 保証の対象となっている社債（短期社債を除く。） 
（略） 

(43) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 
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（略） 

(43) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 
ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本報告書の提出日における

保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の経営成績の概要について、本様式「第一部 企業情
報」の「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。た
だし、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本報告書の提出日の属する保証会社の事業

年度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本報告書が提出された場合には、当該事業年度が開始し
た日以後６箇月の当該保証会社の経営成績の概要について、第十号様式「第一部 企業情報」の「第１
 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 

(44) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(45) 指数等の情報 

提出会社の発行している有価証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される指数等に関する
情報について記載すること。 
ａ （略） 

ｂ 「２ 当該指数等の推移」については、当該指数等の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度の年
度別最高・最低値及び当事業年度中最近６箇月間の月別最高・最低値を記載すること。 

 

（略） 

(44) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 
ａ （略） 
ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本報告書の提出日における

保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の業績の概要について、本様式「第一部 企業情報」
の「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。ただ
し、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本報告書の提出日の属する保証会社の事業年

度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本報告書が提出された場合には、当該事業年度が開始した
日以後６箇月の当該保証会社の業績の概要について、第十号様式「第一部 企業情報」の「第１ 本国
における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 

(45) 保証会社以外の会社の情報 
（略） 

(46) 指数等の情報 

提出会社の発行している有価証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される指数等に関する
情報について記載すること。 
ａ （略） 

ｂ 「２ 当該指数等の推移」については、当該指数等の最近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会
社にあっては 10 事業年度）の年度別最高・最低値及び当事業年度中最近６箇月間の月別最高・最低値
を記載すること。 

(46) 読替え 
（略） 

(47) 読替え 
（略） 

(47) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における
法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(67)に準じて記
載すること。また、「第一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記
載すること。 

(48) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における
法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(69)に準じて記
載すること。また、「第一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の状況」

の項目については、第二号様式記載上の注意(86)に準じて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第九号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第九号様式 
【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 （新設） 

２【事業等のリスク】 （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 １【業績等の概要】 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 
（削る） ４【事業等のリスク】 
４【経営上の重要な契約等】 

５【研究開発活動】 

５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】 

第４～第９ （略） 

第二部 （略） 

第４～第９ （略） 

第二部 （略） 
（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。 

⑴ （略） 

（記載上の注意） 
次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。 

⑴ （略） 
⑵ 「第６ 経理の状況」の「４ 最近の財務書類」については、当事業年度の前４事業年度及び当事業年
度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の前９事業年度及び当事業年度）の財務書類

（附属明細表を除く。）のうち「１ 財務書類」に記載したもの以外のものを、第七号様式記載上の注意
(51)に準じて掲げること。 
ただし、「１ 財務書類」において当事業年度の前２事業年度及び当事業年度の財務書類を掲げた場合

には、掲げることを要しない。 

⑵ 「第６ 経理の状況」の「４ 最近の財務書類」については、最近５事業年度（６箇月を１事業年度と
する会社にあっては 10 事業年度）の財務書類（附属明細表を除く。）のうち「１ 財務書類」に記載し

たもの以外のものを、第七号様式記載上の注意(53)に準じて掲げること。 
ただし、「１ 財務書類」において最近３事業年度の財務書類を掲げた場合には、掲げることを要しな

い。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 
● 第 二 号 の 四 様 式 

改  正  案 現     行 
  
第九号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】                 確認書 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、確認書の提出に関する一切の行為につき確認書提出外国会社を代理

する権限を有するもの（以下⑸において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、そ
の名称及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により確認書を書面で提出
する場合には、併せて代理人の氏名又は名称の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）

が署名すること。）。 
⑹～⑼ （略） 

第九号の二様式 
【表紙】 

【提出書類】                 確認書 
（略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑷ （略） 
⑸ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、確認書の提出に関する一切の行為につき確認書提出外国会社を代理

する権限を有するもの（以下この⑸において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合に
は、その名称及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により確認書を書面
で提出する場合には、併せて代理人の氏名又は名称の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代

表者）が署名すること。）。 
⑹～⑼ （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第九号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】                四半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第九号の三様式 
【表紙】 

【提出書類】                四半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１ （略） １ （略） 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⑾ （新設） 
３【経営上の重要な契約等】⑿ ２【経営上の重要な契約等】⑾ 
（削る） ３【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】⑿ 

第４～第６ （略） 
第二部 （略） 

第４～第６ （略） 
第二部 （略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、四半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する

権限を有するもの（以下⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名
称及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により四半期報告書を書面で提
出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代

表者）が署名すること。）。 
⑸～⑽ （略） 

（記載上の注意） 

⑴～⑶ （略） 
⑷ 代理人の氏名又は名称 

本邦内に住所を有する者であって、四半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する

権限を有するもの（以下この⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、そ
の名称及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により四半期報告書を書面
で提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、そ

の代表者）が署名すること。）。 
⑸～⑽ （略） 

⑾ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 

第四号の三様式記載上の注意⑻に準じて記載すること。 

（新設） 

⑿ 経営上の重要な契約等 
第四号の三様式記載上の注意⑼に準じて記載すること。 

⑾ 経営上の重要な契約等 
第四号の三様式記載上の注意⑻に準じて記載すること。 

（削る） ⑿ 財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析 
第四号の三様式記載上の注意⑼に準じて記載すること。 

⒀ 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 

⒀ 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 
⒁・⒂ （略） 
⒃ 大株主の状況 

ａ 当四半期会計期間が第２四半期会計期間（第１四半期会計期間（当事業年度の最初の四半期会計期間
をいう。以下⒃において同じ。）の翌四半期会計期間をいう。以下⒃において同じ。）である場合につい
て、当四半期会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。 

ｂ （略） 
⒄～(23) （略） 

⒁・⒂ （略） 
⒃ 大株主の状況 

ａ 当四半期会計期間が第２四半期会計期間（第１四半期会計期間（当事業年度の最初の四半期会計期間
をいう。以下この⒃において同じ。）の翌四半期会計期間をいう。以下この⒃において同じ。）である場
合について、当四半期会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。 

ｂ （略） 
⒄～(23) （略） 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 
ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に
おける保証会社の直近の事業年度（以下ｂにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証会社

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に
おける保証会社の直近の事業年度（以下このｂにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証
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の経営成績の概要について、第八号様式「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」

から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
ｃ 当該保証会社の直近事業年度の次の事業年度が６月を超える場合であって、当該事業年度が開始した
日からおおむね９箇月経過後に本四半期報告書が提出される場合には、ｂにより記載すべき当該保証会

社の経営成績の概要に加えて、当該事業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の経営成績の概要
について、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに
準じて記載すること。 

なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略
することができる。 

ｄ ｂ又はｃにより記載すべき当該保証会社の経営成績の概要が、本四半期報告書の提出日前に提出した

提出会社の前事業年度に係る有価証券報告書における「提出会社の保証会社等の情報」（第三号様式
「第二部 提出会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」、第三号の二様式「第三部 提出
会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」又は第四号様式「第二部 提出会社の保証会社等

の情報」をいう。）に記載されている場合には、当該保証会社の経営成績の概要の記載に代えて、当該
有価証券報告書に記載された当該保証会社に関する情報を参照する旨を記載することができる。 

会社の業績の概要について、第八号様式「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」

から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
ｃ 当該保証会社の直近事業年度の次の事業年度が６月を超える場合であって、当該事業年度が開始した
日からおおむね９箇月経過後に本四半期報告書が提出される場合には、ｂにより記載すべき当該保証会

社の業績の概要に加えて、当該事業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の業績の概要につい
て、第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて
記載すること。 

なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書については記載を省略
することができる。 

ｄ ｂ又はｃにより記載すべき当該保証会社の業績の概要が、本四半期報告書の提出日前に提出した提出

会社の前事業年度に係る有価証券報告書における「提出会社の保証会社等の情報」（第三号様式「第二
部 提出会社の保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」、第三号の二様式「第三部 提出会社の
保証会社等の情報」の「第１ 保証会社情報」又は第四号様式「第二部 提出会社の保証会社等の情

報」をいう。）に記載されている場合には、当該保証会社の業績の概要の記載に代えて、当該有価証券
報告書に記載された当該保証会社に関する情報を参照する旨を記載することができる。 

(25)・(26) （略） (25)・(26) （略） 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
  
第十号様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

第十号様式 
【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 
（略） 

第一部【企業情報】 

第１・第２ （略） 
第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑿ （新設） 

２【事業等のリスク】⒀ （新設） 
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⒁ １【業績等の概要】⑿ 
（削る） ２【生産、受注及び販売の状況】⒀ 

（削る） ３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⒁ 
（削る） ４【事業等のリスク】(14－２) 
４【経営上の重要な契約等】⒂ 

５【研究開発活動】⒃ 

５【経営上の重要な契約等】⒂ 

６【研究開発活動】⒃ 
（削る） ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(16－２) 

第４～第８ （略） 

第二部 （略） 

第４～第８ （略） 

第二部 （略） 
（記載上の注意） 
⑴～⑶ （略） 

⑷ 代理人の氏名又は名称 
本邦内に住所を有する者であって、半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権

限を有するもの（以下⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称

及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により半期報告書を書面で提出す
る場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表
者）が署名すること。）。 

⑸～⑾ （略） 

（記載上の注意） 
⑴～⑶ （略） 

⑷ 代理人の氏名又は名称 
本邦内に住所を有する者であって、半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権

限を有するもの（以下この⑷において「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その

名称及び代表者の氏名）を記載すること（法第 27条の 30の５第１項の規定により半期報告書を書面で提
出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代
表者）が署名すること。）。 

⑸～⑾ （略） 
⑿ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

第五号様式記載上の注意⑼に準じて記載すること。 
（新設） 

⒀ 事業等のリスク 
第五号様式記載上の注意⑽に準じて記載すること。 

（新設） 

⒁ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

第五号様式記載上の注意⑾に準じて記載すること。 

⑿ 業績等の概要 

第五号様式記載上の注意⑼に準じて記載すること。 
（削る） ⒀ 生産、受注及び販売の状況 

第五号様式記載上の注意⑽に準じて記載すること。 

（削る） ⒁ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 
第五号様式記載上の注意⑾に準じて記載すること。 

（削る） (14－２) 事業等のリスク 

第五号様式記載上の注意(11－２)に準じて記載すること。 
⒂・⒃ （略） ⒂・⒃ （略） 
（削る） (16－２) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
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第五号様式記載上の注意(13－２)に準じて記載すること。 

⒄ （略） ⒄ （略） 
⒅ 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 
⒅ 株式の総数等 

第七号様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 

(18－２)～⒇ （略） (18－２)～⒇ （略） 
(21) 株価の推移 

第七号様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 
(21) 株価の推移 

第七号様式記載上の注意(48)に準じて記載すること。 

(22)～(29) （略） (22)～(29) （略） 
(30) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 
(30) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ （略） 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本半期報告書の提出日にお
ける保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の経営成績の概要について、第八号様式「第一部
 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載する

こと。ただし、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本半期報告書の提出日の属する保
証会社の事業年度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本半期報告書が提出された場合には、当該
事業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の経営成績の概要について、本様式「第一部 企業情

報」の「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本半期報告書の提出日にお
ける保証会社の直近の事業年度に関する当該保証会社の業績の概要について、第八号様式「第一部 企
業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載するこ

と。ただし、当該保証会社の事業年度が１年である場合であって、本半期報告書の提出日の属する保証
会社の事業年度が開始した日からおおむね９箇月経過後に本半期報告書が提出された場合には、当該事
業年度が開始した日以後６箇月の当該保証会社の業績の概要について、本様式「第一部 企業情報」の

「第１ 本国における法制等の概要」から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 
(31)～(33) （略） (31)～(33) （略） 
(34) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における
法制等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(67)に準じて記載すること。また、「第一部 
企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第二号様式
記載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(34) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における
法制等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(69)に準じて記載すること。また、「第一部 
企業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式

記載上の注意(86)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(86)中「最近事業年度」とあるの
は「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 
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○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 
  
第十五号様式 
【表紙】 

【提出書類】               発行登録追補書類 
（略） 

第十五号様式 
【表紙】 

【提出書類】               発行登録追補書類 
（略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。ただし、今回の募集又は売出しに係る発行登
録書（当該発行登録書の訂正発行登録書を含む。）において記載されている事項と同一内容のものについて
は、当該事項の記載を省略することができる。 

⑴～⑹ （略） 
⑺ 参照情報 
ａ・ｂ （略） 

ｃ 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書又は外国会社報告書若しくは
外国会社四半期報告書若しくは外国会社半期報告書（以下ｃ及びｄにおいて「有価証券報告書等」とい
う。）の提出日以後発行登録追補書類提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された

「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、か
つ、分かりやすく記載すること。 

ｄ （略） 

⑻・⑼ （略） 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。ただし、今回の募集又は売出しに係る発行登
録書（当該発行登録書の訂正発行登録書を含む。）において記載されている事項と同一内容のものについて
は、当該事項の記載を省略することができる。 

⑴～⑹ （略） 
⑺ 参照情報 
ａ・ｂ （略） 

ｃ 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書又は外国会社報告書若しくは
外国会社四半期報告書若しくは外国会社半期報告書（以下このｃ及びｄにおいて「有価証券報告書等」
という。）の提出日以後発行登録追補書類提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載され

た「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、
かつ、分かりやすく記載すること。 

ｄ （略） 

⑻・⑼ （略） 
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